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電動弁 

 

 

仕切弁 

玉形弁 

ゴムダイヤフラム弁 

バタフライ弁 

空気作動弁 

空気作動弁（ポジショナ付） 

安全弁又は逃がし弁 

三方弁 

ベローズ弁 

直動弁 

逆止弁 



体積制御タンク 

封水冷却器 

A余熱除去冷却器 

B余熱除去冷却器 

冷却材 
貯蔵タンク 

  
   

 燃料取替 
用水ピット 

 
 

A,B,C-充てんポンプ 

Ｓ 
 

 
 

 
 RCP

封水
戻り 

A-RCP封水 

Ｆ 
 

 
 

 
 

補助 
スプレイ 

高圧注入ポンプ 

CCWS 
加圧器
逃がし
タンク 

再生熱交換器 

LCV-121D 

LCV-121C 

255 254 

LCV-121E 

175 

224A 

Bループ
低温側 

LCV-451 

LCV-452 

Aループ
低温側 

186 

004A 

004B 

C/V冷却材 
ドレンタンク 

余剰抽出冷却器 

Aループ
低温側 RC-034 RC-033 

004C 

006 

LCV-121B 

RH-023B 

RH-023A 

Ｆ 
 

冷却材陽 
イオン脱塩塔 

 
 

541 

火災防護対象系統（化学体積制御系統1/2） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはCS-○○○である。 

非再生冷却器 

化学体積制御 
系統2/2より 

FCV8 

224C 

B-RCP封水 

C-RCP封水 

224B 

177 

PCV-104 

LCV-121A 

FCV-140 

205 

167 

191 

TCV-103 

添
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

175 177 

191 

167 

FCV-138 

LCV-121B 

LCV-121C 

 
 

 
 

 
 



ほう酸 
回収装置 

F 
化学体積制御 
系統1/2へ 

455A 
455B 

A-ほう酸 
ポンプ 

B-ほう酸 
ポンプ 

A-ほう酸 
タンク 

火災防護対象系統（化学体積制御系統2/2） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはCS-○○○である。 

474A 

466A 

474B 

466B 

ほう酸注入タンク 
451A 451B 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

474A 

474B 

455A 455B 

466B 

466A 

B-ほう酸 
タンク 



火災防護対象系統（余熱除去系統） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはRH-○○○である。 

C/V再循環サンプ 

 

 

A余熱除去
ポンプ 

Aループ
高温側 

燃料取替用水ピット 

B余熱除去
ポンプ 

 

 

抽出ライン 

 

 

 
 

 
 

023A 

023B 
C/V内 

Aループ
低温側 

Cループ
低温側 

Bループ
低温側 

 
 

 
 

CCW 

 
 

CCW 

 

 

燃料取替用水ピット 

 

 

 

 

C/V内 

Cループ
高温側 

B余熱除去
冷却器 

A余熱除去
冷却器 

029A 

 

 

 
 

029B 

FCV-601 

FCV-611 

002A 

002B 

PCV-410 

PCV-430 

HCV-603 

FCV-604 

HCV-613 

FCV-614 

CC-117A 

CC-117B 

033A 

033B 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

033A 

033B 

HCV-603 

HCV-613 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

055A 

055B 



002A 

 

 

002B 

A-高圧注入 
ポンプ 

A-余熱除去 
ポンプ 

燃料取替用水ピット 

 

 

B-高圧注入 
ポンプ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

B-余熱除去 
ポンプ 

015B 

014B 

015A 

014A 

C/V内 

051 

 
 

火災防護対象系統（高圧注入系統） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはSI-○○○である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

032A 

032B 

036A 

036B 

A-ループ
低温側 

B-ループ
低温側 

C-ループ
低温側 

 
 

 
 

020A 

020B 

146 145 

ほう酸注入
タンク 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

061A 

061B 

 
 

 

 
 



火災防護対象系統（補助給水系統） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはFW-○○○である。 

補助給水ピット 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS-575B 

MS-582A 

MS-582B 

MS-575A 

タービン動 
補助給水ポンプ 

A-電動補助 
給水ポンプ 

B-電動補助 
給水ポンプ 

B-蒸気発生器 

C-蒸気発生器 

蒸気発生器 
 

 

 

 

 

 

582A 

582B 

582C 

 

 

 

 

 

 

589A 

589B 

589C 

A 

B 

C 

601 604 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

604 601 



高圧タービン 

MSV 

復水器 

601A 

528A 

HCV-316 

高圧タービン 

MSV 

復水器 

601B 

528B 

HCV-3626 

高圧タービン 

MSV 

復水器 

601C 

528C 

HCV-3636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン動補助給水ポンプ 

575A 

575B 

A 

B 

C 

A-蒸気発生器 

B-蒸気発生器 

C-蒸気発生器 

火災防護対象系統（主蒸気系統） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはMS-○○○である。 

 

 

581 

タービン 
グランド蒸気 
バックアップ 

大気 

 
 

 

518A 

PCV-3610 
521A 522A 523A 524A 525A 

521B 522B 523B 524B 525B 

521C 522C 523C 524C 
525C 

601C 

601B 

601A 

HCV-3616 

HCV-3626 

HCV-3636 

528A 

528B 

528C 

大気 

 
 

 

518B 

PCV-3620 

大気 

 
 

 

518C 

PCV-3630 

521A 522A 523A 524A 525A 

521B 522B 523B 524B 525B 

521C 522C 523C 524C 525C 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 



注：弁番号について、系統記号の記載のないものはRC-○○○である。 

A 
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火災防護対象系統（１次冷却材系統1/2） 

 

 
 

 余熱除去
系統 C-1次冷却材

ポンプ 

化学体積
制御系統 
余剰抽出 

A-1次冷却材
ポンプ 

安全注入系統 
高圧側BIT 

  

安全注入系統 
A蓄圧タンク 

余熱除去 
系統 

加圧器 
スプレイ 

化学体積 
制御系統 

加圧器 

 

 

 

 

PCV-410 RH-002A 

余熱除去 
系統 

化学体積 
制御系統 
抽出ライン 

安全注入系統 
高圧側BIT 

安全注入系統 
B蓄圧タンク 

余熱除去 
系統 

  

加圧器 
スプレイ 

B-1次冷却材
ポンプ 

原子炉容器 

 

 

余熱除去系統 

安全注入系統 
C蓄圧タンク 

安全注入系統 
高圧側BIT 

「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

C 

B 

RH-002B PCV-430 



加圧器 

A-ループ高温側 

 
 

 
 

PCV-452A 

PCV-452B 

加圧器逃がしタンク 

B-ループ低温側 

A-ループ低温側 

充てんライン 

CS-186 

PCV-451A 

PCV-451B 

火災防護対象系統（１次冷却材系統2/2） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはRC-○○○である。 

055 056 057 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

055 056 057 



A戻り母管 

C戻り母管 

B戻り母管 

 

 

 

 

 

 

 

 

054A 

054B 

054C 

054D 

A供給母管 

B供給母管 

C供給母管 

D-原子炉補機冷却水ポンプ 

C-原子炉補機冷却水ポンプ 

B-原子炉補機冷却水ポンプ 

A-原子炉補機冷却水ポンプ 

A-原子炉補機冷却水冷却器 

B-原子炉補機冷却水冷却器 

C-原子炉補機冷却水冷却器 

D-原子炉補機冷却水冷却器 

火災防護対象系統（原子炉補機冷却水系統（1/2）） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはCC-○○○である。 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
044A 

044B 

055A 

055B 

原子炉補機冷却水
サージタンク 

058 
043 
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

044A 

044B 

055A 

055B 

原子炉補機冷却水
サージタンク 



A-制御用 
空気圧縮機 

A･B-原子炉補機 
冷却水ポンプ 

A-使用済燃料
ピット冷却器 

A･B-C/V 
再循環ユニット 

A-高圧注入 
ポンプ 

A-余熱除去 
ポンプ 

A-C/Vスプレイ 
ポンプ 

A-余熱除去 
冷却器 

A-C/Vスプレイ 
冷却器 

A供給 
母管 

圧
縮
機･

中
間
冷
却
器 

冷
却
器 

A
電
動
機
 

208B 

 
 

 

 
 

 

A B 

 
 

  
 

 

208A 

203A 

B
電
動
機
 

A
電
動
機
 

A
油
冷
却
器
 

A 

A
電
動
機
 

A 

A
電
動
機
 

A 

 
 

 

 
 

 

117A 

177A 

A戻り母管 

B供給母管 

圧
縮
機･

中
間
冷
却
器 

冷
却
器 

C
電
動
機
 

208D 
 
 

 

 
 

 

C D 
 
 

  
 

 

208C 

203B 

D
電
動
機
 

B
電
動
機
 

B
油
冷
却
器
 

B 

B
電
動
機
 

B 

B
電
動
機
 

B 

 
 

 

 
 

 

117B 

177B 

B戻り 
母管 

A電動機 

A油冷却器 

A封水冷却器 

B電動機 

B油冷却器 

B封水冷却器 

C電動機 

C油冷却器 

C封水冷却器 C-充てん 
ポンプ 

B-充てん 
ポンプ 

A-充てん 
ポンプ 

B-C/Vスプレイ 
冷却器 

B-余熱除去 
冷却器 

B-C/Vスプレイ 
ポンプ 

B-余熱除去 
ポンプ 

B-高圧注入 
ポンプ 

C･D-C/V 
再循環ユニット 

B-使用済燃料
ピット冷却器 

C･D-原子炉補機 
冷却水ポンプ 

A-制御用 
空気圧縮機 

火災防護対象系統（原子炉補機冷却水系統(2/2)） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはCC-○○○である。 

A A 

B B 

159A 

159B 

添
付
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「内部火災を想定し
た場合に発生する
可能性のある事
象」に対して、原子
炉を高温停止・低
温停止維持するた
めに、手動操作に
期待してでも、本系
統を少なくとも一つ
確保することが必
要。 



A 

B 

所内用空気 

  
 

 
  

 

 

501A 

501B 

原子炉補助建屋･
タービン建屋内 
C-供給母管 

主蒸気 
逃がし弁 

  
 

 
  

 

 

505A 

505B 

 

 

 

 

510A 

510B 

A-加圧器 
逃がし弁 

B-加圧器 
逃がし弁 

格納容器内 
A-供給母管 

格納容器内 
B-供給母管 

C/V内 

A-制御用空気 
圧縮機 

B-制御用空気 
圧縮機 

A-制御用空気 
冷却器 

B-制御用空気 
冷却器 

A-制御用 
空気だめ 

B-制御用 
空気だめ 

A-制御用空気 
除湿装置 

B-制御用空気 
除湿装置 

火災防護対象系統（制御用空気系統） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはIA-○○○である。 
添
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 

SA-514 

A 

B 



M M M M 

A-D/G 

 

 

 

 

B-D/G 

 

 

 

 

1次系放水ピット 

571A 

571B 

571C 

571D 

A-原子炉補機 
冷却海水ポンプ 

B-原子炉補機 
冷却海水ポンプ 

C-原子炉補機 
冷却海水ポンプ 

D-原子炉補機 
冷却海水ポンプ 

火災防護対象系統（原子炉補機冷却海水系統） 

注：弁番号について、系統記号の記載のないものはSW-○○○である。 

A-原子炉補機
冷却水冷却器 

B-原子炉補機
冷却水冷却器 

C-原子炉補機
冷却水冷却器 

D-原子炉補機
冷却水冷却器 添

付
資
料
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「内部火災を想定した場合に
発生する可能性のある事象」
に対して、原子炉を高温停止・
低温停止維持するために、手
動操作に期待してでも、本系
統を少なくとも一つ確保するこ
とが必要。 



高温停止及び低温停止を達成、維持するために 

          必要な監視パラメータの選定について 

 

１．はじめに 

   泊発電所３号機において、単一の内部火災が発生した場合を想定しても 

原子炉の高温停止及び低温停止を達成、維持するために必要な監視パラメ 

ータ（以下、「必要な監視パラメータ」という。）を以下のとおり選定した。 

 

 

２．「必要な監視パラメータ」の選定の考え方 

   表４（高温停止及び低温停止に必要な機能及び系統）で抽出した各系統 

において必要な監視パラメータを泊発電所運転要領に基づき、選定する。 

（表①、②） 

 

 

３．選定結果 

「必要な監視パラメータ＊」は、以下のとおり。 

 

ａ．１次冷却材圧力（安全保護系） 

   ・Ｐ－４１０（Ａループ１次冷却材圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－４３０（Ｃループ１次冷却材圧力（Ⅳ）） 

 

ｂ．加圧器圧力（安全保護系） 

   ・Ｐ－４５１（加圧器圧力（Ⅰ）） 

   ・Ｐ－４５２（加圧器圧力（Ⅱ）） 

   ・Ｐ－４５３（加圧器圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－４５４（加圧器圧力（Ⅳ）） 

 

ｃ．加圧器水位（安全保護系） 

   ・Ｌ－４５１（加圧器水位（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－４５２（加圧器水位（Ⅱ）） 

   ・Ｌ－４５３（加圧器水位（Ⅲ）） 

   ・Ｌ－４５４（加圧器水位（Ⅳ）） 
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ｄ．１次冷却材温度（１次冷却材系統） 

 ①Ａループ１次冷却材温度 

   ・Ｔ－４１０（Ａループ１次冷却材高温側温度（広域）（Ⅰ）） 

   ・Ｔ－４１７（Ａループ１次冷却材低温側温度（広域）（Ⅱ）） 

 ②Ｂループ１次冷却材温度 

   ・Ｔ－４２０（Ｂループ１次冷却材高温側温度（広域）（Ⅰ）） 

   ・Ｔ－４２７（Ｂループ１次冷却材低温側温度（広域）（Ⅱ）） 

 ③Ｃループ１次冷却材温度 

   ・Ｔ－４３０（Ｃループ１次冷却材高温側温度（広域）（Ⅰ）） 

   ・Ｔ－４３７（Ｃループ１次冷却材低温側温度（広域）（Ⅱ）） 

 

ｅ．主蒸気ライン圧力（安全保護系） 

 ①Ａ－主蒸気ライン圧力 

   ・Ｐ－４６５（Ａ－主蒸気ライン圧力（Ⅰ）） 

   ・Ｐ－４６６（Ａ－主蒸気ライン圧力（Ⅱ）） 

   ・Ｐ－４６７（Ａ－主蒸気ライン圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－４６８（Ａ－主蒸気ライン圧力（Ⅳ）） 

 ②Ｂ－主蒸気ライン圧力 

   ・Ｐ－４７５（Ｂ－主蒸気ライン圧力（Ⅰ）） 

   ・Ｐ－４７６（Ｂ－主蒸気ライン圧力（Ⅱ）） 

   ・Ｐ－４７７（Ｂ－主蒸気ライン圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－４７８（Ｂ－主蒸気ライン圧力（Ⅳ）） 

 ③Ｃ－主蒸気ライン圧力 

   ・Ｐ－４８５（Ｃ－主蒸気ライン圧力（Ⅰ）） 

   ・Ｐ－４８６（Ｃ－主蒸気ライン圧力（Ⅱ）） 

   ・Ｐ－４８７（Ｃ－主蒸気ライン圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－４８８（Ｃ－主蒸気ライン圧力（Ⅳ）） 

 

ｆ．蒸気発生器水位（安全保護系） 

 ①Ａ－蒸気発生器水位 

   ・Ｌ－４６４（Ａ－蒸気発生器水位（広域）（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－４６０（Ａ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－４６１（Ａ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅱ）） 

   ・Ｌ－４６２（Ａ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅲ）） 

   ・Ｌ－４６３（Ａ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅳ）） 
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 ②Ｂ－蒸気発生器水位 

   ・Ｌ－４７４（Ｂ－蒸気発生器水位（広域）（Ⅱ）） 

   ・Ｌ－４７０（Ｂ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－４７１（Ｂ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅱ）） 

   ・Ｌ－４７２（Ｂ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅲ）） 

   ・Ｌ－４７３（Ｂ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅳ）） 

 ③Ｃ－蒸気発生器水位 

   ・Ｌ－４８４（Ｃ－蒸気発生器水位（広域）（Ⅲ）） 

   ・Ｌ－４８０（Ｃ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－４８１（Ｃ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅱ）） 

   ・Ｌ－４８２（Ｃ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅲ）） 

   ・Ｌ－４８３（Ｃ－蒸気発生器水位（狭域）（Ⅳ）） 

 

ｇ．中性子源領域中性子束（安全保護系） 

   ・Ｎ－３１（炉外核計測装置 中性子源領域計装（Ｎ３１）） 

   ・Ｎ－３２（炉外核計測装置 中性子源領域計装（Ｎ３２）） 

 

ｈ．ほう酸タンク水位（化学体積制御系） 

   ・Ｌ－２０６（Ａ－ほう酸タンク水位（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－２０８（Ｂ－ほう酸タンク水位（Ⅱ）） 

 

ｉ．燃料取替用水ピット水位（高圧注入系統） 

   ・Ｌ－１４００（燃料取替用水ピット水位（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－１４０１（燃料取替用水ピット水位（Ⅱ）） 

 

ｊ．補助給水ピット水位（補助給水系統） 

   ・Ｌ－３７５０（補助給水ピット水位（Ⅰ）） 

   ・Ｌ－３７５１（補助給水ピット水位（Ⅱ）） 

 

ｋ．原子炉補機冷却水サージタンク水位（原子炉補機冷却水系統） 

   ・Ｌ－１２００（原子炉補機冷却水サージタンク水位（Ⅲ）） 

   ・Ｌ－１２０１（原子炉補機冷却水サージタンク水位（Ⅳ）） 
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ｌ．格納容器圧力（安全保護系） 

   ・Ｐ－５９０（格納容器圧力（Ⅰ）） 

   ・Ｐ－５９１（格納容器圧力（Ⅱ）） 

   ・Ｐ－５９２（格納容器圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－５９３（格納容器圧力（Ⅳ）） 

 

ｍ．制御用空気ヘッダ圧力（制御用空気系統） 

   ・Ｐ－１８００（Ａ－制御用空気ヘッダ圧力（Ⅲ）） 

   ・Ｐ－１８１０（Ｂ－制御用空気ヘッダ圧力（Ⅳ）） 

 

ｎ．余熱除去ライン流量（余熱除去系統） 

   ・Ｆ－６０４（余熱除去Ａライン流量（Ⅲ）） 

   ・Ｆ－６１４（余熱除去Ｂライン流量（Ⅳ）） 

 

ｏ．補助給水流量（補助給水系統） 

   ・Ｆ－３７６６（Ａ－補助給水ライン流量（Ⅱ）） 

   ・Ｆ－３７７６（Ｂ－補助給水ライン流量（Ⅲ）） 

   ・Ｆ－３７８６（Ｃ－補助給水ライン流量（Ⅳ）） 

 

ｐ．非常用高圧母線電圧 

   ・Ｅ－３９３０Ａ（６－３Ａ母線電圧） 

   ・Ｅ－３９３０Ｂ（６－３Ｂ母線電圧） 

 

＊： 少なくともひとつが必要 

設計方針では、計器は制御器として単一故障を想定し、多重チャンネル（Ⅰ～Ⅳ）として多重性を 

もたせているが、火災により、ひとつの計器が監視不能となった場合でも、少なくとも残った計器 

のうちひとつの計器があれば監視可能である。 

 

 選定した「高温停止及び低温停止を達成、維持するために必要な監視パラ

メータ」については、表５（高温停止及び低温停止に必要な系統・機器）に

まとめた。 

なお、自動制御及びインターロックを確認した結果、上記パラメータで高

温停止及び低温停止を達成、維持することが可能である。 
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表① 各系統における必要な監視パラメータ 

高温停止及び低温停止に 

必要な機能 

系統 運転要領に基づく 

必要な監視パラメータ 

原子炉停止 安全保護系 

原子炉停止系 

・１次冷却材圧力 

・加圧器圧力 

・加圧器水位 

・主蒸気ライン圧力 

・蒸気発生器水位（広域） 

・蒸気発生器水位（狭域） 

・中性子源領域中性子束 

・格納容器圧力 

・ほう酸タンク水位 

・燃料取替用水ピット水位 

ほう酸添加 化学体積制御系統 

高圧注入系統 

・加圧器水位 

・ほう酸タンク水位 

・燃料取替用水ピット水位 

崩壊熱除去 余熱除去系統 

補助給水系統 

主蒸気系統 

・余熱除去ライン流量 

・補助給水ピット水位 

・補助給水ライン流量 

・主蒸気ライン圧力 
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高温停止及び低温停止に 

必要な機能 

系統 運転要領に基づく 

必要な監視パラメータ 

１次冷却材圧力制御 １次冷却材系統 ・１次冷却材圧力 

・加圧器圧力 

・１次冷却材高温側温度（広域） 

・１次冷却材高温側温度（広域） 

関連 原子炉補機冷却水系統 

原子炉補機冷却海水系統 

制御用空気系統 

非常用電源系 

・原子炉補機冷却水サージタンク水位 

・制御用空気ヘッダ圧力 

・非常用高圧母線電圧 
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表② 高温停止及び低温停止を達成、維持するために必要な監視パラメータ 

運転要領に基づく 

必要な監視パラメータ 
評 価 内 容 

１次冷却材圧力 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、１次冷却材

圧力を確認するために必要な監視パラメータである。 

加圧器圧力 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、加圧器圧力

を確認するために必要な監視パラメータである。 

加圧器水位 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、１次冷却材

の保有水量を確認するために必要なパラメータである。 

１次冷却材高温側温度（広域） 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、１次冷却材

が冷却されていることを確認するために必要な監視パラメータである。 １次冷却材低温側温度（広域） 

主蒸気ライン圧力 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、主蒸気ライ

ン圧力を確認するために必要な監視パラメータである。 

蒸気発生器水位（広域） 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、蒸気発生器

からの熱放出が可能であることを確認するために必要な監視パラメータで

ある。 
蒸気発生器水位（狭域） 

中性子源領域中性子束 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、原子炉の出

力が低下していること及び再臨界とならないことを確認するために必要な

監視パラメータである。 

ほう酸タンク水位 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、ほう酸水が

１次冷却材系統へ注入されていることを確認するために必要な監視パラメ

ータである。 
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運転要領に基づく 

必要な監視パラメータ 
評 価 内 容 

燃料取替用水ピット水位 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、ほう酸水が

１次冷却材系統へ注入されていることを確認するために必要な監視パラメ

ータである。 

補助給水ピット水位 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、補助給水の

注入が実施されていることを確認するために必要な監視パラメータであ

る。 

原子炉補機冷却水サージタンク水位 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、原子炉補機

冷却水系統が健全であることを確認するために必要な監視パラメータであ

る。 

格納容器圧力 火災により加圧器逃がし弁が誤開した場合、格納容器内の圧力を確認する 

ために必要な監視パラメータである。 

制御用空気ヘッダ圧力 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、制御用空気

系統が健全であることを確認するために必要な監視パラメータである。 

余熱除去ライン流量 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際の余熱除去系統

使用時における冷却操作及び低温停止維持が達成されていることを確認す

るために必要な監視パラメータである。 

補助給水流量 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際に、補助給水が

蒸気発生器へ給水されていることを確認するために必要な監視パラメータ

である。 

非常用高圧母線電圧 高温停止、低温停止の達成及び低温停止の維持を行なう際、非常用高圧母

線の電圧を確認するために必要な監視パラメータである。 
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泊発電所３号機 
火災区域及び火災区画の設定について 

北海道電力株式会社 

２ 補足説明資料 

枠囲みの内容は核物質防護情報に属しますので公開できません。 



１．はじめに 

 泊発電所３号機の火災区域／区画について、「実用発電用原子炉及びその
附属施設の火災防護に係る審査基準」及び「原子力発電所の内部火災影響
評価ガイド」に基づき、設定を行った。 

 審査基準 

1.2用語の定義 

（11）「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域を
いう。 

（12）「火災区画」 火災区域を細分化したものであって、耐火壁、離隔距離、固定式消
火設備等により分離された火災防護上の区画をいう。 

 
 評価ガイド（抜粋） 

6.1.1 火災区域の設定 

火災による影響評価を効率的に実施するため、建屋内を火災区域に分割す
る。 

6.1.2 火災区画の設定 

火災区域を分割し、火災区画を設定する。 

 
2-1 



２．設定方針（1/2） 

（１）火災区域 

 火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されて
いる建屋内の区域であり、下記により設定する。 

 

①建屋ごとに、耐火壁により囲われた区域を火災区域として設
定する。ただし、屋外に設置される設備に対しては、附属設
備も含めて火災区域とみなす。 

 

②系統分離されて配置されている場合には、それを考慮して火
災区域を設定する。 

 

③３時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区
域から分離する。 
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２．設定方針（2/2） 

（２）火災区画 

 火災区画は、火災区域を細分化したものであって、耐火壁、
離隔距離、固定式消火設備等により分離された火災防護上の
区画であり、下記により設定する。 

 

①火災区域を分割し、火災区画を設定する。火災区画は全周
囲を耐火壁で囲まれている必要は必ずしもなく、隔壁や扉の
配置状況を目安に設定する。 

 

②火災区画の範囲は、原子炉の安全停止に係る系統分離等
に応じて設定する。 
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３．設定要領（1/4） 

（１）火災区域 

 

 原子炉施設の設置されている建屋において、高温停止及び
低温停止設備、放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有す
る設備が設置されている建屋を抽出する。 

 

 建屋については、建屋内の各フロアの耐火壁及び系統分離
状況を考慮し、火災区域を設定する。 

 

 次頁に火災区域設定の概念図を示す。 
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３．設定要領（2/4） 

     
     耐火壁 

    （３時間耐火能力） 

火災区域ａ 

（高温停止及び低温停止設備Ａ，Ｂ混在） 

補助建屋 

原子炉建屋 

電気建屋 

タービン建屋 

DG建屋 

火災区域ｂ 

（A,B-ほう酸ポンプ） 

火災区域ｃ 

(A-ディーゼル発電機) 

火災区域ｄ 

（B-ディーゼル発電機） 

火災区域ｅ 

(A-安全補機開閉器室） 

火災区域ｆ 

(B-安全補機開閉器室） 

火災区域の概念図 
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３．設定要領（3/4） 

（２）火災区画 

 （１）項で設定した高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物
、系統及び機器を設置する火災区域において、その相互の系統分離及びこ
れらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行なうために、必要に
応じて細分化し火災区画を設定する。 

  

  
 火災区域に両トレンの高温停止及び低温停止に必要な系統、機器が混
在し、トレン間に部分的に壁がある場合は、トレン間を境界として、各トレ
ンを火災区画として設定する。 

 火災区域に両トレンの高温停止及び低温停止に必要な系統、機器が混
在し、トレン間の水平距離が離れている場合は、トレン間を境界として、各
トレンを火災区画として設定する。 

 高温停止及び低温停止に必要な機器等が設置されていない区画を除く。 

  

 次頁に火災区画設定の概念図について示す。 

 2-6 



３．設定要領（4/4） 

火災区画の概念図 

          

        火災区画 

         

        隔壁等（耐火シート等） 

         

        高温停止及び低温停止設備Aトレン 

           

        高温停止及び低温停止設備Bトレン 

 

補助建屋 

原子炉建屋 

電気建屋 

タービン建屋 

DG建屋 

火災区域ａ 

（高温停止及び低温停止設備Ａ，Ｂ混在） 

火災区画-1 高温停止及び低温停止 

設備が設置されていな 

い区画 

火災区画-3 

火災区画-4 

火災区画-2  

（壁） 
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４．設定フロー 

＊ 火災伝播評価の結果、必要な場合は、火
災区域及び火災区画の再設定を行なう。 

原子炉施設の設置されている建
屋において、高温停止及び低温
停止設備、放射性物質の貯蔵又
は閉じ込め機能を有する設備が
設置されていない建屋か 

高温停止及び低温停止に必
要な系統・機器があるか 

建屋内の各フロアの耐火壁及び系統分離状況を考慮して「火
災区域」として設定＊ 

 
 
 

必要に応じて、火災区域内を系統分離等の観点から総合的に
勘案し細分化 

 

「火災区画」として設定＊ 

スクリーンアウト 

スクリーンアウト 

YES 

NO 

YES 

NO 
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５．隣接建屋からの影響について（1/2） 

 原子炉施設において、高温停止及び低温停止設備が設置さ
れていない建屋は、タービン建屋及び電気建屋であることから
、これら建屋から高温停止及び低温停止設備が設置されてい
る建屋である原子炉建屋及び原子炉補助建屋への影響につい
て評価した。 

 

 

 

     ＊１ 等価時間は０．５時間刻みで切り上げ表示している。 

     ＊２ 原子炉建屋及び原子炉補助建屋と隣接建屋との境界の壁厚 

        等を考慮し、耐火能力を評価した。 

  原子炉建屋及び原子炉補助建屋は、隣接建屋であるタービ
ン建屋及び電気建屋の等価時間以上の耐火壁の能力を有して 

いるため、隣接建屋からの火災の影響はない。 
   

  

隣接建屋 等価時間＊１ 耐火壁の耐火能力＊２ 

タービン建屋 １．５時間以下 ３時間以上 

電気建屋 ２時間以下 ３時間以上 
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５．隣接建屋からの影響について（2/2） 

（内訳） 

 

 

 

 

 

 

 
＊１ 総発熱量／建屋の床面積 

              タービン建屋  総発熱量 73,860×１０５KJ、床面積 5,530ｍ２ 

              電気建屋    総発熱量 17,910×１０５KJ、床面積 1,130ｍ２ 

          ＊２ 火災荷重／燃焼率（908,095KJ/m2/h） 

 原子炉建屋～タービン建屋の耐火壁の壁厚は1,240mm、原子炉建屋～電気建屋
の耐火壁の壁厚は1,000mm、原子炉補助建屋～電気建屋の耐火壁の壁厚は
740mmであり、その耐火時間は3h以上である。タービン建屋および電気建屋等価火

災時間＜耐火壁の耐火時間のため、タービン建屋および電気建屋からの火災影響
はない。 

 

 

 

 

 設置されている主な機器 
火災荷重＊１ 

（×103kJ/m2） 
等価火災時間＊２ 

（h）※ 

タ
ー
ビ
ン
建
屋 

・主油タンク 
・電動主給水ポンプ油タンク 
・復水ブースタポンプ油タンク 
・タービン室天井クレーン 
・電動弁 
・ケーブルトレイ 

1,336 1.5以下 

電
気
建
屋 

・440Vパワーコントロールセンタ 
・6.6kVメタクラ 
・電気系信号変換器盤 
・ケーブルトレイ 

1,585 2.0以下 
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添付資料 

 
 

火災区域及び火災区画図 

2-11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（１／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（２／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（３／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（４／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（５／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（６／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（７／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（８／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（９／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（１０／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（１１／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（１２／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災区域／区画図 

（１３／１３） 

 



 

３ 補足説明資料 

 

泊発電所３号機 

 火災防護計画について 

 

 

 

 

北海道電力株式会社 
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１．はじめに 

【審査基準】 
２．基本事項 
（２）火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制を含めた火災防護計画を策定すること。 
（参考） 
火災防護計画について 
１．原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定していること。 

２．同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的として実施される火災防護対策及び計画を実施
するために必要な手順、機器、組織体制が定められていること。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。 
① 事業者の組織内における責任の所在。 
② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 
③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

３．同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の３つの深層防護の概念に基づいて火災区域及
び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれていること。 
① 火災の発生を防止する。 
② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 
③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温停止の機能が確保されるように、当該安全機
能を有する構築物、系統及び機器を防護する。 

４．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 
① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 
② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及び消火、火災による影響の軽減の
各対策の概要が記載されていること。 

火災防護計画は、保安規定に基づく規定文書「泊発電所火災発生時対応要
領（火災防護計画）」として定めることとし、現在審査中の保安規定の認可・施
行に併せて制定する予定である。 

また、制定後は定期的な評価を行うことにより適宜改善していく。  
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２．火災防護計画策定の考え方 

 泊発電所ではこれまでも各種の防火対策、万一の火災に備えた初期消火体制の整備等、消防体

制の整備・強化を進めてきているが、今回の新規制基準を踏まえた取り組みとして、火災発生防止

対策の充実・強化、火災感知器の拡充による早期感知能力の強化、消火困難箇所への自動消火設

備の設置等の火災防護対策を行う。本火災防護計画は、それらの取り組みも含め早期感知と確実

な消火、火災の影響軽減についての概要を取り纏め、従来からの対策も含め適切に実施するため

に策定するものである。     

     

火災防護計画には以下を定める。  

火災防護対策の実施に必要となる体制、機器、手順等について定める。 

３つの深層防護の概念に基づき、火災区域・火災区画を考慮した適切な火災防護対策を定める。 

 ①火災の発生防止・・・各種の火災発生防止対策の概要・考え方を記載 

 ②火災の感知・消火・・・安全機能を有する構築物・系統及び機器に対する火災の影響を限定し、

早期に感知、消火するための感知器・自動消火設備設置の考え方と、初

期消火要員により確実に消火するための体制について記載 

 ③火災の影響軽減・・・３時間耐火、系統分離等による火災影響軽減策の概要、及び火災影響評

価により原子炉施設内のいかなる火災に対しても原子炉が安全に停止でき

ることを確認すると共に、各防護措置を維持管理することを記載    

  

火災防護計画に定める消火手順、持込可燃物管理等の詳細内容については、「泊発電所火災発

生時対応要則」、「泊発電所持込可燃物管理要則」にて定める。  



3-3 

３．火災防護計画の文書体系（案） 

泊発電所 
原子炉施設 
保安規定 

泊発電所重大事故等発生時およ
び大規模損壊発生時対応要領 

泊発電所森林火災発生時対応要則 
 ・防火帯外側における放水手順 等 

泊発電所噴火災害発生時対応要則 
 ・火山噴火による対応手順 等 

泊発電所火災発生時対応要領 

  （火災防護計画） 

泊発電所火災発生時対応要則 
 ・防火帯内側における火災への消火手順 

 ・資機材管理 等 

泊発電所保修要領 

泊発電所持込可燃物管理要則 
・持込可燃物の種類、持込量等を管理 等 

泊発電所保修管理要則 
・火気作業、可燃性物質等の防火管理 

・ ・ 他の対応要則 

・ ・ 他の対応要則 

２次文書                        ３次文書 

 泊発電所ＱＭＳ文書体系図（関係分） 

泊発電所保全ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ管理要則 
・機器の点検計画等を管理  
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４．火災防護計画の記載内容（現考案） 

章番号 タイトル 記載内容の概要 

１ 総則 

（１） 目的 

 火災防護計画は、「泊発電所原子炉施設保安規定」第17条の2に定め
る、火災が発生した場合における原子炉施設の保全のための活動（公
設消防への通報、消火または延焼の防止その他公設消防隊が火災の
現場に到着するまでに行う活動を含む）を含む火災防護対策を行う体制
の整備を実施するために策定するものである。 
 原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的
として実施される火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、
機器、組織体制を定めるものであることを記載。 

（２） 適用範囲 
 火災防護計画は、泊発電所における火災防護に関する業務に適用す
ることを記載。 

（３） 基準の制定、改廃 本計画の制定、改廃は、泊発電所長が承認することを記載。 

（４） 用語の定義 火災防護計画における用語の定義を記載。 

２ 一般事項 QMS要求を記載 

３ 責任と権限 

（１） 発電所長 
 発電所長は、火災防護計画に基づき活動計画の承認を行うと共に、本
計画に関する業務を統括することを記載。 

（２） 運営課長 

 本計画を総括管理すると共に、火災が発生した場合における原子炉
施設の保全のための活動の計画（必要な手順、機器、組織体制、教育・
訓練等）を策定し、所長の承認を得る。 
 また、定期的に評価を行うとともに評価の結果に基づき必要な処置を
講じこと等を記載。 

 

 

火災防護計画の内容については、以下のような項目をベースに策定していくこととする。 



3-5 

章番号 タイトル 記載内容の概要 

（３） 保修課長 
 保修課長は、火気取扱作業等の防火管理、及び火災感知器、消火設備等の
保守点検を行うことについて記載。 

（４） 発電課長（当直） 
 発電課長（当直）は、電動消火ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプについて、
計画的な定期試験の実施等を記載。 

（５） 発電所員、協力会社等の遵守事項 火災予防のために、発電所員及び協力会社等が遵守すべき事項等を記載。 

４ 消防活動の組織編成と運営 

（１） 組織編成 
 消防活動の組織として、火災、大規模地震、その他の災害等による人的又は
物的な被害を最小限に止めるため、自衛消防隊を設置することを記載。 

（２） 自衛消防隊 
 自衛消防隊の構成、任務及び動員は、「火災発生時対応要則」に定めること
を記載。 

（３） 初期消火要員 初期消火活動を行う要員の常駐体制について記載。 

（４） 初期消火活動に必要な資機材及び体制 

運営課長は、初期消火活動に必要な以下を実施すること等を記載。 
・消防機関への専用通信回線を設置し、維持管理を行う。 
・火災発生時に消火活動を行うために必要な化学消防自動車、泡消火薬剤、
その他資機材の確保・維持管理を行う。 
・初期消火要員の常駐体制・役割等。 

（５） 初期消火活動を行う要員の訓練 運営課長は、初期消火要員に対して訓練を実施すること等を記載。 

（６） 消火手順 
 運営課長は、火災の通報連絡、火災時の対応手順及び消火手順を「火災発
生時対応要則」に定めること等を記載。 

４．火災防護計画の記載内容 
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章番号 タイトル 記載内容の概要 

５ 火災発生防止 

（１） 不燃性材料又は難燃性材料の使用 
 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、不燃性材料又は難燃性材料を
使用することを記載。 

（２） 漏えいの防止、拡大防止 
 油内包機器は溶接構造の採用、堰等の設置により、漏えいの防止、拡大防
止することについてを記載。 

（３） 持込可燃物の管理 
 運営課長は、請負会社または発電所員が、点検や工事等で、泊発電所建屋
内に可燃物を持込む際には、「持込可燃物管理要則」に基づき、可燃物の種類、
持込場所と持込量を管理することを記載。 

（４） 火気作業の管理 
 各課長は、火気作業による火災の発生防止を図るため、溶接、溶断その他、
火気を使用する場合は、「火災発生時対応要則」に基づき火気作業の管理を実
施することを記載。 

（５） 樹脂及びフィルターの管理 
 放射性物質を含んだ使用済交換樹脂、フィルタについて、固体廃棄物として
処理を行うまでの間、金属製の容器での保管や不燃シートまたは難燃シートで
防火養生することを記載。 

６ 火災感知設備 

 火災発生時において、早期に火災感知を行うことを記載。 
・早期感知のため、固有の信号を発する異なる種類の感知器を組み合わせて
設置する 
・火災受信機は、感知器や中継器、電源等の状態を常時監視し、自動的に異
常を検出して警報発信する機能を備えるとともに、自己診断機能も備えること
で誤作動の防止を図る 

４．火災防護計画の記載内容 
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章番号 タイトル 記載内容の概要 

７ 消火設備 

 火災発生時において、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響
を限定し消火を行なうことを記載。 
・消火用水供給系の水源には、1、2、3号機共用でろ過水タンクが4基あり、消火ポンプ
としてディーゼル駆動消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプを1台ずつ有することを記載。 
・ディーゼル発電機室には消火能力の高いCO2消火設備を設置する。 

８ 自然現象に対する火災防護対策   

（１） 地震等の自然現象 
 全機能を有する構築物、系統及び機器は、地震時に自らの破壊又は倒壊することに
よる火災発生を防止する。 

（２） 避雷設備 
 原子炉施設内の避雷設備として、建築基準法に従い、原子炉建屋等に避雷針又は棟
上導体を設け、落雷による火災発生を防止する。 

（３） 凍結・降雪対策 

 凍結を防止するため、屋外の消火配管は凍結深さ(700mm)より深く埋設し、屋内の消
火配管は凍結の恐れがある範囲にヒートトレースを設置する。 
また、雪により消火活動が困難とならないよう、降雪状況に応じた対応（除雪等）を行な
う。 

（４） 森林火災 
 森林火災発生時において、防火帯を超える飛び火により構内で火災が発生した場合
においては、「火災発生時対応要則」に基づき消火活動を実施することを記載。 

４．火災防護計画の記載内容 
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章番号 タイトル 記載内容の概要 

９ 火災の影響軽減対策 
 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する
火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画におけ
る火災による影響に対し、影響軽減のための対策を講じることを記載。 

１０ 火災影響評価の実施 
 運営課長は、火災防護設備の改造を行った場合には、火災影響評価を改め
て実施し、原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構造
物、系統及び機器の機能が確保されることを確認することを記載。 

１１ 定期的な評価及び改善 
 運営課長は、火災防護に関する活動について１年に１回以上定期的に評価
するとともに、評価結果に基づき、より適切な活動となるように必要な見直しを
行うこと等を記載。 

１２ 記録の保管 
 各課長は、火災防護計画に関する記録を「保安活動に関する文書及び記録
の管理基準」により定められた期間において保管することを記載 

４．火災防護計画の記載内容 



泊発電所3号機 

火災発生防止の基準適合性について 

 

北海道電力株式会社 

４ 補足説明資料 

枠囲みの内容は核物質防護情報に属しますので公開できません。 



１.漏えい防止、拡大防止（１／６） 

審査基準 ２．１．１（１） 

発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項
を考慮した、火災の発生防止対策を講じること。 

 

①漏えいの防止、拡大防止 

発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。ただし、雰囲
気の不活性化等により、火災が発生する恐れがない場合は、この限りではない。 

1 

• 火災区域内に設置されている機器に内包される発火性又は引火性の液体としては潤滑油、

燃料油があり、これらを内包する機器については溶接構造の採用等により漏えいを防止し、

また、必要に応じて、堰等を設置し、漏えいした潤滑油等が拡大することを防止している。 

火災区域内に設置される系統に内包される発火性又は引火性の気体としては水素があり、

これらを内包する化学体積制御タンクまわり、気体廃棄物処理設備まわりでは、溶接構造

の採用等により漏えいを防止している。 

火災区域内に設置されている発火性又は引火性の物質を内包する機器を抽出した。 

（そのうち、主な機器及び系統について次頁以降に示す。） 
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１.漏えい防止、拡大防止（２／６） 

2 

発火性又は引火性の物質を内包する機器リスト（例） 
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１.漏えい防止、拡大防止（３／６） 

3 

防護対象 油内包機器 漏えい防止対策 拡大防止対策 

補助給水
系統 

タービン動補助給水ポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

電動補助給水ポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

化学体積
制御系統 

ほう酸ポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

充てんポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

余熱除去
系統 

余熱除去ポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

制御用空
気系統 

制御用空気圧縮機 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

原子炉補
機冷却水
系統 

原子炉補機冷却水ポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

非常用電
源系統 

非常用ディーゼル発電機 
・溶接構造 
・シール構造 
・ガスケット挿入 

・堰 
・巡回点検 

原子炉補
機冷却海
水系統 

原子炉補機冷却海水ポンプ 

・溶接構造 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・巡回点検 

高圧注入
系統 

高圧注入ポンプ 
・シール構造 
・ガスケット挿入 
・液面監視 

・堰 
・ドレン受け 
・巡回点検  

気体廃棄
物処理設
備 

ガス圧縮装置 
・シール構造 
・ガスケット挿入 

・ドレン受け 
・巡回点検  

主な油内包機器 

 

次頁以降に 
ほう酸ポンプの 
具体例を示す 
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吸込 

吐
出 

軸受 
ガスケット 
（O-リング） 

シール構造 
（ラビリンスシール） 
 

ガスケット 
（O-リング） 

軸受箱 

ほう酸ポンプ断面図 

潤滑油 

シール構造 
（ラビリンスシール） 
 

１.漏えい防止、拡大防止（４／６） 

• ほう酸ポンプは軸受用潤滑油を内包している。潤滑油はガスケット（ O-リング）とシール構
造（ラビリンスシール）により漏えいの防止が図られている。また、万が一漏えいした場合で
も、液面監視（油面計）により漏えいの早期発見が可能である。 

液面監視 
（油面計） 
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• ほう酸ポンプは軸受用潤滑油を内包している。万が一潤滑油が漏えいした場合においても、
ドレン受けや堰により、潤滑油の拡大防止を図っている。 

１.漏えい防止、拡大防止（５／６） 

ドレン受け（ドレンポット） 

堰（ほう酸ポンプ室出入口） 

ドレン受け（ドレンパン） 

軸受箱 
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１.漏えい防止、拡大防止（６／６） 

水素内包系統 

 系統 漏えい防止対策 拡大防止対策 

化学体積制御タン
クまわり 

・ 溶接構造 
・ ベローズ弁等 

 
・ 巡回点検 
・ 水素漏えい検知器等 

気体廃棄物処理設
備まわり 

溶接構造 

ベローズ弁 

引火性気
体雰囲気 

無漏えい構造 

ベローズ 

弁棒 

弁蓋 

弁体 

弁箱 

ガスケット 

溶接構造の採用等により、 

水素の漏えいを防止している。 

• 溶接構造やベローズ弁の採用等により、水素の漏えいを防止している。 
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２.配置上の考慮（１／３） 

審査基準 ２．１．１（１） 
②配置上の考慮 

発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全性を損なうことがないように
配置すること。 

• 基本的に安全機能を有するポンプ等の補機については相互の系統を３時間の耐火性を有
する150mm以上の壁により火災の影響を軽減できるように、相互の系統を別の区画に配
置している。 

• また、同一区画に相互の系統が存在している場合については、一方の系統で火災が発生
したとしてももう一方の系統に影響を及ぼさない配置としている。 

発火性又は引火性の物質を内包する主な機器及び配置図の例を次頁に示す。 
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２.配置上の考慮（２／３） 

発火性又は引火性の物質を内包する機器リスト及び配置図（例） 
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２.配置上の考慮（３／３） 

泊発電所３号機 別図１ 

発火性物質、引火性物質内包機器配置図 

（３／１３） 

▲：機器本体に可燃物を内包 

●：系統流体が可燃物 

★：機器本体に可燃物を内包し、 

系統流体も可燃物 

赤：水素 

青：潤滑油 

緑：作動油 

紫：燃料油 
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３.換気（１／３） 

審査基準 ２．１．１（１） 
③換気 

換気ができる設計であること。 

防護対象 油内包機器 換気設備 

補助給水系統 

タービン動補助給水ポンプ ・タービン動補助給水ポンプ室給気ファン 

電動補助給水ポンプ ・電動補助給水ポンプ室給気ファン 

化学体積制御系統 

ほう酸ポンプ 
・補助建屋給気ファン 
・補助建屋排気ファン 

充てんポンプ 

余熱除去系統 余熱除去ポンプ※ ・補助建屋給気ファン 
・補助建屋排気ファン 

制御用空気系統 制御用空気圧縮機 ・制御用空気圧縮機給気ファン 

原子炉補機冷却水
系統 

原子炉補機冷却水ポンプ 
・補助建屋給気ファン 
・補助建屋排気ファン 

非常用電源系統 非常用ディーゼル発電機 ・ディーゼル発電機室給気ファン 

原子炉補機冷却海
水系統 

原子炉補機冷却海水ポンプ ・自然換気 

高圧注入系統 高圧注入ポンプ※ ・補助建屋給気ファン 
・補助建屋排気ファン 

系統等 換気設備 

化学体積制御 
タンクまわり 

・補助建屋給気ファン 
・補助建屋排気ファン 

気体廃棄物処理
設備まわり 

・補助建屋給気ファン 
・補助建屋排気ファン 

室  換気設備 

蓄電池室 ・蓄電池室排気ファン 

発火性又は引火性物質を内包する設備を設置している火災区域は、以下のとおり換気を行っている。 

【油内包機器】 【水素内包系統】 

【水素を発生するおそれのある室】 

※：次頁に空調系統図を示す。 
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補助建屋給気ファンより 
 
 

A-高圧注入
ポンプ室 

A-格納容器 
スプレイ 
ポンプ室 

A-安全補機室 
冷却ファン 

B-余熱除去
ポンプ室 

B-格納容器 
スプレイ 
ポンプ室 

B-高圧注入
ポンプ室 

A-安全系ポンプバルブ室 

① 

B-安全系ポンプバルブ室 

A-安全系補機配管室 B-安全系補機配管室 

安全補機バルブ室 

補助建屋排気ファンへ 

A-安全補機室 
冷却ユニット 

A-余熱除去
ポンプ室 

B-余熱除去
冷却器室 

 
 

補助建屋給気ファンより 

B-安全補機室 
冷却ファン 

B-安全補機室 
冷却ユニット 

ほう酸注入タンク室 

封水注入フィ
ルタバルブ室 

A-弁保修
エリア 

B-弁保修
エリア 

格納容器貫通
部室 

B-封水
注入
フィル
タ室 

A-封水
注入

フィル
タ室 

補助建屋排気ファンへ 

① 

② 

② 

③ 
④ 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑦ ⑧ 

⑧ 
⑨ 

⑨ 

⑩ 

⑩ 

A-余熱除去
冷却器室 

３.換気（２／３） 

補助建屋給排気系統（一部分） 
高圧注入ポンプ室給気口 

高圧注入ポンプ室排気口 
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追加した蓄電池は、既設、安全系蓄電池室上階の倉庫を改造し設置する。設置にあたり、換気空調系統を下図のとおり改
造を行うが、以下の対策を行うことにより換気バランスが崩れることは無い。 

  

 ■追加した蓄電池室の排気を、安全補機開閉器室排気ファンから蓄電池室排気ファンに変更 

 ■蓄電池室排気ファンの交換（60m3/min⇒82m3/min） 
 ■安全補機開閉器室排気ファン入口ダンパでの風量調整（総排気風量150m3/min⇒128m3/minに絞る） 
 

蓄電池室排気ファン（取替） 
・100%×２台 
・60m3/min⇒82m3/min 
 

Ａ－安全系蓄電池室 

追設蓄電池室 

Ａ－安全補機開閉器室 

Ｂ－安全系蓄電池室 

後備蓄電池室 

Ｂ－安全補機開閉器室 

常用系蓄電池室 

安全補機開閉器室排気ファン 

総排気風量：150m3/min→128m3/minに減少 

撤
去 

撤去 

追設 追設 安全補機開閉器室 
給気ファン 

風量調整 

概略系統図 

３.換気（３／３） 
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４.水素漏えい検知設備 

 

【設置箇所】泊３号機の全ての蓄電池室  5箇所 

       3A-安全系蓄電池室、3B-安全系蓄電池室、3-常用系蓄電池室 

       後備蓄電池室、追設蓄電池室 

 

【仕 様】測定範囲 0～4%vol  電気式  警報設定値 1%vol 

 

 

 

 

 

 充電時に水素の発生の恐れのある蓄電池室に、水素の漏えい検知し、中央
制御室内に設置された盤にて警報を発信します。 

 

3-常用系蓄電池室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備構成 

 

現場側 中央制御室 

各蓄電池室 

検出器 

水素濃度監視設備（２） 

警報ユニット 

指示計ユニット 
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５.機器の不燃性材料（１／２） 

審査基準 ２．１．２（１） 

機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造
材は不燃性材料を使用すること。 

• 機器の主要な構造材は、不燃性である金属を使用している。 

機器 代表的な機器 材料（部位） 

ポンプ 
原子炉補機冷却水ポンプ SCPH1（下部ケーシング） 

ほう酸ポンプ SCS13（ケーシング） 

タンク 

ほう酸タンク SUS304-HP（胴板） 

体積制御タンク SUS304-HP（胴板） 

熱交換器 
余熱除去冷却器 SGV410（胴側胴板） 

使用済燃料ピット冷却器 SGV410（胴側胴板） 

ファン 

中央制御室非常用循環ファン SS400（ケーシング）  

安全補機開閉器室吸気ファン SS400（ケーシング）  

圧縮機 制御用空気圧縮機 FC300（シリンダ） 

電動機 原子炉補機冷却水ポンプ用電動機 鋼板（フレーム） 
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５.機器の不燃性材料（２／２） 

発火性又は引火性の物質を内包する機器リスト（例） 
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６.建屋内の変圧器及び遮断器 

審査基準 ２．１．２（２） 
建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用すること。 

・機器：動力変圧器（パワーコントロールセンタ用） 
・種類：乾式自冷式 

・機器：メタクラ 

・種類：真空遮断器 

１．変圧器 

  建屋内の変圧器は、絶縁油を内包していない乾式の変圧器を使用している。 

２．遮断器 

  建屋内の遮断器は、絶縁油を内包していない遮断器を使用している。 

・機器：ﾊﾟﾜｰｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 
・種類：配線用遮断器 

・機器：ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 
・種類：配線用遮断器 

・機器：直流ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 
・種類：配線用遮断器 

・機器：原子炉ﾄﾘｯﾌﾟ遮断器 

・種類：気中遮断器 

16 4- 



７．難燃性ケーブル 

2.1.2 
(3)ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

 

  （参考） 

  (3)難燃性ケーブルについて 

    使用するケーブルについて、「火災により、着火し難く、著しい燃焼をせず、また、
加熱源を除去した場合はその燃焼部が広がらない性質を有していることが、延焼性
および自己消火性の実証試験により示されていること。」 

  （実証試験の例） 

   ・自己消火性の実証試験・・・UL垂直燃焼試験 

   ・延焼性の実証試験・・・IEEE383 またはIEEE1202 

 

 

 

 

 

 

 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」に該当箇所 

泊 3号機にて、使用している安全機能を有するケーブルは、 
  
・自己消火性の実証試験はUL垂直燃焼試験 
・延焼性の実証試験はIEEE383-1974をもとに作成された電気学会技術報告（Ⅱ部）第１３９号 
  
にて、難燃性を確認している。 
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試験装置概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

試験内容 
・試料を垂直に保持し、20度の角度でバーナの炎をあてる。 
・15秒着火、15秒休止を5回繰り返し、試料の燃焼の程度を調べる。 

燃焼源 チリルバーナ 

使用燃料 工業用メタンガス 

判定基準 
①残炎による燃焼が60秒を超えない 
②表示旗が25%以上焼損しない 
③落下物により底部の綿が燃焼をしない 

７．難燃性ケーブル－ 自己消火性の実証試験 

外科用綿 

試料（ケーブル） 

表示旗 

バーナ 

20 

約２３０ 

10 

２５０ 

50～75 

単位：mm 

ＵＬ燃焼試験＊にて、ケーブルの自己消火性を確認している。 
                                                              ＊UL1581-2001 1080 VW-1 Flame Ｔｅｓｔ 
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７．難燃性ケーブル－ 自己消火性の実証試験結果（１／２） 

種 類   絶縁体名 シース名 
UL燃焼試験結果 

最大残炎時間（秒） 
表示旗の 
損傷(%) 

綿の 
燃焼 

高圧電力ケーブル 1 架橋ポリエチレン 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 1   0% 無  

低圧電力ケーブル 

2 難燃ＥＰゴム 
難燃クロロスルホン化 

ポリエチレン 
0   0% 無  

3 難燃ＥＰゴム 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 0    0% 無  

制御ケーブル 

4 難燃ＥＰゴム 
難燃クロロスルホン化    

   ポリエチレン 
0  0% 無  

5 特殊耐熱ビニル 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 3    0% 無  

6 FEP*1 TFEP*2 1  0% 無  

＊１ FEP：四フッ化エチレン・六フッ化ポリプロピレン化共重合樹脂 

＊２ TFEP：サンフロン２００（四フッ化エチレン・プロピレン化共重合樹脂） 
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種 類   絶縁体名 シース名 
UL燃焼試験結果 

最大残炎時間(秒) 
表示旗の 
損傷(%) 

綿の 
燃焼 

制御（光）ケーブル 7 
ビニル 

（内部シース） 
難燃低塩酸ビニル 3   0% 無  

計装用ケーブル 

8 難燃EPゴム 
難燃クロロスルホン化 

ポリエチレン 
0   0% 無  

9 ビニル 難燃低塩酸ビニル 3 0% 無 

核計装用ケーブル 

10 架橋ポリエチレン 難燃架橋ポリエチレン  0    0% 無  

11 
架橋ポリエチレン 

 
ＥＴＦＥ*1  0    0% 無  

＊１ ETFE：四フッ化エチレン・エチレン共重合樹脂 

７．難燃性ケーブル－ 自己消火性の実証試験結果（２／２） 
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７．難燃性ケーブル－延焼性の実証試験（通常ケーブル）－試験概要 

   通常ケーブル（電力ケーブル、制御ケーブル、計装ケーブル）は、IEEE383をもとに作成され
た電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号による燃焼試験により延焼性を確認している。 

 

試験装置概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

試験内容 
バーナを点火し、20分間経過後バーナーの燃焼を停止し、そのまま放置してケーブル
の燃焼が自然に停止した時点で試験を終了する。 

燃焼源 リボンバーナー 

使用燃料 天然ガスもしくはプロパンガス 

判定基準 

①ケーブルのシースおよび絶縁体の最大損傷長が1,800ｍｍ未満であること。 
②バーナー消火後、自己消火すること 
 （バーナー消火後、燻り続け①を見たさない場合は不合格） 
③3回の試験いずれにおいても上記①、②を満たすこと 

試料（ケーブル） 

バーナ 約６００ 

約２４００  トレイ 
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７．難燃性ケーブル－延焼性の実証試験（通常ケーブル）結果（１／２） 

種 類   絶縁体名 シース名 

電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号 
耐延焼性試験 

損傷長（mm） 
（参考） 
残炎時間（秒） 

高圧電力ケーブル 1 架橋ポリエチレン 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 900 2分45秒 

低圧電力ケーブル 

2 難燃ＥＰゴム 
難燃クロロスルホン化 

ポリエチレン 
860 25秒 

3 難燃ＥＰゴム 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 1020 0秒 

制御ケーブル 

4 難燃ＥＰゴム 
難燃クロロスルホン化    

   ポリエチレン 
860 0秒 

5 特殊耐熱ビニル 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 900 0秒 

6 FEP*1 TFEP*2 680 0秒 

＊１ FEP：四フッ化エチレン・六フッ化ポリプロピレン化共重合樹脂 

＊２ TFEP：サンフロン２００（四フッ化エチレン・プロピレン化共重合樹脂） 
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種 類   絶縁体名 シース名 

電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号 
耐延焼性試験 

損傷長（mm） 
（参考） 
残炎時間（秒） 

制御（光）ケーブル* 7 
ビニル 

（内部シース） 
難燃低塩酸ビニル 840 0 

計装用ケーブル 

8 難燃EPゴム 
難燃クロロスルホン化 

ポリエチレン 1020 0 

9 ビニル 難燃低塩酸ビニル 880 0 

＊IEEE1202により確認 

７．難燃性ケーブル－延焼性の実証試験（通常ケーブル）結果（２／２） 
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７．難燃性ケーブル－核計装ケーブルの耐延焼性 

   核計装ケーブル（3重同軸ケーブル）は、微弱電流・電圧パルスを扱うので
耐ノイズ性向上のため、絶縁体には誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用
している。また、核計装ケーブルは、他のケーブルと一緒に布設されるおそ
れのあるトレイやダクトに布設しておらず、専用電線管*に布設することで、
耐延焼性を確保できている。 

 

 

 
核計装ケーブル収納電線管 

格納容器貫通部 

＊電線管はJIS-C8305を満たす 

 鋼製電線管である。 
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７．難燃性ケーブル－延焼性の実証試験（光ケーブル）－ 試験結果 
           IEEE383-2003（IEEE1202-1991） 

種 類 絶縁体名 シース名 

IEEE383-2003（IEEE1202-1991） 
耐延焼性試験 

損傷長（mm） 
（参考） 
残炎時間（秒） 

制御（光）ケーブル 
ビニル 

（内部シース） 
難燃低塩酸ビニル 840 0 

IEEE383-2003（IEEE1202-1991） 

試験
条件 

燃焼室 

①寸法 2438×2438×3353mm 

②壁伝熱性能 6.8W/（m2K）以下 

③換気量 0.65±0.02m3/s 

④風速 1m/s以下 

火源 
⑤燃料ガス調質 25±5℃ Air露点0度以下 

⑥バーナ角度 20℃ 上向き 

試料 ⑦ﾌﾟﾚｺﾝﾃﾞｨｼｮﾆﾝｸﾞ 18℃以上、3時間 

合否判定（損傷距離） 1.5m 以下（火ぶくれ） 

【試験条件】 

【試験結果】 
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７．難燃性ケーブル－まとめ 

 泊発電所３号機で使用しているケーブルは、次の試験を実施し、
難燃性ケーブルであることを確認した。 
 延焼性試験の実証試験としては、 IEEE383に比べ損傷長等その
他の条件が同等であり、バーナ火炎（火炎長・最高温度）について
保守性があると考える電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号を採用し、
試験を実施している。 

  
自己消火性の実証試験＝UL燃焼試験 
 

延焼性試験の実証試験＝電気学会技術報告（Ⅱ部）第１３９号 
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電気学会技術報告（Ⅱ部）第139号 IEEE383-1974 

試験装置概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

バーナ火炎 火炎長 約400mm、最高温度840℃以上 火炎長 15インチ（381mm）、約1500°F（約833.3℃） 

試験内容 
バーナを点火し、20分間経過後バーナーの燃焼
を停止し、そのまま放置してケーブルの燃焼が自
然に停止した時点で試験を終了する。 

バーナを点火し、20分間経過後バーナーの燃焼を
停止し、そのまま放置してケーブルの燃焼が自然に
停止した時点で試験を終了する。 

燃焼源 リボンバーナー（A.F.C.社製No.10 L11-55同等以上のもの） リボンバーナー（A.F.C.社製No.10 L11-55） 

使用燃料  LPガス  天然ガス、プロパンガス 

判定基準 

①ケーブルのシースおよび絶縁体の最大損傷長
が1,800ｍｍ未満であること。 
②バーナー消火後、自己消火すること 
 （バーナー消火後、燻り続け①を見たさない場
合は不合格） 
③3回の試験いずれにおいても上記①、②を満た
すこと 

①点火源上方のトレイ全高さまで炎や燃焼が伝播し
たケーブルは不合格 
②ガスを停止後自己消火したケーブルは合格 
③ガスを停止後燃焼を継続したケーブルで燃焼範
囲を測定できるものは許容する。 
試験回数は３回 

７．延焼性の実証試験差異-電気学会技術報告・IEEE383 

試料（ケーブル） 

バーナ 約600mm 

約2400mm  トレイ 

約300mm 

バーナ 2フィート 

（約609.6mm) 

8フィート 

（約2438.4mm) 

 トレイ 

12インチ（約304.8mm） 

試料（ケーブル） 

＊ NRCが定めるRegulatory Guide1.189では、新設原子炉の光ファイバーケーブルについてIEEE1202の燃焼試験に適合
することを求めており、3号機で使用している光ファイバーケーブルは適合性を確認済み。 27 4- 



８.換気設備のフィルタ 

審査基準 ２．１．２（４） 

換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコールフィル
タについては、この限りでない。 

フィルタの種類(チャコールフィルタ以外) フィルタ素材 

平型フィルタ ガラス繊維 

粗フィルタ ガラス繊維 

微粒子フィルタ ガラス繊維 

フィルタユニット内部 

（フィルタ取り付けイメージ） 

粗フィルタ 

（微粒子フィルタも同様な形状） 

平型フィルタ 

フィルタユニット内部 

（フィルタ取り付けイメージ） 

フィルタの素材は、不燃性材料であるガラス繊維を使用している。 
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９.保温材 

審査基準 ２．１．２（５） 
保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。 

保温材は、以下のとおりロックウール等を使用しており、いずれも平成１２年建設省告示
第１４００号（不燃材料を定める件）において不燃材料として認められているものである。 

①配管、フランジ・・・ロックウール、グラスウール 

②機器（熱交換器、タンク、ポンプ）・・・ロックウール 

③原子炉容器・・・金属保温 

カラー鉄板 

ロックウール（グラスウール）保温筒 

金属保温イメージ図 ロックウール（グラスウール）施工イメージ図 
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■建屋内装材について建築基準法の不燃材料及びタイルカーペット等について消防法における防炎物品である 
 ことを確認する。また，国内規定で定められた試験（コーンカロリーメータ試験）から，不燃性材料と同等以上の 
 性能を有する「代替材料」であることを確認する。 

 

  

 

各種規制 

■国内規制：建築基準法による内装制限（天井材および壁材が対象であり，不燃・準不燃・難燃材料の制限を  

 受ける。床材は対象外）床材の規制としては，消防法による防炎規制（カーペット等が対象）        

  

１０．建屋内装材の不燃性材料－基準および各種規制 

審査基準（建屋内装材関係の抜粋） 

■審査基準2.1火災発生防止2.1.2 安全機能を有する構築物，系統及び機器は，以下の各号に掲げるとおり，不 

  燃性材料又は難燃性材料を使用した設計であること。ただし，当該構築物，系統及び機器の材料が，不燃性材 

   料又は難燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合，もしくは，当該構築 

   物，系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であって，当該構築物， 

   系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物，系統及び機器において火災が発生する 

   ことを防止するための措置が講じられている場合は，この限りではない。(6)建屋内装材は，不燃性材料を使用 

   すること。 

■審査基準3.個別の火災区域又は火災区画における留意事項(5)中央制御室等②カーペットを敷かないこと。た 

    だし，防炎性を有するものはこの限りではない。なお，防炎性については，消防法施行令第4条の3によること。 

適合性確認 
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建屋内装材の使用箇所，不燃性材料の判定について下記に示す。 

 

 

使用材料  

使用場所  不燃性材料の判定  

主な使用箇所 
床  壁  天井  

仕様  

規定  

大臣  

認定  

消防法  

認定  

各種  

試験  
判定  各種試験 備考 

 けい酸カルシウム板  －  ○  ○  ○  －  ○  安全補機開閉器室 

  アルミスパンドレル －  －  ○  ○  －  ○   中央制御室 

 化粧スチールパネル －  ○ ○  ○  －  ○   中央制御室 

 光幕天井  －  －  ○  ○  －  ○   中央制御室 

 石貼 －  ○  －  ○    －  ○   運転員控室 

  メラミン化粧合板 －  ○  －  ○  －  ○   運転員控室 

 塩化ビニル樹脂フィルム貼 －  ○  －  ○  －  ○   運転員控室 

 岩綿吸音板  －  －  ○  ○  －  ○   中央制御室 

 ノンアスベストタイル     ○  －  －  ○  ○  防炎試験  安全補機開閉器室 

 静電気帯電防止タイル     ○  －  －  ○  －  ○     安全系計装盤室 

 磁器タイル ○  －  －  ○  －  ○     運転員トイレ 

 プラスターボード  －  ○  －  ○ ○  －  ○   運転員控室 

 化粧プラスターボード  －  －  ○  ○ ○  －  ○   安全系計装盤室 

 耐水ボード  －  ○  －  ○  －  ○     運転員トイレ 

 タイルカーペット  ○  －  －  ○  －  ○   中央制御室 

ソフト幅木 －  ○  －  ○  ○  防炎試験 安全系計装盤室 

 エポキシ樹脂系塗料  ○  ○  ○  ○  ○   ｺｰﾝｶﾛﾘｰﾒｰﾀ試験   余熱除去ポンプ室 

 合成樹脂エマルジョン系塗料  －  ○  ○  ○  －  ○   安全系計装盤室 

 フタル酸系塗料  －  －  ○  ○  ○   ｺｰﾝｶﾛﾘｰﾒｰﾀ試験   安全補機開閉器室 

  フローリング  ○  －  －  －  ×   
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 

（不燃性材料）へ改修 
  運転員控室 

  畳 ○  －  －  －  × 
 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 

（不燃性材料）へ改修 
  運転員控室 

１０．建屋内装材の不燃性材料－不燃性材料の適合性確認（１/５） 
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不燃性材料の適合性確認結果 

■国内規制に対する適合性確認結果 

（１）壁及び天井材について，設計図及び現地確認結果から建築基準法の仕様規定で定める不燃材料および
国土交通大臣から認定された不燃材料，準不燃材料であることを確認。 

 

・建築基準法仕様規定：基準法第2条第9号，施行令108条の2（平成12年5月30日建設省告示第1400号） 

 不燃材料【コンクリート，金属板，石，鉄鋼，石膏ボード（厚さ12ｍｍ以上），ロックウール等】 

 施行令1条第5号（平成12年5月30日建設省告示第140１号） 

 準不燃材料【不燃材料，石膏ボード（厚さ9ｍｍ以上），木毛セメント板（厚さ15ｍｍ以上）等】 

 

・国土交通大臣認定：基準法第2条第9号 

 建築基準法仕様規定以外の材料を使用する場合 

 

（２）消防法による防炎規制から，中央制御室等の床タイルカーペットおよび静電気帯電防止タイルについて
は防炎性を確認。 

 

・消防法規制：消防法施行令第4条の3 

 防炎性能基準について，じゅうたん等の残炎時間等を定めている。  

  

 

 

１０．建屋内装材の不燃性材料－不燃性材料の適合性確認（２/５） 
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不燃性材料と同等以上の性能を有する「代替材料」であることを確認するため，国内規定で定められた以下の 

各種試験を実施した。 

  

 

試験名 規制分類 
・コーンカロリーメータ試験 建築基準法 
・防炎物品性能試験 消防法 

■コーンカロリーメータ試験 
（１） 試験方法：公的試験機関発行の「防耐火性能試験・評価業務方法書」に規定された発熱性試験・評価方  
    法に従って，防火性能グレード（不燃材料，準不燃材料，難燃材料）を把握する。 
（２） 判定基準：総発熱量が8MJ/m2以下であること。最高発熱速度が10秒以上継続して200kW/m2を超えな 
        いこと。防火上有害な裏面まで貫通する亀裂及び穴がないこと。以上の判定基準を次に示す所定の時   
        間満足することを確認する。 
   【不燃材料：20分・準不燃材料：10分・難燃材料：5分】 
（３） 試験結果：エポキシ樹脂系塗料およびフタル酸系塗料の各試験体すべてが，下記に示すとおり不燃材 
    料の判定値を満足していることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０．建屋内装材の不燃性材料－不燃性材料の適合性確認（３/５） 
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■防炎試験 
（１） 試験方法：消防法施行規則の「防炎性能の基準の数値等」に示される、じゅうたん等※の試験に従って 
   残炎時間，炭化長を測定し防炎性能 を確認する。 
（２） 判定基準：残炎時間が20秒以下であること。 炭化長が10cm以下であること。以上の判定基準を満足す 
   ることを確認する。 
（３） 試験結果：各試験材料の各試験体すべてが，下記に示すとおり防炎性能の判定値を満足していることを 
    確認した。 

※じゅうたん、カーペット、合成樹脂製床シート等をいう。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０．建屋内装材の不燃性材料－不燃性材料の適合性確認（４/５） 
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【図－１】 

フローリングおよび畳に対する措置 

■フローリングおよび畳の使用箇所は，原子炉補助建屋 

  T.P+17.8mの運転員控室で，この部屋は中央制御室に 

  隣接している。（図－1参照） 

 

■フローリングおよび畳については，全て撤去し不燃性材料
であるタイルカーペットに改修する。 

１０．建屋内装材の不燃性材料－不燃性材料の適合性確認（５/５） 

 泊発電所3号機の建屋内装材について確認した結果，建築基準法仕様規定，国土交通大臣
認定および各種試験の結果から，原子炉補助建屋T.P+17.8m運転員控室の床材を除き，不燃

性材料に適合することを確認した。なお適合していない床材については，不燃性材料であるタイ
ルカーペットへ改修を行なう。 

建屋内装材のまとめ 
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添付資料-1 

No 区 分  絶縁体材質 シース材質 種 類 

1 高圧電力ケーブル  架橋ポリエチレン 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル 
FR-CSHV 

FR-CSHVT 

2 
低圧電力ケーブル 

 難燃ＥＰゴム 難燃クロロスルホン化ポリエチレン ＦＲ－ＰＨ 

3  難燃ＥＰゴム 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル ＦＲ－ＰSHV 

4 

制御ケーブル 

 難燃ＥＰゴム 難燃クロロスルホン化ポリエチレン ＦＲ－ＣＰＨＳ 

5  特殊耐熱ビニル 難燃低塩酸特殊耐熱ビニル FR-CSHVVS 

６  FEP TFEP FR-SMB12 

7 光ケーブル 
  ビニル 
 （内部シース） 

難燃低塩酸ビニル SG50ASYSV/2-FRLV 

8 

計装用ケーブル 

 難燃EPゴム 難燃クロロスルホン化ポリエチレン FR-STP-IN 

9  難燃EPゴム 難燃クロロスルホン化ポリエチレン FR-STQ-IN 

10  難燃EPゴム 難燃クロロスルホン化ポリエチレン FR-STMP-IN 

11   ビニル 難燃低塩酸ビニル FR-STP-OUT 

12   ビニル 難燃低塩酸ビニル FR-STQ-OUT 

13  ビニル 難燃低塩酸ビニル FR-STMP-OUT 

14 
核計装用ケーブル 

架橋ポリエチレン 
ETFE（エチレンテトラフルオロエチ

レン） 
NIS-3X-X-I 

15 架橋ポリエチレン 難燃架橋ポリエチレン FR-TRIAX 

参考 難燃性ケーブル燃焼試験データ 
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泊発電所3号機 

電気系統の火災発生防止について 

北海道電力株式会社 

５ 補足説明資料 



5-1 

３．電技省令 

（過電流からの電線及び電気機械器具の保護対策） 
 第十三条  電路の必要な箇所には，過電流による過熱焼損から電線及
び電気機械器具を保護し，かつ，火災の発生を防止できるよう，過電流遮
断器を施設しなければならない。 

１．はじめに 

 火災発生防止のうち、電気系統の火災発生防止に関しては、「原子力
発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令（以下、電技
省令）」に適合する設計としている。 

２．審査基準 

 2.1.1（6）電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防
止のため、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断
を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。 



４．審査基準に対する取組み 
 電気系統は地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、「原子力発電工
作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令」第１３条に従い、保護継電器と
遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損を防止している。 

高圧（M/C）補機を例にとって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
M 

母線 

凡例 

 

     ：遮断器 

 

     ：保護継電器 

       

     ：電動機 

 
M 

トリップ信号 

保護継電器 

遮断器 
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原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令 規定項目 

第三節 保安原則 
第一款 感電、火災等の防止 

第四条  電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるお
それがないように施設しなければならない。  

（電気設備における感電、火
災等の防止）  

第五条  電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合で

あって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧
の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を
講ずる場合は、この限りでない。  
２  前項の場合にあっては、その絶縁性能は事故時に想定される異常電圧を考慮し、絶縁
破壊による危険のおそれがないものでなければならない。  
３  変成器内の巻線と当該変成器内の他の巻線との間の絶縁性能は、事故時に想定される
異常電圧を考慮し、絶縁破壊による危険のおそれがないものでなければならない。 

（電路の絶縁）  
 

第六条  電線、支線、架空地線、弱電流電線等（弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。

以下同じ。）その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断
線のおそれがないように施設しなければならない。 

（電線等の断線の防止）  
 

第七条  電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように

接続するほか、絶縁性能の低下（裸電線を除く。）及び通常の使用状態において断線のおそ
れがないようにしなければならない。  

（電線の接続）  
 

第八条  電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に
発生する熱に耐えるものでなければならない。  

（電気機械器具の熱的強度）  

第九条  高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、

動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可
燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場
合は、この限りでない。 

（高圧又は特別高圧の電気機
械器具の危険の防止）  

５．条文の規定項目 

5-3 



原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術基準を定める省令 適合性 

第十条  電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、

火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その
他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一
項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。 

（電気設備の接地）  

第十一条  電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることがで
きるようにしなければならない。  

（電気設備の接地の方法）  
 

第二款 異常の予防及び保護対策 

第十二条  高圧又は特別高圧の電路と低圧の電路とを結合する変圧器は、高圧又は特別

高圧の電圧の侵入による低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、
当該変圧器における適切な箇所に接地を施さなければならない。ただし、施設の方法又は
構造によりやむを得ない場合であって、変圧器から離れた箇所における接地その他の適切
な措置を講ずることにより低圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがない場合は、
この限りでない。  
２  変圧器によって特別高圧の電路に結合される高圧の電路には、特別高圧の電圧の侵

入による高圧側の電気設備の損傷、感電又は火災のおそれがないよう、接地を施した放電
装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。 

（特別高圧電路等と結合す
る変圧器等の火災等の防
止）  
 

第十三条  電路の必要な箇所には、過電流による過熱焼損から電線及び電気機械器具を
保護し、かつ、火災の発生を防止できるよう、過電流遮断器を施設しなければならない。  

（過電流からの電線及び電
気機械器具の保護対策）  
 

第十四条  電路には、地絡が生じた場合に、電線若しくは電気機械器具の損傷、感電又は

火災のおそれがないよう、地絡遮断器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。
ただし、電気機械器具を乾燥した場所に施設する等地絡による危険のおそれがない場合は、
この限りでない。 

（地絡に対する保護対策）  
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６ 補足説明資料 

泊発電所3号機 

火災感知設備の基準適合性について 

北海道電力株式会社 

枠囲みの内容は核物質防護情報に属しますので公開できません。 



 1.建設時の火災報知設備設置の考え方 

2.要求事項  

  感知器の設置条件についての要求事項は以下のとおり。 

 

 1.はじめに 

   泊発電所3号機では、建設当時 原子炉施設の安全を損なうことが無いように、関係
法規・指示等に基づき、火災発生時の熱・煙を利用し、早期に自動的に発生を感知し、
警報鳴動により運転員に早期にその発生を伝える設計としている。 
 また、感知器の設置にあたっては、設置場所の火災の影響、放射線、温度、湿度、空
気の流れを考慮し設置している。 

    消防法施行規則第23条（自動火災報知設備の感知器等）第4項 に準じて設置して
いる。 

要求事項 適   用 

 設置環境（高所・じんあい・水蒸気等）により、 
 設置が適さない感知器種別を規定 

規則第23条第4項第1号 
消防予第240号 

 取付け面高さと感知器種別を規定 規則第23条第4項第2号 

 非常用予備電源として監視状態60分、10分 
 警報動作可能な容量の蓄電池を設ける  

規則第24条第4項 
受信機に係る技術上の規格を定める省令 

 受信機は、防災センター等*に設けること。 規則第24条第2項 

＊防災センター等：防災センター、中央管理室、守衛所その他これらに類する場所（常時人がいる場所に限る。）（規則第12条第８項） 
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 1.建設時の火災報知設備設置の考え方 

2.2要求事項-設置環境と感知器種別（規則第23条第4項第1号）  

  

 
  
  

  

   設置環境条件 

熱感知器 煙感知器 熱
煙
複
合
式
 

ス
ポ
ッ
ト
型
 

炎
感
知
器
 

差
動
式
 
 
 

ス
ポ
ッ
ト
式
 

差
動
式
 

分
布
型
 

補
償
式
 

ス
ポ
ッ
ト
型
 

定
温
式
 

イ
オ
ン
化
式

ス
ポ
ッ
ト
型
 

光
電
式
 

ス
ポ
ッ
ト
型
 

光
電
式
 

分
離
型
 

1.点検その他維持管理ができない場所 × × × × × × × × × 
2.感知器の取付け面の高さが20m以上である場所 × × × × × × × × ○ 
3.上屋その他外部の気流が流通する場所で、感知器によっては当
該場所における火災の発生を有効に感知することができないもの 

× × × × × × × × ○ 

4.天井裏で天井と上階の床との間の距離が0.5m未満の場所 × × × × × × × × × 

1～4以
外の場
所 

①じんあい、微粉が多量に滞留する場所 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ 
②水蒸気が多量に滞留する場所 ○ ○ ○ ○ × × × × × 
③腐食性ガスが発生するおそれのある場所 ○ ○ ○ ○ × × × × × 
③厨房その他正常時において煙が滞留する場所 ○ ○ ○ ○ × × × × × 
④著しく高温となる場所 ○ ○ ○ ○ × × × × × 
⑤排気ガスが多量に滞留する場所 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ 
⑥煙が多量に流入するおそれのある場所 ○ ○ ○ ○ × × × × × 
⑦結露が発生する場所 ○ ○ ○ ○ × × × × × 
①～⑦以外の場所のほか、感知器の機能に支障を及ぼすお
それのある場所 

○ ○ ○ ○ × × × × × 

⑧火を使用する設備で火炎が露出するものが設けられてい
る場所 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

×：当該感知器設置が適さない場所 ○：当該感知器の設置が不適とされていない場所 

感知器設置の環境により、設置が適する感知器を選定している。 

 

感知器種別 
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2.2要求事項-取付け面高さと感知器種別を規定（規則第23条第4項第2号）  

  

 

  取付け面の高さに応じ、適用可能な感知器が規定されている。 

  熱感知器 煙感知器 

熱
煙
複
合
式
 

ス
ポ
ッ
ト
型
 

  

差
動
式
 

ス
ポ
ッ
ト
式
 

差
動
式
 

分
布
型
 

補
償
式
 

ス
ポ
ッ
ト
型
 

定
温
式
 

イ
オ
ン
化
式

ス
ポ
ッ
ト
型
 

光
電
式
 

ス
ポ
ッ
ト
型
 

光
電
式
 

分
離
型
 

1
種 

2
種 

1
種 

2
種 

1
種 

2
種 

特
種 

1
種 

2
種 

1
種 

2
種 

3
種 

1
種 

2
種 

3
種 

1
種 

2
種 

4m未満 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 組合わせ
る感知器
の取付け
面の高さ
の低いも
のを基準
とする。 

4m以上 
8m未満 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 

8m以上 
15m未満 

× × ○ ○ × × × × × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 

15m以上 
20m未満 

× × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○ × 

＊熱感知器：熱アナログ式スポット型感知器は定温式スポット型特殊、 

  煙感知器：光電アナログ式スポット型感知器は、設定表示（注意、設定）に応じ光電式スポット型感知器
1種、2種、3種（泊3号機では主に2種相当）（規則第23条第7項） 

 1.建設時の火災報知設備設置の考え方 

6-   3 



 規則第23条の要求事項に加え、指示文書*「煙感知器を設置したのでは、非火災

報が頻繁に発生するおそれ又は感知が著しく遅れるおそれのある環境状態にある
場所にあっては、規則第23条第4項第1号二（チ）に揚げる場所として同表中の適応
熱感知器又は炎感知器を設置すること」 
                        ＊「自動火災報知設備の感知器の設置に関する選択基準について（通知）」（消防予第240号） 

場   所 型  式 具 体 例 

 ・一般防火区画 
 ・無窓室、地下室（規則第23条第5項第6号） 

光電アナログ式 
スポット型煙感知器 

通路、階段、居室、
機器室、倉庫 

 ・通常時に、煙、塵埃等が多量に流入する 
  恐れのある場所 

差動式スポット型熱感知器 
試料採取室、 
放射化学室 

・爆発性のガス発生が考えられる箇所 
定温式スポット型熱感知器
（防爆型） 

蓄電池室 

光電アナログ式スポット型煙感知器 差動式スポット型熱感知器 定温式スポット型熱感知器（防爆型） 

3.火災感知器の選定 

  

 

【泊3号機における建設時の火災感知器の型式選定の具体的方針】 

 1.建設時の火災報知設備設置の考え方 

6-  4 



 火災感知器は、早期に火災を感知するため、火災感知器の取付面高さ、火災感知器を設置する周
囲の温度、湿度及び空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考慮して感知器を選定して設
置する。 

 火災発生時の安全停止に必要な設備が設置される箇所は、基本的に火災時に炎が生じる前の発
煙段階から早期に感知可能な煙感知器を設置し、蒸気及びガスの発生により煙感知器が誤作動す
る可能性のある箇所には、熱感知器を設置している。 

（例）煙感知器 

      安全系計装盤室  
（例）熱感知器 

    DG補機室  

 1.建設時の火災報知設備設置の考え方 
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 2.火災防護に係る審査基準への適合 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境
条件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感
知できる場所に設置すること。 

②  火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又

は同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあ
たっては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④  中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

「実用発電商原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

●早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）  

  を防止するための方策がとられていること。 

 （早期に火災を感知するための方策） 
  ・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、煙感知器と炎感知器の 

   ような組み合わせとなっていること。 

  ・感知器の設置場所を1 つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することが 

   できる受信機を用いること。 

 （誤作動を防止するための方策） 
  ・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃 

   度の上昇）を把握することができるアナログ式の感知器を用いること。 

●感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試 

 験機能又は遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。 

環境に応じた
型式選定 

早期感知 

異なる感知器 

感知器等の 

誤作動防止 

固有の信号を発する 

異なる感知器 

設置場所 

を一つずつ特定 

アナログ式の感知器 

自動試験機能 

2.2 火災の感知、消火 

 (1) 火災感知設備 
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 2.火災防護に係る審査基準への適合 

「実用発電商原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

審査基準要求 評 価 建設時の考えでの適合性 

 環境に応じた型式選定 ○ 
感知器設置の環境に応じた感知器
を選定していた。 

早期感知 

固有の信号を発する 
異なる感知器 

△ 
安全停止に係る機器の設置エリア
に、全てに異なる感知器を設置し
ていたわけではない。 

設置場所を 
一つずつ特定 

○ 
中央制御室に設置している防災表
示盤に個々の感知器の動作を表示
可能。 

感知器等
の誤作動
防止 

アナログ式 
の感知器 

○ 
光電アナログ式スポット型煙感知
器を設置し、過去3分と1週間分の
トレンドを確認可能。 

自動試験機能 ○ 
1週間に1回の自動試験機能付きで
ある。 
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 3. 異なる感知器設置の考え方 

 建設時の火災感知設備の設置の考え方で対応できていなかった早期感知のための「固有の信号
を発する異なる種類の火災感知器」設置として、既存の火災感知器に加えて異なる原理の感知器を
組合わせて設置した。 

 泊3号機では、1箇所ずつ発生場所を特定できる光電アナログ式スポット型煙感知器を設置してお

り、安全停止に必要な機器を設置している区画には、早期感知と誤動作防止を目的として、異なる感
知器である熱アナログ式スポット型熱感知器を追加設置した。 
  また、安全機能を有するケーブルのトレイ上部には、既存の光電アナログ式スポット型煙感知器
に加え、光ファイバ温度センサを設置し、早期感知可能としている。 
 これにより、煙感知器が動作した際にも、アナログ値の変化を確認し、かつ異なる原理の複数の感
知器により現場の状態を確認することで、誤作動を防止可能となる。 

（例）煙感知器＋熱感知器 （例）煙感知器＋光ファイバ温度センサ 

煙感知器 熱感知器 

煙感知器 

光ファイバ式 

温度センサ 

（3A-高圧注入ポンプ室） (R/B EL.10.3m中間床）  
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3. 異なる感知器設置の考え方 

 ディーゼル発電機室内は、建設時より煙感知器に加え、感知部として空気管を有し分布
型として感知可能な差動式分布型熱感知器を配備することで、ディーゼル発電機室内、
全域を複数の感知器で感知している。 

（例）煙感知器＋熱感知器 【3B-ディーゼル発電機室】  

煙感知器 

熱感知器 

（空気管） 
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４．１ 光ファイバ温度監視設備－設置箇所 

 

 安全機能を有するポンプ、電気盤には異なる火災感知器を設置している。 

 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有
するケーブルのトレイ上部には、もともと火災感知器として煙感知器を設置
しているが、これに加え、異なる感知器として光ファイバ温度感知器を設置
する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監視端末（中央制御室内） 光ファイバセンサ 
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【光ファイバセンサ部】 

 布設総恒長 約1,400m 

 測定範囲 -20.0℃～150.0℃ 

 SUS管被覆付き光ファイバ 

 SUS管 外径 2.0mm 内径 1.6mm 

 光ファイバ 外径 0.7mm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．２ 光ファイバ温度監視設備－仕様（ハード） 

 

 
 

 

 

 

 

 

光ファイバセンサ断面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUS管 

光ファイバ心線 

【光変換器部】 

 光ファイバ敷設位置 １ｍ毎の分解能 

 測定可能範囲 -200.0℃～800.0℃ 

 表示サンプリング周期 1分以内 

 非常用所内電源から給電可能 

 なお、無停電電源装置も設置 

 

 

 

 

 

光変換器 
（光ファイバ温度監視盤内設置） 
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【警報機能１：上限警報設定値】 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．３ 光ファイバ温度監視設備－仕様（ソフトウェア） 

 

 

表示イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ケーブル布設エリア毎に、0.1℃刻
みで温度を表示 

 2種類の警報（上限設定値と温度上
昇変化率）を発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【警報機能2：温度上昇変化率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 温度測定値が上限警報設置値 
（例60.0℃）を超えた場合警報を発信 

 測定エリア毎に、 0.1℃刻みで任意に設定可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サンプリング周期毎の温度測定値の上昇変化量が、上
昇変化率警報設定値を超えた場合警報を発信 
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４．４ 光ファイバ温度監視設備－性能評価 

 火災感知器に係る総務省令*の定める技術上の試験に準じて、性能評価試
験を実施した。 
 
【実施日】平成25年7月12日（金）、13日（土）、16日（火）、17日（水） 
 
【試験項目】 
  ①差動分布型感知器の感度試験  
  ②熱アナログ式スポット型感知器の感度試験 
  ③定温式感知器感度の感度試験 
   
 
【試験条件】省令7条 
   温度 5℃～35℃、 相対湿度 45%～85% 
 
*「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」 
（昭和56年6月20日自治省令第17号 最終改正 平成21年3月9日総務省令第16号）  
 （以降、「省令」と言う。）」  
  
  
 

 

 

 

 

6-   13 



4.4.1 光ファイバ温度監視設備－性能評価（差動分布型感知器の感度試験） 

【試験概要】省令第13条（差動分布型感知器の感度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

•「作動試験検出部から最も離れた感知部分20mが7.5℃/分の割合で直線的に上昇したとき、 

  １分以内で火災信号を発信すること。」 

 

 

 

 

 

 

 

【結 果】 
いずれの試験も、試験系の温度上昇率を計測可能であったことから、3.5℃/分以上の温度上昇が
あった場合に、1分以内に警報発信が可能である。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

試験条件 
光ケーブル長、温度上昇率 

温度上昇率 
最大差 

2.0km、3.5℃/分 1.28℃/分 

1.0km、3.5℃/分 0.52℃/分 

要求 
 

 

 

 

 

 

 

 

試験 
 

 

 

 

 

 

 

 

•「2km及び1kmの光ファイバセンサの先端部20mを、3.5℃/分で加温したとき、その温度上昇 

  を1分を超える遅れがなく表示が可能なこと」を確認した。 
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4.4.2光ファイバ温度監視設備－ 

             性能評価（熱アナログ式スポット型感知器の感度試験） 

【試験概要】 
省令第15条の３（熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度） 
 
 
 
 
 
 
 
 

•公称感知温度 上限60℃～165℃、下限 10℃～-10℃、1℃刻み 
•温度上昇率２℃/分で火災情報信号（温度）を発信 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結 果】 
 光ファイバ温度監視設備は、毎分2.0℃で上昇する基準温度との差が平均0.26℃～1.34℃であり、
温度上昇率２．０℃/分の情報を検知し得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験条件 
光センサ長、上限温度 

平均温度差/最大温度差 

2.0km、60℃ 1.09℃/2.43℃ 

2.0km、80℃ 1.34℃/2.47℃ 

1.0km、60℃ 0.26℃/0.79℃ 

1.0km、80℃ 0.42℃/1.10℃ 

•感知温度 10℃～60℃、及び10℃～80℃まで温度上昇 
•温度上昇率２℃/分 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

要求 
 

 

 

 

 

 

 

 

試験 
 

 

 

 

 

 

 

 

光センサ長2km、温度10～80℃の試験結果 
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4.4.3 光ファイバ温度監視設備－性能評価（定温式感知器の感度試験） 

【試験概要】 
省令第14条（定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度） 
 

 

 

 

 

 

 

 

•公称作動温度 60℃～150℃、60℃～80℃のものは5℃刻み、80℃を超えるものは
10℃刻みで設定可能。 
•作動試験公称作動温度の125%の温度風速1m/sの垂直気流に投入し、120秒（1種）
以内で火災信号を発信すること。 

【結 果】 
 60℃及び80℃いずれの設定においても、60秒以内に所定の温度を感知したことから、120秒以内
に設定した温度で火災信号を発信することが可能である。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

光ファイバセンサ 2km 

時刻（秒） 公称作動温度
60℃ 

公称作動温度
80℃ 

0 23.4℃ 21.5℃ 

60 69.4℃ 92.9℃ 

120 73.2℃ 97.9℃ 

•60℃設定の125%である75℃の雰囲気に投入し60秒以内に60℃以上を感知すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

要求 
 

 

 

 

 

 

 

 

試験 
 

 

 

 

 

 

 

 

•80℃設定の125%である100℃の雰囲気に投入し60秒以内に80℃以上を感知すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 光ファイバセンサ １km 

時刻
（秒） 

公称作動温度
60℃ 

時刻（秒） 公称作動温度
80℃ 

0 22.2℃ 0 22.2℃ 

53 69.5℃ 53 90.8℃ 

105 73.5℃ 109 97.3℃ 
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４．５ 光ファイバ温度監視設備－施工方法 

 

 安全機能を有するケーブルのトレイ上部に光ファイバセンサを設置。 

 消防施行規則 第23条に定める分布型の感知器として、差動式分布型感知
器の規定に準じて施工。 
 ・天井高さ15m未満の場所に適用 
 ・取付け面の下方0.3m以内に設置 
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4.6 光ファイバ温度監視設備－設置実績 

分  野 台数 採用事例 

火災検知 14 
ガス発電所/ガス管漏れ・火災検知 
製鉄所/石炭コンベア火災検知 

製紙会社/パルプコンベア火災検知 

電力線 20 電力線温度監視 

石油 & ガス 49 石油井及びガス井内部温度監視  
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5.火災感知設備の電源、監視場所 

【要求事項】 
「③外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。」 

【要求事項】「④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。」 

 自動火災報知設備 受信機及び光ファイバ温度監視設備の監視端末は、いずれ
も中央制御室に配置。 

光ファイバ温度監視設備 監視端末 自動火災報知設備 受信機 

 火災感知設備の受信機及び光ファイバ温度監視設備は、外部電源喪失時において
も火災の感知が可能となるように、非常用所内電源から受電可能であり、更に予備電
源（1時間警戒10分鳴動*）を設けている。 

 
＊「受信機に係る技術上の規格を定める省令」第4条第1項第8号ホ 
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６.火災感知設備のまとめ 

 泊3号機において、火災発生時の安全停止に必要な機器・ケーブルの火災
を早期に感知するため、火災感知器の取付面高さ、火災感知器を設置する
周囲の温度、湿度及び空気流等の環境条件や予想される火災の性質を考
慮して感知器を選定して設置する。 

 また、固有の信号を発する異なる種類の感知器（例 煙感知器と熱感知
器）又は同等の機能を有する機器（例 煙感知器と光ファイバ温度センサ）を
組合せて設置致する。その設置にあたっては、設置場所を一つずつ特定で
きるようにするとともに、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把握で
きるアナログ式の感知器を設置する。 
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参考１ 
「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」(抜粋)   

 第十三条 （差動式分布型感知器の感度）  差動式分布型感知器で空気管式のものの感度は、その有する種別に応じ、空気管自体の温度上
昇率ｔ１及びｔ２の値を次の表のように定めた場合次に定める試験に合格するものでなければならない。 
種別 ｔ１ ｔ２ 
一種 七・五 一 
二種 一五 二 
三種 三〇 四 
  
一  作動試験検出部から最も離れた空気管の部分二十メートルがｔ１度毎分の割合で直線的に上昇したとき、一分以内で火災信号を発信するこ
と。  
二  不作動試験空気管全体がｔ２度毎分の割合で直線的に上昇したとき、作動しないこと。  
２ 前項の規定は、差動式分布型感知器で空気管式以外のものの感度について準用する。 

 
（定温式感知器の公称作動温度の区分及び感度）  
第十四条  定温式感知器の公称作動温度は、六十度以上百五十度以下とし、六十度以上八十度以下のものは五度刻み、八十度を超えるもの
は十度刻みとする。  
２  定温式感知器の感度は、その有する種別及び公称作動温度に応じ、次に定める試験に合格するものでなければならない。  
一  作動試験公称作動温度の百二十五パーセントの温度の風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、それぞれ次の表に定める時間以内
で火災信号を発信すること。 
種別 室温 
 零度 零度以外 
特種 四〇秒 室温θｒ（度）のときの作動時間ｔ（秒）は、次の式より算出する。 
ｔ＝ｔ０ｌｏｇ１０（１＋（（θ－θｒ）÷δ））÷ｌｏｇ１０（１＋（θ÷δ）） 
一種 一二〇秒  
二種 三〇〇秒  
  
  
  注 ｔ０は室温が零度のときの作動時間（秒）を、θは公称作動温度（度）を、δは公称作動温度と作動試験温度との差を示す。  
二  不作動試験公称作動温度より十度低い風速一メートル毎秒の垂直気流に投入したとき、十分以内で作動しないこと。  
  
（熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲、連続応答性及び感度）  
第十五条の三  熱アナログ式スポット型感知器の公称感知温度範囲は、上限値にあつては六十度以上百六十五度以下、下限値にあつては十
度以上上限値より十度低い温度以下とし、一度刻みとする。  
２  熱アナログ式スポット型感知器は、公称感知温度範囲の下限値から上限値に達するまでその温度が二度毎分以下の一定の割合で直線的に
上昇する水平気流を加えたとき、そのときの気流の温度に対応した火災情報信号を発信するものでなければならない。  
３  熱アナログ式スポット型感知器の感度は、公称感知温度範囲内の任意の温度において、第十四条第二項第一号に定める特種の種別のもの
の作動試験に準じた試験に合格するものでなければならない。 
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参考２ 感知器型式・特性 

種
類 

方式 検知範囲 監視形態 検出原理 

設置環境 

主な用途 塵 
ほこり
多量 

水蒸
気 

高
温 

熱
検
知 

差動式 

分布型 ライン監視 
 検出部の温度の上昇率が一定 
 の比率以上となると作動 

○ ○ × 
一般建物、工場、
重要文化財 

スポット型 ポイント監視 
 検出部の温度の上昇率が一定 
 の比率以上となると作動 

× × × 一般建物、工場 

定温式 スポット型 ポイント監視 
 周辺温度が一定温度以上となっ 
 た時作動 

○ ○ ○ 
一般建物、工場、
重要文化財 

煙
感
知 

光電式 

スポット型 ポイント監視  煙による散乱光をとらえ検知 × × × 一般建物 

分離型 広域監視  煙による光量の減少を捉え検知 × × × 建屋内大空間 

サンプリン
グ式 

サンプル 
箇所数による  

 サンプリング管を通し、微量の煙 
 濃度をリアルタイムに状態を監視 
 警報設定で警報を検知 

× × × クリーンルーム 

イオン化
式 

スポット型 ポイント監視 
 放射線源（Am241)によりイオン化
された空気分子が煙に吸着しイオ
ン電流の減少を検知 

× × × 一般建物 

熱複合式 スポット型 ポイント監視 熱、煙検出部の複合型 × × × 一般建物 

炎
検
知 

赤外線式 スポット型 視野角100°他 
赤外線を捉えて、かつ「ちらつき」を
検知し炎と判断した場合に差動 

× × × 
一般建物内の高
空間、床面 

紫外線式 スポット型 視野角100°他 
紫外線を電気パルスに変換し、パ
ルスカウントで火災を判定し検出 

× × × 
一般建物内のト
イレ等 
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泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（１／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（２／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（３／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（４／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（５／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（６／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（７／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（８／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（９／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（１０／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（１１／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（１２／１３） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊発電所３号機 別図１ 

火災感知器配置図 

（１３／１３） 

 



７ 補足説明資料 

泊発電所３号機 

  消火設備の基準適合性について 

北海道電力株式会社 

枠囲みの内容は核物質防護情報に属しますので公開できません。 



１．消火設備の概要について（１／２） 

（１） 泊発電所３号機の主要な消火設備を以下に示す。 
消火設備 主要構成機器 対象箇所 

水消火設備 
（屋内、屋外消火栓） 

・ろ過水タンク×４基 
・電気駆動消火ポンプ×１台 
・ディーゼル駆動消火ポンプ×１台 
・消火配管 
・連結送水口×１箇所 
・屋内消火栓×７３基 ・屋外消火栓×２４基 

・発電所建屋内、屋外 

二酸化炭素消火設備 ・二酸化炭素ボンベ 
・消火配管 

・ディーゼル発電機室 
・ディーゼル発電機燃料油貯油槽等 

イナートガス消火設備 ・イナートガスボンベ 
・消火配管 

・中央制御室フロアケーブルダクト 
・安全系計装盤室フロアケーブルダクト 
・消火困難箇所（検討中） 

ハロゲン化物消火設備 
（ハロン１３０１） 

・ハロンボンベ 
・消火配管 

・消火困難箇所等（検討中） 
（高圧注入ポンプ室、安全補機開閉器室等） 

スプリンクラー消火設備 ・スプリンクラーヘッド 
・消火配管 

・消火困難箇所（検討中） 

泡消火設備 ・泡発生機   ・消火配管 
・泡原液槽 

・消火困難箇所（検討中） 

ハロゲン化物消火設備 
（ＦＫ-５‐１‐１２） 

・ハロンボンベ 
・消火剤チューブ 

・異系列６ｍ未満（ケーブルトレイ） 
・消火困難箇所（検討中） 

移動式消火設備 ・化学消防自動車×１台 
・水槽付消防ポンプ車×１台 

・発電所構内全域 

消火器 ・小型消火器×約５００台 
・大型消火器×３４台 
・二酸化炭素消火器×３５台 

・発電所建屋内 
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１．消火設備の概要について（２／２） 

（２） 消火設備の設置箇所を以下に示す。これらの消火設備により、早期に消火
活動が行える体制が整備されている。 
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管理権原者（発電所長） 

統括管理者：自衛消防隊長（運営担当次長） 

本部指揮班 

消火班 避難誘導班 放射線管理班 救護班 

初期消火要員 

（１）自衛消防隊組織図 

２．消火体制について（１／２） 
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（２）初期消火体制 

２．消火体制について（２／２） 

    初期消火体制 ： 社員および委託警備員による以下を基準とし１１名体制とする。   

    〔平日昼間の消火班体制〕             

    連絡者【１名】      発電課長(当直)[運営課長への連絡]   

    通報者【１名】      運営課長（消防吏員への通報）   

    現場指揮者【１名】     机上社員   

    消火担当【５名】    机上社員  ５名    

    消防車操作【２名】      委託警備員(消防車操作ノウハウを持つ者)   

    案内誘導【１名】       委託警備員（公設消防の誘導）    

    〔夜間・休日の消火班体制〕            

    連絡者【１名】       発電課長(当直)[当番者への連絡]   

    通報者【１名】        当番者（消防吏員への通報）   

    現場指揮者【１名】      当直副長   

    消火担当【５名】         警備員 ５名   

    消防車操作【２名】      委託警備員(消防車操作ノウハウを持つ者)   

    案内誘導【１名】       委託警備員（公設消防の誘導）    
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３．消火困難箇所について（１／４） 

●火災防護対象機器、ケーブルが設置される区画 

●放射性物質貯蔵等の機器が設置される区画 

  消火活動が困難な箇所とは 

 

火災時の油やケーブル等の可燃物から発生した煙の充満により消火活動が困
難となる部屋等 

消火活動が困難な箇所 具体的な箇所 

油を内包している機器が設置されている
箇所 

タービン動補助給水ポンプ、 
電動補助給水ポンプ、ほう酸ポンプ、 
充てんポンプ、余熱除去ポンプ、 

高圧注入ポンプ、制御用空気圧縮機、 
ディーゼル発電機室 

ケーブルが密集している電気盤室 
安全補機開閉器室、安全系計装盤室、 
蓄電池室、フロアケーブルダクト 

上記以外で可燃物等が設置される箇所 
可燃物量や周囲の環境条件を考慮し、
消火対象及び消火範囲を設定する 
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A系可燃物 
or 

B系可燃物 

B系可燃物 
or 

A系可燃物 N 

可燃
物 

（全体放出方式） 

（局所放出方式） 

【凡例】 

        消火困難な箇所  

        のための消火設備 

         （全体放出方式） 

 

        消火困難な箇所  

        のための消火設備 

         （局所放出方式） 

 

 

 

 

 

 

 
（水又はガス等消火設備） 

 

 

（水又はガス等消火設備） 

 

消火困難な箇所に設置する自動消火設備又は手動操作による固定式消火設
備の系統構成案を示す。 

以下の全体放出方式又は局所放出方式のいずれかを適用する。 

 
 

 

 

 

 

３．消火困難箇所について（２／４） 
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系統構成案１ 



7 

３．消火困難箇所について（３／４） 

消火困難 消火困難 

A B 

消火困難 

A 
消火困難 

B 

（水又はガス等消火設備） 

 

 

系統構成案２ 7- 7 

消火困難な箇所に設置する自動消火設備又は手動操作による固定式消火設
備の系統構成案を示す。 

 
 

 

 

 

 



消火困難箇所：ハロン消火設備を採用する場合の全域消火システム構成案を示す。 

３．消火困難箇所について（４／４） 
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感知設備用 

煙感知器 
自動消火設備用 

煙感知器 

ハロン自動消火装置制御盤 

噴射ヘッド 

ハロンガスボンベ 

感知設備用 

熱感知器 中央制御室内 

火災受信機 

消火装置作動 



４．消火用水系統の多重性・多様性について 

消火用水供給系の水源には、１号、２号および３号機共用でろ過水タンクを４基設
置している。消火ポンプは、駆動源の異なるディーゼル駆動消火ポンプ、電動機駆
動消火ポンプを１台ずつ設置し、移動式消火設備（消防自動車）も配備している。 

３号機ろ過水タンク １/２号機ろ過水タンク 

凝集沈殿ろ過装置
より 

海水淡水化設備
より 

Ｅ Ｍ 

ディーゼル駆動消火 

ポンプ 

電動機駆動消火 

ポンプ 

３号機屋内消火栓等 

へ 

Ｅ Ｍ 

１/２号機屋内消火栓等 

へ 

電動機駆動消火 

ポンプ 

エンジン駆動消火 

ポンプ 

消火用水供給系イメージ図 

連結送水口 

(原子炉補助建屋) 
連結送水口 

(原子炉補助建屋) 

防火水槽 
移動式消火設備 
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５．消火設備の独立性について（１／２） 

ほう酸ポンプ室消火設備概略系統図 

原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機
器相互の系統分離を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置する消
火設備は、動的機器の単一故障により、同時に機能喪失することがない設計とす
る。 

自動消火設備用 

煙感知器 

Ｂポンプ Ａポンプ 

噴射ヘッド 

ほう酸ポンプ室等 

中央制御室 

内火災受信機 

感知設備用 

煙感知器 

感知設備用 

熱感知器 

装
置
作
動 A-ハロンガスボンベ 

Ｂ-ハロンガスボンベ 

Ｂ-制御盤 

装
置
作
動 Ａ-制御盤 
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５．消火設備の独立性について（２／２） 

ほう酸ポンプ室等に設置するハロン消火設備は、Ａ、Ｂ系統毎に以下の装置を設
置する。 

■感知器（感知設備用熱感知器・煙感知器、自動消火設備用煙感知器） 
■ハロンガスボンベ 
■消火配管 
■噴射ヘッド 
■制御盤 
■電源（バッテリー） 
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６．可燃性物質の性状を踏まえた消火剤について（１／３） 

（１）イナートガス消火設備：導電性が無く人体にほぼ無害であり、電気設備、
可燃性物質の貯蔵施設等に有効である。 

ガス系消火設備は、可燃性物質の性状を踏まえ選定しており、消火剤量は、消
防法施行規則第１９条（不活性ガス）、２０条（ハロゲン化物）に基づき算出している。 

イナートガス必要量 計算式※１：Ｗ＝Ｖ×Ｑ 
 Ｗ：イナートガス必要量 
 Ｖ：防護対象区画の容積 
 Ｑ：容積１ｍ３当りの規定量 

単位 中央制御室 安全系計装盤室 

V:防護対象区画の容積 m3 ４４ １７ 

Q:容積1m3当りの規定量 m3/m3 ０．４７２ ０．４７２ 

W:イナートガス必要量 m3 ２０．８ ８．１ 

必要ボンベ本数 本 １ 
（83ℓ/22.6m3/本） 

１ 
（83ℓ/8.5m3/本） 

※１：消防法施行規則１９条４項 
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６．可燃性物質の性状を踏まえた消火剤について（２／３） 

（２）二酸化炭素消火設備：経済的であり、電気設備、可燃性物質の貯蔵施
設等に有効である。 

ＣＯ２必要量 計算式※１：Ｗ＝Ｖ×Ｑ＋Ｓ×Ａ 
 Ｗ：ＣＯ２必要量 
 Ｖ：防護対象区画の容積 
 Ｑ：容積１ｍ３当りの規定量 
 Ｓ：開口部面積 
 Ａ：面積１ｍ３当りの規定量 

単位 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機室 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機室 
補機室 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機燃料
油ｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ室 

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機燃料
油貯油槽 

V:防護対象区画の容積 m3 １,８５８ ５１３ ２１０ ２９２ 

Q:容積1m3当りの規定量※２ kg/m3 ０．７５ ０．８ ０．８ ０．８ 

S:開口部面積 m2 ３６．０７ ０ ２ ０ 

A:面積1m3当りの規定量 kg/m2 ５ ５ ５ ５ 

W:CO2必要量 kg １,５７４ ４１１ １７８ ２３４ 

必要ボンベ本数 
（82.5ℓ/55kg/本） 

本 ２９ ８ ４ ５ 

※１：消防法施行規則１９条４項【危険物施設の場合、上記の式で算出した量に、総務省告示557号（製造所等の不活性ガス消火設備の技術
上の基準の細目を定める告示）により、防護区画内において、貯蔵または取扱う危険物の種類に応じた係数を乗じて得た量以上とする
必要がある。】   

   係数：１（潤滑油、重油、軽油、原油等） 
※２：防護対象区画の体積によって異なる。1,500m3以上：0.75kg、150m3以上1500m3未満：0.8kg 
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６．可燃性物質の性状を踏まえた消火剤について（３／３） 

部屋名称 容積（m3） 必要消火剤（kg） 必要ボンベ本数 

（41ℓ/40kg/本） 

ほう酸ポンプ室 76 25 1 
 

（３）ハロゲン化物消火設備：導電性が無く人体にほぼ無害であり、電気設備、
可燃性物質の貯蔵施設等に有効である。 

必要消火剤の計算方法を、ほう酸ポンプ室を代表で以下に示す。 
 

必要消火剤量（kg）＝ほう酸ポンプ室容積（m3）×算出係数（kg/m3） 
 

■算出係数：0.32kg/m3（防護区画の体積１m3当りの消火剤の量（kg）、消防法施行規則２０条３項） 
■危険物施設にハロンを放出する場合、上記の式で算出した量に、総務省告示558号（製造所等のハ
ロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告示）により、防護区画内において、貯蔵また
は取扱う危険物の種類に応じた係数を乗じて得た量以上とする必要がある。   

   係数：１（潤滑油、重油、軽油、原油等） 
■ほう酸ポンプ室に必要なボンベ数は１本であるが、Ａ、Ｂ-ポンプ用にそれぞれ設置する（計２本）。 
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化学消防自動車 

配備台数 １台 

水槽容量 １，３００ﾘｯﾄﾙ 

原液容量 ５００ﾘｯﾄﾙ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ性能 ２，０００㍑／分 

吐水口 ４００㍑／分×２口×両面 

車載型粉末消火設備 

（ＡＢＣ１００ｋｇ以上） 

 
 

７．移動式消火設備について（１／２） 

 化学消防自動車 

移動式消火設備として、化学消防自動車、水槽付消防ポンプ自動車を配備して
いる。泡消火薬剤は400リットル毎分を同時に２口の流量で概ね1時間程度放射す
ることができる量（1,500リットル以上）を確保している。 
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水槽付消防ﾎﾟﾝﾌﾟ自動車 

配備台数 １台 

水槽容量 ２，０００ﾘｯﾄﾙ 

原液容量 － 

ﾎﾟﾝﾌﾟ性能 ２，０００㍑／分 

吐水口 ４００㍑／分×２口×両面 

７．移動式消火設備について（２／２） 

 水槽付消防ポンプ自動車 

 発砲器 

  （泡ﾉｽﾞﾙ、ﾗｲﾝﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾅｰ） 
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消火用水の供給源には、２時間の放水に必要な水量（780m3※１）に対して、十分
な供給水量（約12,000m3）を確保している。 
  

８．水消火設備の最大放水量について 

消火ポンプ 容量（m3/h） 
電動機駆動消火ポンプ（１台） ３９０※２ 

ディーゼル駆動消火ポンプ（１台） ３９０※２ 

※１：390m3/h（消火ポンプ容量）×2h＝780m3 

※２：容量根拠は、主・所内用水変圧器消火設備(340m3/h)＋屋外消火栓２箇所（50m3/h） 
※３：1／２号機および３号機ろ過水タンクは連絡管を設置し、総合運用を行っている。  

①消火ポンプ容量 

消火用水供給源 容量（m3/基） 
３号機ろ過水タンク（２基）※３ 約3,000(公称) 

１／２号機ろ過水タンク（２基）※３ 約3,000(公称) 

②消火用水供給源容量 

３号機ろ過水タンク １/２号機ろ過水タンク 

３号機消火ポンプへ １/２号機消火ポンプへ 

凝集沈殿ろ過装置
より 

海水淡水化設備
より 
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消火用水の供給を優先できるように、飲料水系や所内用水系等を隔離出来るよ
うに隔離弁を設置している。 

９．水消火設備の優先供給について 

３Ａ-ろ過水タンク ３Ｂ-ろ過水タンク 

電動機駆動、ディーゼル駆動 

消火ポンプへ 

飲料水系統 

へ 
所内用水系統

へ 
純水製造装置

へ 

１／２号機ろ過
水タンク連絡管 

7- 18 



消火ポンプ及びCO2自動消火設備等については電源断等の故障警報を，中央
制御室に吹鳴するものとしている。 

■主な警報要素 

設 備 主な警報要素 

消火ポンプ 

電動機駆動関連 ポンプトリップ，電源異常（地絡，過負荷），電
源断，電圧低 

ディーゼル駆動関連 ポンプトリップ，装置異常（燃料・冷却水レベル
低下） 

CO2自動消火設備 設備異常（電源故障，断線，短絡，地絡） 
ハロゲン化物消火設備 設備異常（電源故障，断線，短絡，地絡等） 

１０．消火設備の故障警報について 

総合操作盤（中央制御室） 警報項目（一例） 
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消火ポンプは、電動機駆動式以外にディーゼル駆動式（起動用バッテリー有）を設
置しており、外部電源喪失時にも消火設備が機能を失わない設計としている。 
ガス系消火設備（ハロン、CO2）については、制御盤内にバッテリーを有しており、

外部電源喪失時にも消火設備が機能を失わない設計としている。 

１１．消火設備の電源について 

Ｄ/Ｇ消火ポンプ（エンジン）、バッテリー ディーゼル発電機設備 
二酸化炭素消火設備 
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１２．固定式ガス系消火設備の退出警報について 

ハロン消火設備、デーゼル発電機室に設置するＣＯ２消火設備は、作動前に職員
等の退出が出来る様に警報を吹鳴する設計としている。 

燃料油サービスタンク室 

ディーゼル発電機室 

ディーゼル発電機補機室 

ディーゼル発電機保守ｴﾘｱ 

ディーゼル発電機制御盤室 

退避放送用スピーカー 

標識 

二酸化炭素放出前に退避放送を行い、
人員の退避を促す 

（放送40秒後に二酸化炭素を放出）。 
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原子炉建屋(管理区域)および原子炉補助建屋(管理区域)で放出した消火水は、
各フロアの目皿やドレンにより液体廃棄物処理系(補助建屋サンプタンク)に回収し、
処理することにしており、管理区域外へ放出することを防止する設計としている。 

１３．消火剤の流出防止について 

目皿 

R/B  T.P.17.8m 補助建屋サンプタンク 

原子炉建屋、原子炉補助建屋各階の目皿 

液体廃棄物 

処理系へ 

(廃液貯蔵ﾋﾟｯﾄへ) 

補助建屋サンプポンプ 

11.4m3/h/台×２台 

10m3 

■130ℓ毎分の消火栓２箇所からの消火水量を目皿１箇所（口径
３Ｂ）から排水する場合、床面からの水位高さ約５ｃｍのところ
でバランスして排水される。 

■管理区域と非管理区域との段差は約１０ｃｍ。 

■以上より、管理区域から非管理区域への放出は無い。 
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設置予定箇所一例（Ｒ／Ｂ１０．３ｍ） 
 制御用空気圧縮機室前 

矢視Ａ 

① 

１４．消火用照明器具について（１/２） 

：屋内消火栓 

：非常灯設置箇所 

：消防隊進入経路 

凡例 

矢視Ａ 

① 

設置予定灯具 

電池内蔵形非常用照明器具 

 

 

 

 

 

 

（１）消火設備の操作のため電源を内蔵した照明灯具（非常灯）を，火災区域近傍の
消火栓設置場所および中央制御室，出入管理室からの出入経路に設置する。 
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（２）照明設備構成 
  停電時に必要な照明機能を有する設備として、以下のとおり非常用照明設 
 備（運転保安灯設備、非常灯設備、誘導灯設備）を設置している。 

設備 用途 

運転保安灯設備 

設計基準事故が発生した場合に保守・点検の際の安全確保を目的（作業時を含
む）とした照明として、発電所の主な建屋内（原子炉建屋、原子炉補助建屋）に広く
設置している。（電源は、多重性を持たせて２系統とし、それぞれ異なる非常用低
圧母線の負荷） 

非常灯設備 
災害あるいは事故時において人が安全に構築物から地上に避難できるための照
明として建築基準法上必要な場所に対して設置している。 
（建築基準法施工令 第１２６条の４、５） 

誘導灯設備 

屋内から直接地上へ通ずる出入口、避難階段等の有効に避難できる場所の表示
および安全に誘導するための照明として消防法に準拠し必要な場所に対して設置
している。 
（消防法施工令 第２６条、消防法施工規則 第２８条の２、３） 

１４．消火用照明器具について（２/２） 

・非常用照明設備 

上記、非常用照明設備に加え、消火設備の操作のため電源を内蔵した照明灯具
を，火災区域近傍の消火栓設置場所および中央制御室，出入管理室からの出入
経路に設置する（通路部等の既設灯具を電池内蔵形非常用照明器具に取替）。 

7- 24 



１５．地震等の自然現象に対する対応について（１／３） 

（１）凍結防止対策について 
  ①屋内消火配管：凍結の恐れがある範囲にヒートトレースを設置している。 
  ②ろ過水タンクには電気ヒータを設置している。 
  ③屋外消火配管：凍結深さ（７００mm※）より深く埋設している。 
    ※：北海道開発局 道路設計要領より 

*1：１次系建屋は空調管理しているため当該箇所はない。 

①ヒートトレース 

タービン建屋*1 

屋内消火栓 

②ろ過水タンク 
電気ヒータ 

屋外消火栓 

③消火配管 
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（２）風水害対策について 
風水害により性能が著しく阻害されるおそれがある消火設備は、風水害の影響

を受けない屋内に設置している。 

機保課 
写真添付 
消火ポンプ室 
 

１５．地震等の自然現象に対する対応について（２／３） 

ディーゼル発電機ＣＯ２消火設備（原子炉建屋内） 
（イナートガス消火設備、ハロン消火設備も同様に
建屋内設置） 

電動機駆動消火ポンプ 
ディーゼル駆動消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 
（給排水処理建屋内） 
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（３）地震時の地盤変位対策について 
地震時に消火配管が破損することも考慮し、消防車を用いて、火災防護対象機

器等を設置している建屋の消火栓に給水することを可能とする連結送水口を原子
炉補助建屋に設置している。 

連結送水口 

１５．地震等の自然現象に対する対応について（３／３） 

連結送水口（屋外） 

3号機 原子炉補助建屋 

3号機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機建屋 

3号機 原子炉建屋 

3号機 原子炉格納容器 

屋内消火栓 

屋内消火栓 

屋内消火栓 

屋内消火栓 

屋内消火栓 

消火ﾎﾟﾝﾌﾟより 
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安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤
操作によって、安全機能を失わない設計としている。具体的には以下のとおり。 

１６．消火設備の破損、誤動作、誤操作について 

１．水消火設備について 

 ■水消火配管は、耐震性（基準地震動）を考慮した配管サポート設計としている。 

 ■消火ポンプは、安全機能を有する構築物、系統及び機器とは別建屋に設置している。 

 ■換気空調系の空調チャコールフィルタ水消火設備は、誤操作時の影響を考慮し、ユニッ
ト外の止め弁を二重化している。 

 ■火災感知器の誤動作等により、水消火設備が自動的に噴霧する機能は無い。 

２．ガス系消火設備について 

 ■ガス消火配管は、耐震性（基準地震動）を考慮した配管サポート設計としている。 

 ■ガス系消火設備は、安全機能を有する構築物、系統及び機器と壁等を隔てて設置して
いる。 

 ■非常用ディーゼル発電機は、二酸化炭素消火設備の誤動作等によりディーゼル機関内
の燃焼が阻害されることが無い様に、給気は直接外気を取り入れる設計としている。 

 ■使用するガスが、万が一、誤動作等で放出したとしても、その性状より機器への影響は
無い。 

 ■１種類の感知器作動により、中央制御室に感知器作動を移報させ、２種類の異なる感
知器が作動して初めて、退避放送後、４０秒後にガスを放出させる設計としている。 
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泊発電所３号機 

消火設備の選定について 

北海道電力株式会社 

８ 補足説明資料 



1.はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

消火設備設置に係る該当箇所 

 

2.2.1 (2)消火設備 
 ①原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統
及び機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響
等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設
置すること。       

 

2.3 火災の影響軽減 (2)  

 b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの
系列間の水平距離が6ｍ以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画

に設置されていること。この場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在
しないこと。 

 

c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの

系列間が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備及び自
動消火設備が当該火災区画に設置されていること。 
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２.消火設備の比較について（１／２） 

種
類 

設備名 消火剤 原理 
誤動作時の二次的影響 

メリット デメリット 適用箇所 
電気設備 人 腐食性 

水
系 

スプリン
クラー 

水 
冷却・窒
息 

 ×導電性がある。   ○ない △ 
 ・取扱、操作が 
   安全、容易 

 ・電気設備に 
   不向き 

一般建物 

泡
系 

固定式
泡放出
口 

合成界面泡 

冷却・窒
息 

 ×導電性がある。  ○ない  ×ややあり 

 ･可燃性、引火性 
  液体の消火に 
  適する。 

・泡放出後の洗浄   
 が必要。  

  駐車場、指定可燃物 

たん白泡  ×導電性がある。  ○ない  ×ややあり   駐車場、格納庫、危険物 

水成膜泡  ×導電性がある。  ○ない  ×ややあり   駐車場、格納庫、危険物 

水溶性液体泡  ×導電性がある。  ○ない  ×ややあり  第４類水溶性の危険物 

ガス
系 

不活性ガ
ス 

二酸化炭素 

窒息 

 ○導電性がない。  ×窒息の恐れ ○ない  ・経済的である。  ・窒息の恐れ  コンピュータルーム、ボイ
ラー 
 電気室、通信関連施設 
 可燃性液体の貯蔵施設 
 

IG-541 

(N252%,Ar40

%,CO2 8%） 
 ○導電性がない。   ○ない ○ない  ・環境へ問題ない。  ・特になし 

ハロゲン
化物 

ハロン1301 
連鎖反
応抑制 

 ○導電性がない。  ○ない ○ない 
・消火材料が 
  尐ない 
 

 ・オゾン破壊係数  
  が大 
 ・クリティカル  
  ユースに限定 
 

 コンピュータルーム、 
 航空機関連施設 
 電気室、通信関連施設 
 可燃性液体の貯蔵施設 

FK-5-1-12  ○導電性がない。  ○ない ○ない  ・絶縁性に優れる  ・特になし 
 コンピュータルーム、 
 電気室、通信関連施設 
 可燃性液体の貯蔵施設 

粉末 

炭酸水素ナト
リウム 

連鎖反
応抑制 

× 導電性がある。 
 ×浮遊粉により  
    呼吸困難 

×あり 
 ・表面火災に有効 
 ・局所消火が可能 
 ・引火性液体の 
   消火に適する 
 

 ・微粉末粒子に 
  よる回収困難 
 ・浮遊粉により 
  呼吸困難 

 可燃性液体を取り扱う 
  施設 

炭酸水素カリ
ウム 

× 導電性がある。 
 ×浮遊粉により 
    呼吸困難 

×あり 
可燃性液体を取り扱う施設 
 LPG,LNG施設 

リン酸塩類 × 導電性がある。 
 ×浮遊粉により   
   呼吸困難 

×あり  可燃性液体を取り扱う施設 
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ハロン消火設備（Ａ） チューブ噴霧式ハロゲン化物消火設備（Ｂ) 

消火剤 
ハロゲン化物消火剤 
（ハロン１３０１） 

ハロゲン化物消火剤 
（ＦＫ－５－１－１２） 

適応箇所 
自動火災報知設備と連動し、複数の噴射ノ
ズルから噴霧、電気設備のある部屋全体消
火に適する。 

温度感知器部がチューブ上であり、狭隘な場所や防火
対象物が長い場所に優れる。 

状態 
（常温/貯蔵） 

気体／液体 液体／液体 

適応火災 
電気機器類 
可燃性液体火災 

電気機器類 
可燃性液体火災 

消火原理 連鎖反応抑制（負触媒効果） 連鎖反応抑制（負触媒効果），冷却効果 

放射形式 全域放出方式、局所放出方式 全域放出方式 

火災感知 火災感知器（追加設置） チューブにて熱感知 

人体・環境への影響 ほぼ無し ほぼ無し 

設置対象箇所 電気設備室 電気盤内・トレイ内 

２.消火設備の比較について（２／２） 

ガス系消火設備の特徴（補足） 
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３.消火設備の選定について 

対象箇所 設置する消火設備案 

耐火 火報知器 

ｹｰｽ 基準 具体的箇所 設置消火設備 

１ 消火困難※ 電気盤室・開閉器室 
蓄電池室・ポンプ室等 

ハロン消火設備等 － 
煙感知 
温度感知 

２ 影
響
軽
減 

異系列 
6m未満 

トレイ 
チューブ噴霧式ハロゲン化物 
消火設備＋鉄製蓋 等 

1時間耐火 
煙感知 

光温度センサ 

３ ほう酸ポンプ等 ハロン消火設備 1時間耐火 
煙感知 
温度感知 

※（参考）DG室には煙感知器・温度感知器＋二酸化炭素消火設備、フロアケーブルダクト
にはイナートガス（IG-541）消火設備が既設設備として設置している。 

火災区域および火災区画を抱絡するように設置している既設の屋内固
定消火栓設備に加え、下記の消火設備を防護対象の形状・性質に応じ適
切に設置する。 
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４.消火設備 技術基準適合性について（１／５）（新設） 

【対象箇所】消火困難箇所等 

【採用消火装置】ハロゲン化物（ハロン1301）消火設備（検討中） 
省令 項目 基準内容 

規則第20条第1項第2号イ 
規則第20条第2項 

噴射ヘッドの
放射圧力 

 0.9MPa以上 

規則第20条第1項第3号イ 
規則第20条第2項第1号 

放射時間  30秒以内 

規則第20条第3項第1号イ
（イ)(ロ）（全域） 

必要消火剤量 
 防火区画体積１m3当たりの消火剤量 0.32kg 
 開口部の面積1m2当たりの消火剤追加量 2.4kg 

規則第20条第3項第2号ロ
（局所） 
 

必要消火剤量 

 Q=1.25×（4.0-3.0（a÷A）） 
 Q：単位当たりの消火剤量（kg/m3）、 
 a：防護対象物の周囲に実際に設けられた壁の面積（m2） 
 A：防護空間の壁の面積（m2) 

規則第20条第4項 技術上の細目 
貯蔵容器、配管材質、管継手、落差、選択弁、起動装置等につ
いて規定。 

 ＊設置する場合は、消防検査を受ける予定。 
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４.消火設備 技術基準適合性について（２／５）（新設） 

【対象箇所】消火困難箇所 

【採用消火装置】 スプリンクラー消火設備（検討中） 
省令 項目 基準内容 

規則第13条の6第2項 
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ
の放水圧力 

 0.1MPa以上 

規則第13条の6第2項 放水性能 
 設置対象物･場所、ﾍｯﾄﾞの種別により異なる。 
 例）舞台/開放型ﾍｯﾄﾞ：80ℓ/分以上 

規則第13条の2～第13条の5 水平距離 
 設置対象物・場所、ﾍｯﾄﾞの種別により異なる。 
 例）舞台/開放型ﾍｯﾄﾞ：1.7m以下 

規則第13条の6第1項 水源の水量 
 設置対象物・場所、ﾍｯﾄﾞの種別により異なる。 
 例）舞台/開放型ﾍｯﾄﾞ：最大放水区域の個数×1.6×1.6m3以上 
   (10階以下) 

規則第14条 技術上の細目 配管、自動警報装置、弁、加圧装置、起動装置等について規定。 

 ＊設置する場合は、消防検査を受ける予定。 
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４.消火設備 技術基準適合性について（３／５）（新設） 

【対象箇所】消火困難箇所 

【採用消火装置】 泡消火設備（検討中） 
省令 項目 基準内容 

規則第18条第1項 放射量 
 防火対象物、泡放出口の種別、泡消火剤等により異なる。 
 例）工場等/高発砲用泡放出口(3種)：0.16ℓ以上(冠泡体積 
   1m3/分当りの泡水溶液放出量) 

規則第18条第1項 配置 
 泡放出口の種別により異なる。 
 例）高発砲用泡放出口：床面積500m2ごとに1個以上 

規則第18条第2項 水源の水量 
 防火対象物、泡放出口の種別、泡消火剤等により異なる。 
 例）工場等/高発砲用泡放出口(3種)：0.008m3(防護面積1m2当 
   りの放射量) 

規則第18条第4項 技術上の細目 配管、自動警報装置、加圧送水装置、起動装置等について規定。 

 ＊設置する場合は、消防検査を受ける予定。 
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４.消火設備 技術基準適合性について（４／５）（既設参考） 

適合法令等 項目 基準内容 

規則第19条第2項第2号 
噴射ヘッドの放

射圧力 
①消火剤が、全域に均一拡散 
②高圧式 1.4MPa以上 

規則第19条第2項第3号 放射時間 1分以内 

規則第19条第4項第1号イ
（ロ） 

必要消火剤量 
①防火区画体積（m3）150以上1,500未満 0.80kg/m3 
②防火区画体積（m3）1,500以上 0.75kg/kg/m3 

規則第19条第5項 技術上の細目 
貯蔵容器、配管材質、管継手、落差、選択弁、起動装置等に
ついて規定。 

 ＊泊3号機ディーゼル発電機設備は、平成20年3月18日完成検査に合格している。 

【対象箇所】ディーゼル発電機室（補機室・燃料油サービスタンク室含む） 

【採用消火装置】不活性ガス 二酸化炭素 消火設備 
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４.消火設備 技術基準適合性について（５／５）（既設参考） 

【対象箇所】フロアケーブルダクト 

【採用消火装置】不活性ガス IG-541（イナートガス） 消火設備 

省令 項目 基準内容 

規則第19条第2項第2号 
噴射ヘッドの

放射圧力 
 1.9MPa以上 

規則第19条第2項第3号 放射時間  消火剤量の90%以上の量を1分以内 

規則第19条第4項第1号ロ 必要消火剤量 
 防火区画体積１m3当たりの消火剤量 
    0.472m3以上～0.562m3以上 

規則第19条第5項 技術上の細目 
貯蔵容器、配管材質、管継手、落差、選択弁、起動装
置等について規定。 

 ＊泊3号機 フロアケーブルダクト自動消火装置は、平成20年11月19日消防検査に合格している。 
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5. ハロン消火設備の特徴について（１／３） 

（１）システム構成（案） 
  ハロン消火設備を設置する場合の全域消火システム構成（案）を示す。 
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感知設備用 

煙感知器 
自動消火設備用 

煙感知器 

ハロン自動消火装置制御盤 

噴射ヘッド 

ハロンガスボンベ 

感知設備用 

熱感知器 中央制御室内 

火災受信機 

消火装置作動 



5.ハロン消火設備の特徴について（２／３） 

（２）消火原理 

• 消火システム用の火災感知器と自動火災報知設備用感知器のどちら
かの条件により、火災受信盤より消火剤ボンベの噴霧信号が発せられ、
消火剤が室内に噴出される。 

• 泊発電所3号機にて採用するハロゲン化物消火設備は、ハロゲン化物
（ハロン1301）を充満させ消火。 

• ハロゲン化物（ハロン1301）は、熱分解により発生する活性なトリフルオ
ロメチルラジカルと燃焼の過程で発生する燃焼ラジカルが反応し、比較
的不活性な原子または分子に変わることにより抑制される。窒息消火
ではなく、燃焼反応の抑制。 
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5.ハロン消火設備の特徴について（３／３） 

（３）有効性 

•泊発電所3号機にて設置するハロ
ゲン化物消火設備は、消防法に
適合した消火設備*を採用する方
向で検討している。 

（*消防法施行令第13条） 
•同種のハロゲン化物消火設備の
流通実績は、発電施設・一般工場
の変圧器室などに、2012年9月末
現在で、約2,200件。 
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チューブ仕様 
・寸法：外径6mm，内径4mm 
・素材：ポリアミド（PA） 
・運転・動作圧力：1.8MPa 
・破裂温度：1.8MPaで150℃～180℃ 

６.ﾁｭｰﾌﾞ噴霧式ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備の特徴について（１/4） 

250 

200 

150 

100 

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

チューブ内圧【MPa】 

破
裂
温
度
【
℃
】
 

破裂温度とチューブ内圧の関係 

（１）システム構成 

• チューブが火災を探知すると、最も熱くなっ
たスポットが破裂してチューブ内の圧力を
放出し、特殊な空気圧制御式の容器弁が
開放して、噴射ノズルより消火剤（ FK-5-1-

12 ）を放出する。 

消火剤の特長 
・消火剤による汚損・水損が尐ない 
 不活性な化学特性の為，二次汚損の心配
がない 
・人体に対する高い安全性 
 吸引などによる人体への影響が小さい 
・優れた環境特性 
 オゾン破壊係数ゼロ，ハロゲン化物消火薬
剤と比べ地球温暖化係数は1/1000以下で
将来にわたって継続使用可能 
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（２）設置例 

   相違する系列間のケーブルの系統分離対策例を示す。 

消火剤容器 

鉄製蓋（板厚 1.5mm以上） 

感知チューブ 

消火剤チューブ 

容器バルブ 噴射ノズル 

１．火災発生 

２．感知チューブ破裂 

３．容器バルブが作動し噴
射ノズルから消火剤を放出 

４．火災を鎮火 

14 

６.ﾁｭｰﾌﾞ噴霧式ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備の特徴について（2/4） 
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（３）消火原理 

• 噴射ノズルから消火剤を放射して、 ハロゲン化物薬剤（FK-5-1-12）に
含まれるハロゲン元素が有する燃焼反応の抑制作用（負触媒効果）で
空気の供給を遮断したり、酸素濃度を低下させたりする事により燃焼を
停止させる効果により消火する。 

• 負触媒効果とはハロゲン化物の熱分解によって生成したハロゲン原子
が燃料から発生した水素と反応してハロゲン酸となり，さらに活性な水
酸基と反応して燃焼体から活性なH、OHを取り除き燃焼の連鎖反応を
止める作用のことである。 

 

FK-5-1-12 について 

 消防法施行規則第20条（ハロゲン化物消火設備）の 

 ドデカフルオロ-2-メチルペンタン-3-オンを消火薬剤である。 

  ・NFPA/ISO登録名「FK-5-1-12」 
  ・ 「Novec™ 1230」は３Ｍ製品名 
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C 
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C 

C 

F 

F 

F 
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F 

F 

F F 

F F 

F 
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６.ﾁｭｰﾌﾞ噴霧式ﾊﾛｹﾞﾝ化物消火設備の特徴について（3/4） 
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（４）有効性 

• ハロン消火剤を使用するハロゲン化物消火設備は、消防法施行令第
13条にて消火設備として認められている。 

• 電気盤内・トレイ内の消火に係る消防法はないため、消防法施行規則
第20条ハロゲン化消火設備に関する基準に基づいた消火剤量が噴霧
されるように設計・施工を行う方向で検討している。 

    消火剤量 基準：FK-5-1-12  0.84kg/m3以上 
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９ 補足説明資料 

泊発電所3号機 

火災防護対象機器に対する系統分離について 

北海道電力株式会社 



１. はじめに 

 泊発電所３号機は、建設設計段階から互いに相違する系列の機器につ
いては、３時間耐火を有する隔壁で分離し、ケーブルについては、フロアを
分けるなど取り組みを実施している。 

 今回、「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基
準」（以下、審査基準）要求事項から火災防護対象機器及び火災防護対
象ケーブルの重要度に応じ、それらを設置する火災区域または火災区画
内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響
に対して、「火災の影響を軽減する」ための対策を講じる。 

火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系統分離は、「実用発電
用原子炉及びその付属施設の火災防護に係る審査基準」の「2.3. 火災の影
響軽減」に基づき実施することが要求されている。 

2.3.1 

安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置す
る火災区域又は火災区画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画に
おける火災による影響に対し、以下の各号に掲げる火災の影響軽減のため
の対策を講じた設計であること。 
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2. 審査基準要求事項と対応概要（１） 

区域 区域 3時間以上の耐火能力を有する
耐火壁 

2.3.1(1) 

 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置す
る火災区域については、3時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から
分離すること。 

：A系統の安全系ケーブル 

：B系統の安全系ケーブル 

：関連する非安全系ケーブル 

（例：化学体積制御系統） 

：A系統の火災防護対象機器 

：B系統の火災防護対象機器 

（凡例） 

基準要求事項 

対応概要 
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2. 審査基準要求事項と概要対応 （２） 

 
2.3.1(2) 

 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その
相互の系統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために、火
災区画内又は隣接火災区画間の延焼を防止する設計であること。具体的には、火災防護対
象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系
列間が3時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。 

3時間以上の耐火能力を 

有する耐火障壁等 

（凡例） 

：３時間以上の耐火能力を 

 有する障壁等 

2.3.1(2) a.  （３時間耐火隔壁） 

基準要求事項 

対  応 
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6m以上 

2. 審査基準要求事項と概要対応 （３） 

2.3.1(2) b. （６ｍ以上＋感知＋消火） 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列
間の水平距離が6ｍ以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置
されていること。この場合、水平距離間に仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこと。 

断面図(横から見た図) 平面図(上から見た図) 

6m以上 

6m以上 

（凡例） 

/  ：火災感知器 

/  ：自動消火設備 

基準要求事項 

対応概要 
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2. 審査基準要求事項と対応概要（４） 

2.3.1(2) c. （１時間耐火隔壁＋感知＋消火） 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系
列間が1時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備及び自動
消火設備が当該火災区画に設置されていること。 

1時間の耐火能力を 

有する耐火障壁等 

：1時間の耐火能力を有する障壁等 （凡例） 

基準要求事項 

対応概要 
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３. 火災の影響軽減対策 

 泊発電所３号機における火災の影響軽減対策は、互いに相違する系列の火災防護対象機器及び
火災防護対象ケーブルが設置される火災区域（区画）に対して、火災の影響軽減対策を講じる。 
  

 具体的には、以下のフローチャートに基づき検討を実施したうえで、必要な各火災区域（区画）に
対して、火災の影響軽減対策を講じる。 

３時間耐火壁 
（2.3.1(2)a） 

互いに相違する系列の火災防護対象機器及び 

火災防護対象ケーブルが設置される火災区域（区画） 

 

火災区画 
 

火災区域 

 

火災区域化が可能か 

 

全機能が維持されるよう、 
ケーブルの移設が可能か 

隣接区画も含め、 
ハロン消火設備※１の設置が

可能か 

隣接区画も含め、 
水消火設備※１の設置が 

可能か 

ハロン自動 

消火設備設置予定区域か 

ハロン自動消火設備 

設置可能か 

 

互いに相違する系列間の 
機器が６ｍ以上離れているか 

隣接区画の互いに相違する 
系列の機器が６ｍ以上 

離れているか 

 

全焼を想定しても、 

全機能が維持されるか 
Ｙ Ｙ 

Ｙ 

Ｙ 

Ｙ 

Ｙ Ｙ 

Ｙ 

Ｎ Ｎ 

Ｎ Ｎ 

Ｎ Ｎ 

Ｎ 

Ｎ Ｎ 

Ｙ 

※２ 

※２ 

３時間耐火壁 （2.3.1(2)a） 
または 

１時間耐火壁＋感知＋消火 

（2.3.1(2)c) 

 

火災区域による系統
分離 （2.3.1(2)a） 

１時間耐火壁＋感知＋消火 

（2.3.1(2)c) 

６ｍ以上＋感知＋消火
（2.3.1(2)b) 

※１：消火設備は、ハロン及び水消火設備は、以下の点を考慮して選択する。    

   ハロン消火設備 水消火設備  

 メリット ・内部溢水評価に影響しない。 部分的に設置することが可能。  

 デメリット 
・相当量のハロンが必要であり、入手困難となる恐れがある。 
・火災区画の気密化やダンパ自動閉機能追加等が必要。 

・内部溢水評価に影響する。 
・水消火配管の布設が必要。 
・誤動作時機器への影響大。 
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４. 具体的な火災の影響軽減対策（１）－3時間耐火 

 「実用発電用原子炉及びその付属施設の火災防護に係る審査基準」の「2.3. 火災
の影響軽減」(1)及び(2)aでは、「原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を

有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域」及び「互いに相違する系列の火
災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルの系列間」を、3時間以上の耐火能力を
有する隔壁等により分離することが要求されている。 

 泊発電所３号機で実施する「3時間以上の耐火能力を有する隔壁等」を以下に示す。 

4.1.1  火災区域を構成する壁、貫通部シール、防火扉及び防火ダンパ 
 火災区域は、3時間の耐火性能を有する壁、貫通部シール、防火扉及び防火
ダンパで分離する。（添付資料-1、2） 

4.1.2 耐火ボード及びラッピング等 
 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは、3時間の耐火性能を確認し
た耐火ボードやラッピング等で分離する（添付資料-3） 。 
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 「実用発電用原子炉及びその付属施設の火災防護に係る審査基準」の「2.3. 火災
の影響軽減」(2)cでは、「互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護
対象ケーブルの系列間」を、1時間の耐火能力を有する隔壁等により分離すること
が要求されている。 

泊発電所３号機で実施する「1時間の耐火能力を有する隔壁等」を以下に示す。 

4. 具体的な火災の影響軽減対策（２）－1時間耐火 

4.2.1 鉄板及び耐火ボード等 
 火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルは、1時間の耐火能力を有す

る鉄板、発泡性耐火被覆、耐火ボード及びラッピング等を対象機器の種類に
応じて選択し、設置する（添付資料-3） 。 
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4. 具体的な火災の影響軽減対策（３）－自動消火設備 

 「実用発電用原子炉及びその付属施設の火災防護に係る審査基準」の「2.3. 火災
の影響軽減」(2)b,cでは、「互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護
対象ケーブルの系列間」を、自動消火設備で分離することが要求されている。 

泊発電所３号機で実施する「自動消火設備」は、水又はガス等自動消火設備を採用
する。 

 

ハロン自動消火設備の
動作概要図例 

感知設備用 

煙感知器 
自動消火設備用 

煙感知器 

ハロン自動消火装置制御盤 

噴射ヘッド 

ハロンガスボンベ 

感知設備用 

熱感知器 中央制御室内 

火災受信機 

消火装置作動 
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4. 具体的な火災の影響軽減対策（３）－自動消火設備 

３ｈｒ耐火壁 

１ｈｒ耐火壁 

 系統分離のための自動消火設備として、ボンベ等の合理的な配置を行うため、互い
に異なる系統ごとの独立性を確保しつつ、動的機器の単一故障により、同時に機能
喪失することがないよう設置することを前提に、A系はA系、B系はB系のボンベ・配管
を集約化することを妨げない設置とする。 

 

  系統毎に自動消火設備の消火剤を共用する例 

9- 10 

系統分離 

系統分離 

６ｍ 

A B 

A B 

自
動
消
火
設
備
（
A
）
 

自
動
消
火
設
備
（
B
）
 



4. 具体的な火災の影響軽減対策（４）－火災感知設備 

 「発電用原子炉及びその付属施設の火災防護に係る審査基準」の
「2.3 火災の影響軽減」(2)b.cでは、｢互いに相違する系列の火災防護対
象機器及び火災防護対象ケーブルの系列間｣を、火災感知設備を設置
することが要求されている。 

 泊発電所３号機では、系統分離のために設置する消火設備を作動さ
せるために火災感知設備を設置する。 
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３A ３B 

② 

① 

①A側から ②B側から 

ほう酸ポンプ室対応（案） 

ほう酸ポンプ室平面図 

３A ３B 

② 

① １時間耐火隔壁 

対策 

4. 具体的な火災の影響軽減対策（５）－ほう酸ポンプ室 

2.3.1(2) c. （１時間耐火隔壁＋感知＋消火）を適用 
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火災感知設備及び自動消火設備は、火災の早期感知及び確実な消火を行なうた
め、ほう酸ポンプ単位に独立した異なる感知器及びハロゲン化物消火設備を設置
する。 

自動消火設備用 

煙感知器 

Ｂポンプ Ａポンプ 

噴射ヘッド 

ほう酸ポンプ室 

中央制御室 

内火災受信機 

感知設備用 

煙感知器 

感知設備用 

熱感知器 

装
置
作
動 A-ハロンガスボンベ 

Ｂ-ハロンガスボンベ 

Ｂ-制御盤 

実施対策 

4. 具体的な火災の影響軽減対策（５）－ほう酸ポンプ室 

装
置
作
動 
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9-14 

 建築基準法上での耐火構造として、耐火壁の耐火時間は2時間を越えた場合規定がないが、告示※ に
より、鉄筋コンクリート造耐火壁の屋内火災保有耐火時間（遮熱性）の算定方法が次式のとおり示されて
おり、最小壁厚を算出することが出来る。 

 

   

    

    

 

   

   

   

  

  

  

 

460 

α  

3/2 

0.012     D 
2 

CD ｔ= 

ここで、ｔ ：保有耐火時間［min］ 
     Ｄ：壁の厚さ［mm］ 
     α ：火災温度上昇係数 ［460：標準加熱曲線］ 

ＣＤ ：遮熱特性係 ［1.0：普通コンクリート］ 

上記計算式から、屋内火災保有耐火時間180min（3時間）に必要な壁厚は123㎜と算出できる。 

※ 2001年版耐火性能検証法の解説及び計算例とその解説（「建設省告示第1433号 耐火性能検
証法に関する算出方法を定める件」講習会テキスト（国土交通省住宅局建築指導課） 

建築基準法による耐火壁厚確認結果 

    

460 

460 

3/2 

180min= ×0.012×1.0×D 
2 

D=√180min÷0.012≒123㎜ 

１．耐火壁の耐火能力について 

添付資料-１（1/2） 



ＪＥＡＧ４６０７－２０１０による耐火壁厚確認結果厚
確認結果 
 コンクリート壁の耐火性を示す規格として、「原子力

発電所の火災防護指針 JEAG4607-2010」米国NFPA

（National Fire Protection Association）ハンドブックに

記載されるコンクリート厚さと耐火時間の関係グラフ（

右グラフ参照）より、3時間耐火に必要な厚さが約

150mm程度であることが読み取れる。 

  以上より、建築基準法及びJEAG4607-2010の結果

から3時間耐火性能として必要な最低壁厚は、保守的

に150㎜と設定することができる。 

 なお、泊発電所3号機の火災区域境界のコンクリート

の壁厚は、最低180㎜以上であることから、3時間耐火

能力を有していることを確認した。 

１．耐火壁の耐火能力について 

火災区域境界耐火壁の耐火性能のまとめ 

添付資料-１ （2/2） 
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   泊発電所３号機における火災区域を構成する配管、ケーブルトレイ、電線管、ラダーケーブル、
バスダクトの貫通部シール、防火扉及び防火ダンパについて、「３時間の耐火性能」を有してい
ることを実証試験により確認した結果を以下に示す。 

１．貫通部シール、防火扉及び防火ダンパの耐火性能について 
添付資料-２（1/21） 

 

１．１．２ 判定基準について 

   建築基準法の規定に基づき、図１の加熱曲線で３時間加熱した際に表１の判定基準を満足するか
確認した。 

試験項目 遮炎性の確認 

判定基準 

①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の
噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎が
ないこと。 
③火炎が通るき裂等の損傷を生じないこと。 

表１ 遮炎性の判定基準 

 

１．１ 試験概要 

  配管、ケーブルトレイ、電線管、ラダーケーブル、バスダクトの貫通部シール、防火扉及び防火ダン
パの耐火試験として、建築基準法、ＪＩＳ及びＮＦＰＡがあるが、加熱温度が最も厳しい建築基準法によ
る試験を実施した。 

１．１．１ 加熱温度について 

  図１に示すとおり、建築基準法（ＩＳＯ８３４）の加熱曲線は、他の試験法に比べ厳しい温度設定と
なっている。 

図１ 加熱曲線の比較 
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試験概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

試験条件 

・指定性能評価機関と同等の試験設備を用い、「防耐火性能試験・評価業務方  
 法書」に準拠して試験を実施した。 
・国際規格であるISO 834に準拠した標準加熱時間-温度曲線に沿った加熱 
・シールの構造については、PWRプラントの配管ダクト等における耐火シール構    
  造の標準仕様とした。 
・シール材については、耐火認定構造であるCT-18（同等材料としてトスフォーム   
  300）、不燃材料であり耐火シール材料として使用されているFFバルクとした。 
・「床」「天井」「壁」について耐火試験を行うが、「壁」についてはシール材が火炎 
 に近く厳しい評価となる「シール材側」からの耐火試験とした。 

判定基準 

建築基準法第2条第7号（耐火構造）の規定に基づき判定 
①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 
③火炎が通るき裂等の損傷を生じないこと。 

２．配管貫通シール部の3時間耐火に対する性能検証試験 

 

 
 

 配管 

建屋壁 

床の場合、ダム材は 
下側に設置する 

 

 
 

 配管 

建屋壁 

床の場合、ダム材は 
下側に設置する 

    

配管 

建屋壁 壁の場合、シール材は 
火災発生側に設置する 

火災発生位置：床 火災発生位置：天井 火災発生位置：壁 

添付資料-２ （2/21） 
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２．１ 配管貫通シール部構造図（１／２） 

シール剤：CT-18（トスフォーム300） 

※写真は泊3号機における同様シール部 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

床 

壁 

配管 

配管 

コンパウンド 

コンパウンド 

スリーブ 

スリーブ 

ダム材 

ダム材 

防火シール材 

（CT-18(トスフォーム300）） 

防火シール材 

（CT-18(トスフォーム300）） 

添付資料-２ （3/21） 
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シール剤：ＦＦバルク 

※写真は泊3号機における同様シール部 

 

 

 

 

 

 

 

 

床 

壁 

配管 

配管 

コンパウンド 

コンパウンド 

スリーブ 

スリーブ 

ダム材 

ダム材 

防火シール材 

（FFバルク） 
防火シール材 

（FFバルク） 

ペネシート 

ペネシート 

添付資料-２ （4/21） 

２．１ 配管貫通シール部構造図（２／２） 
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施工箇所 耐火シール材 
試験体形状 火災発

生場所 
適用箇所 判定 

スリーブ径 配管径 

床 

CT-18 
（トスフォーム 300） 

8B 4B 床 低温配管 
（150℃未満） 

良 
8B 4B 天井 

FF バルク 
8B 4B 床 高温配管 

（150℃以上） 
良 

8B 4B 天井 

壁 

CT-18 
（トスフォーム 300） 

8B 4B 

（注1） 

低温配管 
（150℃未満） 

良 
16B 12B 

FF バルク 8B 4B 
高温配管 
（150℃以上） 

良 

表 ２ 試験結果 

（注1） シール材側から加熱 

２．２ 試験結果 

 表 ２ に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出、発炎、火

炎の通る亀裂等の損傷がなく、建築基準法に基づく耐火性能試験の判定基準を満足してい
ることから、配管貫通シール部は３時間の耐火性能を有している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

添付資料-２ （5/21） 
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試験概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

試験条件 

・国際規格であるISO 834に準拠した標準加熱時間-温度曲線に沿った加熱 
・ケーブルトレイについては泊3号機に設置されているものよりも開口部が広いものを 
 選定し、電線管については主要な仕様を選定した。 
【ケーブルトレイ】 寸法：横1200mm,縦400mm,奥行1400mm 
                          シール材：DFパテ(A),ロックウール、占積率：40%（敷設時最大値） 
【電線管】 寸法：155.2mm,奥行1400mm、シール材：DFパテ(A) 
       占積率：30%（敷設時最大値） 
                使用ケーブル：FR-SHCVV-S(2C×0.9sq),6600VCVT(3×325sq) 
                                    FR-TRIAX 

判定基準 

建築基準法の規定に基づき判定 
①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 
③火炎が通るき裂等の損傷を生じないこと。 

３．ケーブルトレイ及び電線管貫通部シールの3時間耐火に対する性能検証試験 
添付資料-２ （6/21） 
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３．１ ケーブルトレイ及び電線管貫通部シール構造図 

ケーブルトレイ 電線管 

構造 

泊3号機 
写真 

添付資料-２ （7/21） 
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３．２ 試験結果 

 表３に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出、発炎、火炎
の通るき裂等の損傷がなく、建築基準法に基づく耐火性能試験の判定基準を満足している
ことから、ケーブルトレイ及び電線管貫通部シールは３時間の耐火性能を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 試験結果 

試験体 ケーブルトレイ 電線管 

試験結果 良 良 

添付資料-２ （8/21） 
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試験概要 

試験条件 

・国際規格であるISO 834に準拠した標準加熱時間-温度曲線に沿った加熱 
・ラダーケーブル貫通部シールは、ケーブルのみを貫通させ、耐火構造は、両側に耐 
 火板、その間に耐火シールとした。 
【耐火板】 材質：ケイ酸カルシウム 厚み：40mm 
【耐火シール】 材質：ＤＦパテ（Ａ） 厚み：150mm 
【ケーブル】 材質：ＦＲ－ＣＡＺＶ 

判定基準 

建築基準法の規定に基づき判定 
①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 
③火炎が通るき裂等の損傷を生じないこと。 

４．ラダーケーブル貫通部シールの3時間耐火に対する性能検証試験 
添付資料-２ （9/21） 
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４．１ ラダーケーブル貫通部構造図 

ラダーケーブル 

構造 

泊3号機 
写真 

添付資料-２（10/21） 
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   表４に試験結果を示す。いずれの試験ケースも非加熱面側への火炎の噴出、発炎、火炎
の通る亀裂等の損傷がなく、建築基準法に基づく耐火性能試験の判定基準を満足している
ことから、ラダーケーブル貫通部は３時間の耐火性能を有している。 

    

試験体 ラダーケーブル 

試験結果 良 

表４ 試験結果 

４．２ 試験結果 
添付資料-２（11/21） 
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試験概要 

試験条件 

・国際規格であるISO 834に準拠した標準加熱時間-温度曲線に沿った加熱 
・バスダクトフレームは厳しい条件となる様に最大寸法とした。 
・耐火壁の厚みは建設時のシール要領に従い、300mmとした。 
【ケース１：タービン建屋・１次系建屋間の貫通部を模擬】 
・地震によるタービン建屋と１次系建屋のずれを吸収するために耐震部（スリーブ）を 
 加熱側に取り付けた。 
・導体はアルミブスと銅ブスがあるため上段に銅ブス、下段にアルミブスを取り付けた。 
・１mの耐火壁を想定し、非加熱側の耐火壁表面の近くに建屋間の空気の移動を防止 
 するためのバリア及び貫通碍子を取り付けた。 
【ケース２：Ａ又はＢ安全補機開閉器室間の貫通部を模擬】 
・換気構造があるため、換気構造の点検口を設けた。 
・バリア、貫通碍子がないものがあるため、バリア、貫通碍子は無しとした。 

判定基準 

建築基準法の規定に基づき判定 
①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 
③火炎が通るき裂等の損傷を生じないこと。 

５．バスダクト貫通部シールの3時間耐火に対する性能検証試験 
添付資料-２ （12/21） 
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ケース１ タービン建屋・１次系建屋間の貫通部を模擬 
（泊3号機では原子炉トリップしゃ断器盤室が該当） 

構造 

 耐火壁貫通部のシール（モルタル）とバスダクト界面
に生じる隙間への対策として、試験体は耐火壁貫通
部の非加熱側にブランケットとブランケット用固定金具
を設置。 

 

 耐火壁貫通部に近い点検口からの火炎の進入,噴出
対策として、点検カバーをブランケット付とした。 

泊3号機 
写真 

 
 
 
 
 

５．１ バスダクト構造図（１／２） 
添付資料-２ （13/21） 

9- 28 



ケース２ Ａ又はＢ安全補機開閉器室間の貫通部を模擬 
（泊3号機ではA,B-安全補機開閉器室が該当） 

構造 

 耐火壁貫通部のシール（モルタル）とバスダクト界面
に生じる隙間への対策として、試験体は耐火壁貫通
部の非加熱側と加熱側にブランケットとブランケット用
固定金具を設置。 

 

 耐火壁貫通部に近い点検口からの火炎の進入,噴出対
策として、点検カバーをブランケット付とした。 

泊3号機 
写真 

 

※ 同様な施工で撮影が可能な原子炉トリップしゃ断器   
   盤室を撮影 
 

添付資料-２ （14/21） 
５．１ バスダクト構造図（２／２） 
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試験体 
ケース１ 

タービン建屋・１次系建屋間の貫通部を模擬 
ケース２ 

Ａ又はＢ安全補機開閉器室間の貫通部を模擬 

試験結果 良 良 

表５ 試験結果 

   表５に試験結果を示す。いずれのケースも非加熱面側への火炎の噴出、発炎、火炎の
通るき裂等の損傷がなく、建築基準法に基づく耐火性能試験の判定基準を満足している
ことから、バスダクトは３時間の耐火性能を有している。 

５．２ 試験結果 
添付資料-２ （15/21） 
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試験概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

試験条件 

・国際規格であるISO 834に準拠した標準加熱時間-温度曲線に沿った加熱 
・泊3号機の火災区域境界に設置される防火扉の仕様を考慮し試験体を選定した。 
【両開き扉(一般)】 寸法：横1800mm,縦2045mm、板厚：1.6mm 
【両開き扉(ガラリ付)】 寸法：横1800mm,縦2071mm、板厚：1.6mm 
【両開き扉(欄間パネル付)】 寸法：横2760mm,縦2975mm、板厚：1.6mm 

判定基準 

建築基準法の規定に基づき判定 
①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 
③火炎が通る亀裂等の損傷が生じないこと。 

６．防火扉の3時間耐火に対する性能検証試験 

加熱 

試験体 

試験体 固定用治具 

固定用治具 

正面図 断面図 

（加熱側） （非加熱側） 

添付資料-２ （16/21） 
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６．１ 防火扉構造図 

両開き扉(一般) 両開き扉(ガラリ付) 両開き扉(欄間パネル付) 

構造 

泊3号機 
写真 

1,800 
2
,
0
45
 

1,800 

2
,
0
71
 

2,760 

2
,
9
75
 

添付資料-２ （17/21） 
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６．２ 試験結果 

 表６に試験結果を示す。いずれの試験体も非加熱面側への火炎の噴出、発炎、火炎の通
る亀裂等の損傷がなく、建築基準法に基づく耐火性能試験の判定基準を満たしていること
から、防火扉は３時間耐火性能を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 試験結果 

扉種別 両開き扉（一般） 両開き扉（ガラリ付） 両開き扉（欄間パネル付） 

試験結果 良 良 良 

添付資料-２ （18/21） 
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試験概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

試験条件 

・国際規格であるISO 834に準拠した標準加熱時間-温度曲線に沿った加熱 
・ダンパのサイズについては、泊３号機にて使用されている最大以上のサイズを選定 
 し、以下の丸型と角型とした。     
【丸型】 サイズ：直径455mm、羽根・ケーシングの板厚：1.6mmと2.3mmの2種類 
      羽根長さ：430mm、羽根幅：430mm 
【角型】 サイズ：2061mm×858mm、羽根・ケーシングの板厚：1.6mmと2.3mmの2種類 
      羽根長さ：1000mm、羽根幅：151mmと208mmの混合 

判定基準 

建築基準法の規定に基づき判定 
①非加熱側へ10秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。 
②非加熱側へ10秒を超えて継続する発炎がないこと。 
③火炎が通るき裂等の損傷を生じないこと。 

７．防火ダンパの3時間耐火に対する性能検証試験 

加熱 

加熱炉 

試験体防火ダンパ 

加熱条件：ISO834に規定される加熱曲線で 

       3時間加熱 

熱電対 

添付資料-２ （19/21） 
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７．１ 防火ダンパ構造図 

型式 丸型 角型 

構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泊3号機 
写真 

添付資料-２ （20/21） 
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７．２ 試験結果 

 表７に試験結果を示す。いずれのケースも非加熱面側への火炎の噴出、発炎、火炎の通
るき裂等の損傷がなく、建築基準法に基づく耐火性能試験の判定基準を満足していることか
ら、防火ダンパは３時間の耐火性能を有している。 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 試験結果 

試験体 丸型ダンパ 角型ダンパ 

試験結果 良 良 

添付資料-２ （21/21） 
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施工概要図 備      考 施工箇所例 

鉄
板 

○１時間障壁として使用。 
○遮炎性を有する。 
○他の施工方法に比べ、施工が容易。 
○障壁を設置する機器の耐震性への影響が軽微。 

ケーブルトレイ他
全般 

発
泡
性
耐
火
被
覆 

○１時間障壁として使用。 
○2時間の耐火性能を有する柱・梁の耐火被覆として、国土交 
  通大臣の認定を取得しているもの。 
 

ケーブルトレイ他
全般 
 

耐
火
ボ
ー
ド 

○１時間障壁及び３時間障壁として使用。 
○遮熱性及び遮炎性を有する。 
○単位体積当たりの重量が大きいことから、障壁を設置する 
  機器への耐震性に影響を与えないよう施工する。 
 

火災区域（区画）
に、部分的に通
過するケーブル
トレイなど。 

ラ
ッ
ピ
ン
グ 

○１時間障壁及び３時間障壁として、使用可能。 
○遮熱性及び遮炎性を有する。 
○単位長さ当たりの重量が大きいことから、障壁を設置する 
  機器の耐震強化工事が必要。 

火災区域（区画）
に、部分的に通
過するケーブル
トレイなど。 
 

耐火ボード及びラッピング等による分離 
 

添付資料-３ 

発砲前 発砲終了 
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１０ 補足説明資料 

泊発電所3号機 

火災影響評価について 

北海道電力株式会社 



10-  

ガイドとの適合性 

1 

原子力発電所の内部火災影響評価ガイド 
 
原子炉施設内で火災が発生しても、原子炉の高温停止及び低温停止（以
下、高温停止及び低温停止を総称して「安全停止」という。）に係わる安全
機能が確保されることを確認するために実施する内部火災影響評価の手
順の一例を示すもの。 

ガイドに従い内部火災に対する影響を評価した 



火災影響評価開始 

①火災区域／火災区画の設定 

評価の対象となる建屋ごとに火災区域を設定し、さらに
必要に応じて火災区画に細分化する。 

②情報及びデータの収集、整理 

火災区域（区画）内の可燃性物質、機器、ケーブル、隣
接区域（区画）との関係等の火災区域（区画）の特徴を
示す「火災区域（区画）特性表」を作成する。 

③スクリーニング 

火災区域ごとに、全可燃性物質の燃焼、全機器の機能
喪失を想定しても、原子炉の高温停止、低温停止に影
響が及ばない火災区域を除外。 

④火災伝播評価 

スクリーニングで除外されない火災区域を対象に、火災
区域を構成する火災区画における個別の可燃性物質
の発火、他の可燃性物質の発火の可能性を想定し、他
の火災区画への影響を評価。 

防護対策強化  

火災区画特性表に結果反映 

No  

Yes  

原子炉の 

高温・低温停止機能 

の確保 

火災影響評価は、下図に示すような、「火災区域／火災区画の設定」、「情報及びデータの収
集、整理」、「スクリーニング」「火災伝播評価」というステップで実施する。 

火災影響評価の手順 

終了 
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①火災区域／火災区画の設定 

【設定結果】 
 補足説明資料 
   「２．火災区域及び火災区画の設定について」 参照 

（１）火災区域の設定 

  火災による影響評価を効率的に実施するため、建屋内を火災区域に分割する。 

 

（２）火災区画の設定 

 火災区域を分割し、火災区画を設定する。 
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火災影響評価を実施するにあたって必要な情報を火災区域（区画）特性表として整理する。 

②情報及びデータの収集、整理 

【火災区域（区画）特性表に記載する内容】 

（２）火災区域（区画）特性表 

項目 記載する内容 

①火災区画の説明 建屋名、火災区域／区画名、床面積 

②火災区画の火災シナリオ 火災シナリオの想定の説明 

③火災区画にある火災源 発熱量、火災荷重、等価火災時間 

④火災区画にある防火設備 火災感知の手段、消火設備、消火方法、耐火壁の耐火時間 

⑤火災区画に隣接する火災区画と火災の伝播経路 伝播経路、火災伝播評価結果 

⑥火災により影響を受ける火災防護対象設備 機器名称、機器タイプ、機器番号、系統 

⑦火災により影響を受ける火災防護対象ケーブル 
トレイ番号、ケーブル番号、区分、機器番号、機器名称、系
統 

⑧火災により影響を受ける緩和系 項目⑥，⑦の系統 

⑨火災による起因事象と起因事象を引き起こす設備 起因事象、機器名称、機器名称 

⑩火災区画にある火災源機器数 火災源、機器数 

（１）火災防護対象機器の選定 

補足説明資料 「１．火災発生時の高温停止及び低温停止設備の選定について」 
          表６ 火災防護対象機器 参照 
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火災伝播評価を効率的に実施するため、火災区域（区画）特性表を利用して火災区域の
スクリーニングを実施する。 

スクリーニングにより摘出された火災区域は、引き続いて実施する火災伝播評価の対象
から除外する。 

 

③スクリーニング（1/3） 

スクリーニング手順は、以下の6 ステップにて実施する。 

ステップ 概要 参照する特性表項目 

1  隣接区域（区画）への火災伝播の可能性を評価する。 特性表項目：③④⑤ 

2 
対象火災区域及びステップ１において火災伝播の可能性
ありと評価された火災区域内において、影響を受ける機器、
緩和系を特定する。 

特性表項目：⑥⑦⑧ 

3 
ステップ2 により特定された緩和系に含まれるサポート系

の機能喪失により、影響を受けるフロントライン系を特定
する。 

依存性マトリックス 

4 
対象火災区域内の全ての機器及びケーブルが機能喪失
することにより、起こりうる起因事象を特定する。 

特性表項目：⑨ 

5 
ステップ4 において起因事象が存在しない場合は、当該火
災区域をスクリーンアウトする。 

手順書やLCOによるプラント停止の
要求有無確認 

6 

ステップ4 において特定された全ての起因事象について、

イベントツリーの定性的評価の結果、原子炉の高温停止
及び低温停止に係る安全機能が確保される場合には、当
該火災区域をスクリーンアウトする。 

イベントツリー，成功基準 
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特定された機器・緩
和系はあるか？ 

サポート系か？ 

３．サポート系の機能喪失により影響
を受けるフロントライン系設備の特定 

（依存性マトリックス） 

スクリーンアウト（A） 

A 

No 

Yes 

Yes 

No 

スクリーニング開始 

２．火災の影響を受ける機器・緩和系の特定 

１．火災伝播の可能性評価 

a.隣接区域への開口部が存在する。 

b.火災発生区域の等価時間＞火災伝播経路の耐火時間 

aまたはbに 

該当するか？ 

隣接火災区域の火災伝播評価 

＋ 

対象火災区域内の火災影響評価 

対象火災区域内の 

火災影響評価のみ 

No 

Yes 

１．火災伝播の可能性評価 スクリーニング手順のフローを示す。 

③スクリーニング（2/3） 
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５．定性的評価対象 

  起因事象の選定 

起因事象はあるか？ 

複数の起因事象がある
場合には，それらの起
因事象全てを定性的評
価対象として選定 

A 

Yes 

４．機器の機能喪失により起こりうる
起因事象の特定 

成功パスはある
か？ 

スクリーンアウト（C） 

火災伝播評価 

６．イベントツリーの定性的評価 

・当該緩和機能の喪失 

・新たに要求される機能の単一故障 

 （内的事象イベントツリー） 
 （緩和機能の成功基準） 

No 

Yes 

スクリーニング手順のフロー（つづき） 

③スクリーニング（3/3） 

起因事象として
「手動停止」を仮
定 

手順書やLCOによる 

プラント停止の要求 

スクリーンアウト（B） 

No 

No 

Yes 
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スクリーンアウトされなかった火災区域（区画）を対象に、それを構成する火災
区画内の個別の可燃性物質の発火を想定して、原子炉の安全停止機能への
影響を確認することを目的とする。火災伝播評価フローを下図に示す。 

④火災伝播評価（1/3） 

１．対象火災区画の特定 

（火災区域（区画）特性表） 
（区画情報（サイズ、構造材、換気条件） 

２．単一区画用の火災源の特定 

（火災区域（区画）特性表） 
（HRR＊1推定データ） 

４．火災源の影響範囲の推定 

（機器の損傷基準） 
（FDTｓ＊２によるＺＯＩ＊３評価結果） 

３．ターゲットの特定 

（火災区域（区画）特性表） 
（機器／ケーブル配置図） 

２．火災伝播評価用の火災源の特定 

（火災区域（区画）特性表） 
（ＨＲＲ推定データ） 

４火災伝播の評価 

３．伝播先火災区画に損傷を与える
ＨＲＲの算出 

（機器の損傷基準） 

火災区画内の評価 火災伝播評価 

５．火災区画内の評価 

*1 火災源の影響範囲（ZOI：Zone of Influence） 
*2 火災力学ツール（FDTs： Fire Dynamics Tools） 
*3 火災発熱速度（HRR：Heat Release Rate 物質が燃えるときの発熱速度（kW)） 
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火災源の影響範囲（ZOI*1）の範囲内にあるターゲットが損傷しないかを確認する。 

・火災源の影響範囲（ZOI*1）をFDTsで求める。 
  ①火炎高さ 
  ②フレーム中心温度 
  ③火炎による輻射 
  ④高温ガス層温度・高さ 

D 

Hf 

Hp 
Hg 

④高温ガス層の影響範囲 

プルームの影響範囲 

火炎の直接の影響範囲 

③輻射の影響範囲 
R 

*1 火災源の影響範囲（ZOI：Zone of Influence） 
*2 火災発熱速度（HRR：Heat Release Rate 物質が燃えるときの発熱速度（kW)） 
 

NUREG-1805はFire Dynamics Tools (FDTS)として知られる定量法である。 

• FDTs： Fire Dynamics Tools／火災力学ツール 

米国原子力規制委員会(NRC) により開発された、火災防護検査官が火災ハザード解析(FHA)を行
うための支援ツール。 

• FDTsは火災力学方程式と実験的相関を用いて開発された。FDTは以下に記載される技術に基づ
いている。 

 o Society of Fire Protection Engineers (SFPE)／火災防護エンジニアリングハンドブック 

 o National Fire Protection Association (NFPA)／ 火災防護ハンドブック 

（１）火災区画内の評価 

①Hf :火炎高さ 
   Hp :プルームの影響範囲高さ 
④Hg :高温ガス層の高さ 
③R   :輻射の影響範囲の高さ 
  D   :火炎の直径 

図 ZOIの評価モデル 

④火災伝播評価（2/3） 
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HRRが最大となる可燃性物質を特定し，伝播先のターゲットが損傷しないかを確認する。 

・火災源の影響範囲（ZOI*1） 
  ①火炎による輻射（保守的に開口部からの輻射と仮定） 
  ②高温ガス層温度・高さ（伝播元の影響が伝播先にも起きると仮定） 

*1 火災源の影響範囲（ZOI：Zone of Influence） 
*2 火災発熱速度（HRR：Heat Release Rate 物質が燃えるときの発熱速度（kW)） 
 

（２）火災伝播評価 

①輻射の影響範囲 

②高温ガス層の影響範囲 

開口部 

伝播元区画 

伝播先区画 

ターゲット 

可燃性物質 

④火災伝播評価（3/3） 

10-   10 



・ Ｂ系原子炉補機冷却水ポンプ室は、Ｂトレンの機器およびＡ，Ｂトレンのケーブルを設置して
いる。 

・Ｂトレンの機器およびケーブル等の火災が、Ａトレンのケーブルに伝播すると、補機冷却水の
喪失となる。 

・ Ｂトレンのポンプ、モータ、盤およびケーブルを火災源として、ＦＤＴｓにより火炎高さ、プルーム

中心温度、輻射、高温ガス温度を計算し、他のトレンのケーブルに火災の影響が伝播しないこ
とを確認。 

*1 火災発熱速度（HRR：Heat Release Rate 物質が燃えるときの発熱速度（kW)） 
*2 熱可塑性ケーブルの損傷基準（205℃）に達する高さ 
*3 熱可塑性ケーブルの損傷基準（6kW/m2）に達する高さ 
 

④火災伝播評価 

火災源：D－空調用冷凍機 
（Ｂトレン） 

ターゲット：Ａトレンのケーブル 

火災源の影響範囲 
（ZOI：Zone of Influence） 

ＺＯＩ内か 損傷するか 
火災発熱速

度 
HRR*1 

火災
等価
直径 

火災源
高さ 

床からの
高さ 

水平距
離 

垂直距
離 

直線距離 

５６９７．５２ 
kW 

２．２６ 
m 

３．４１ 
m 

６．４０ 
m 

３．６６ 
m 

２．９９ 
m 

４．７３ 
m 

火炎高さ ５．１７m × × 

プルーム中心温度*2 ９．５７℃ × × 

火炎による輻射*3 ３．６３m × × 

高温ガス層温度 １８０．５４℃ × × 
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ＦＤＴｓによるＺＯＩ評価結果の例  

（Ｂ系原子炉補機冷却水ポンプ室の例） 



実施した火災防護対策により，原子炉施設内で火災が発生し
ても、原子炉を安全に停止できることを確認している。 

火災影響評価結果 

泊３号機 火災区域／区画数 

スクリーンアウトした区画 

火災伝播評価した区画 

：全８２区画 

：  ７１区画 

：  １１区画 
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１０－１ 補足説明資料 

泊発電所３号機 

中央制御室の排煙設備について 

北海道電力株式会社 
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排煙設備について（１／３） 

排煙設備設置エリア 中央制御室（約３６０m２） 

排煙設備仕様 型式：可搬式軸流式ファン 
容量：１２０m３/min台※ 

台数：３台 

原子炉補助建屋 

 

電気建屋 
PA通路 屋外 

 

排煙ファン 

 

ＰＡ通路 

 

ダクト 

 

中央制御室 

ダンパ 

 

排出口 

 
点検口 

 

排煙系統イメージ図 

設備概要 

※：容量の考え方は建築基準法を参考とした。（床面積(ｍ2)×1ｍ3/ｍｉｎ） 

１．審査基準（２．３（５）） 

 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域及び中央制御室のような通常運転員が駐
在する火災区域では、火災発生時の煙を排気できるように排煙設備を設置すること。なお、
排気に伴い放射性物質の環境への放出を抑制する必要が生じた場合には、排気を停止でき
る設計であること。 

 

２．対策 

中央制御室に排煙設備を設置する。また、手動での停止が可能な設計とする。 

排煙ファンイメージ図 

630 

5
9

0
 

ダクトイメージ図 

Φ
4
0
0

 

程
度

 



排煙設備について（２／３） 

排煙設備設置図 

PA通路 

PA通路 

屋外 
（電気建屋屋上） 

中央制御室 

F 

F 

F 

原子炉補助建屋 

排煙ファン 

写真② 

写真① 

写真①（吸込口） 写真②（排出口） 

吸込口 

排出口 

 
PA通路 

21.7M 

17.8M 

耐火ボード 
コンクリート壁 
排煙用ダクト 

 
中央制御室 

化粧天井裏 

通路 

PA通路 

扉 

F 

吸込口 

排出口 点検口 

A B,C D,E F 

A-B,C-D,E-F断面図 

A B 

C D 

E 

F 
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排煙設備について（３／３） 

３．排煙設備設置について 

 

排煙設備は初期消火要員３名程度で設置予定。 

排煙設備（排煙ファン、ダクト等）は、火災発生時、最小の組立ですむよう、事前
にブロック化し、短時間で起動可能な状態で保管する。 
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１１ 補足説明資料 

泊発電所３号機 

放射性物質貯蔵等の機器に対する 

火災防護対策について 

北海道電力株式会社 



 1.はじめに 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

2. 基本事項 

 （１）原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、 

   系統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災 

   区画の分類に基づいて、火災発生防止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減の 

   それぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

    ① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する 

      構築物、系統及び機器が設置される火災区域及び火災区画 

    ② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置 

      される火災区域 

 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器のうち、
火災によって放射性物質を環境中に放出させるおそれがある設備（以下、「放
射性物質貯蔵等の機器」という。）に対して、火災防護対策を実施する。 

 要求事項 
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 2. 放射性物質貯蔵等の機器 

2

 放射性物質貯蔵等の機器は、気体廃棄物処理設備、液体廃棄物処理設備及び
固体廃棄物処理設備などの放射性廃棄物処理設備と燃料の貯蔵等である。 

放射性物質貯蔵等の機器 

・使用済燃料ピット 

・新燃料貯蔵庫 

【燃料の貯蔵等】 

・ガス圧縮装置 

・ガスサージタンク 

・ホールドアップ塔 

【気体廃棄物処理設備の貯蔵等】 

・ほう酸回収系 

・廃液処理系 

・洗浄排水系 

【液体廃棄物処理設備の貯蔵等】 

・使用済樹脂貯蔵タンク 
・セメント固化装置 
・固体廃棄物貯蔵庫 
 

【固体廃棄物処理設備の貯蔵等】 
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 ３.火災感知設備の設置について（1/４） 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する 

    構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び 

    消火を行える設計であること。 

  （１）火災感知設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３.1要求事項 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条
件や予想される火災の性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知で
きる場所に設置すること。 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は
同等の機能を有する機器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっ
ては、感知器等の誤作動を防止するための方策を講じること。 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

 放射性物質貯蔵等の機器を設置している場所については、火災を早期に感 

知し、消火活動を行うために火災感知設備を設置する。  
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 3.2 火災感知器の設置の考え方について 

 火災感知器は、早期に火災を感知するため、固有の信号を発する異なる種類の感知器を火災
感知器の取付面高さ、火災感知器を設置する周囲の温度、湿度及び空気流等の環境条件を考
慮して設置する。 

 火災の早期感知のため、発煙段階から感知できる煙感知器と火災による温度上昇を早期に感
知できる熱感知器を設置する。 

 ただし、周囲の環境条件により、火災感知器を設置することができない箇所について以下に示
す。 

 ３.火災感知設備の設置について(２/４） 

3.2.1 使用済樹脂貯蔵タンク 

 使用済樹脂貯蔵タンクが設置されている部屋は、線量が100mSV/h 以上であり、年間の線
量限度である50mSV/年を30 分未満で到達することから、火災感知器の設置や点検等ができ
ない。 

 また、放射性物質を含む廃樹脂が貯蔵されている使用済樹脂貯蔵タンクは、金属製であ
ること、タンク内に貯蔵している廃樹脂は水で浸かっていること及び可燃物もないことか
ら、火災が発生する可能性はない。 

 したがって、使用済樹脂貯蔵タンクに、火災感知設備の設置は不要である。 
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 ３.火災感知設備の設置について(3/4） 

 使用済燃料ピットの側面と底面は、金属とコンクリートに覆われており、ピット内は
燃料の上部まで水に浸かっているため、火災源となるものはないことから火災感知設備
の設置は不要である。 

3.2.2 使用済燃料ピット 

3.2.3 新燃料貯蔵庫 

 新燃料貯蔵庫は、側面と底面が金属とコンクリートに覆われており、新燃
料貯蔵庫の上部には蓋が設置しているため、火災源となるものはない。 
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 3.3 火災感知設備の受信機 

 火災感知設備の受信機は、以下の機能を有するアナログ式の受信機を設置する。 

①作動した火災感知器を１つずつ特定できること。 

②平常時の温度及び煙の濃度を監視し、急激な温度及び煙の濃度の上昇を把握する 

  アナログ式の火災感知器を接続可能であること。 

③アナログ式の火災感知器の自動試験が可能であること。 

 ３.火災感知設備の設置（４/４） 

3.4  火災感知設備の電源 
 火災感知設備の受信機は、外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるように、
非常用所内電源から受電可能または、予備電源にて1時間警戒10分鳴動*可能である。 
             ＊「受信機に係る技術上の規格を定める省令」第4条第1項第8号ホ 

3.5 火災感知設備の中央制御室等での監視 

 自動火災報知設備 受信機は、中央制御室等に監
視可能である。 

自動火災報知設備 受信機 11- 6 



 ４.消火設備の設置について（1/6） 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全 

機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限定し、 

早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

 4.1要求事項 

 放射性物質貯蔵等の機器を設置している場所については、火災を早期に感 

知し、消火するため消火設備を設置する。 
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4.2 消火設備の設置   

  放射性物質貯蔵等の機器に火災が発生した場合に、火災を早期に消火するた
め、火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知、消火」に基づき、消火設備の設

置を行う。なお、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なとこ
ろには、「自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備」を設置する。 

４.消火設備の設置について（2/6） 

4.2.1 自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備（新設）  

 火災防護に係る審査基準の「2.2 火災の感知、消火」に基づき、火災時の
煙の充満、放射線の影響等により消火が困難となる可能性も考慮し、放射性
物質貯蔵等の機器を設置している部屋の早期の消火を目的として設置する。 

 消火設備については、「ハロン」、「スプリンクラー」、「水噴霧」等か
ら設置する。  
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４.消火設備の設置について（3/6） 

4.2.2 水消火設備及び消火器について（既設）   

 火災時に全ての火災区域及び火災区画の消火が早
期に行えるよう、消火栓、消火器を配置している。 

 水消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる水
量を備えている。 

 なお、消火用水供給水系には所内用水系の（780m3）
に対して、十分な水量（ろ過水タンク：約12,000m3 ）を確
保している。また、消火ポンプについては、電動機消火
ポンプ、ディーゼル駆動消火ポンプを１台ずつ有し、多
重性又は多様性系統と隔離できるように、隔離弁を設
置し、消火用水の供給を優先できるようにしている。 

4.2.3  移動式消火設備について（既設） 

 移動式消火設備については、化学消防自動車及び水槽付消防ポンプ自動車を各１台配
備し、消火ホース等の資機材を備え付けている。また、消火配管の破損に備え、消防車を
用いて、火災防護対象機器等を設置している建屋の消火栓に給水することを可能とする
連結送水口を原子炉補助建屋に設置している。 

 なお、化学消防自動車等の取扱いについては、 ２４時間発電所構内に常駐している初
期消火要員により対応可能である。 

ディーゼル駆動消火ﾎﾟﾝﾌﾟ 
（給排水処理建屋内） 
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４.消火設備の設置について（4/6） 

4.3 消火設備設置箇所の選定について 
 消火設備の設置については、火災を早期に消火するため、火災時に煙の充満、
放射線の影響等により消火活動が困難なところには、「自動消火設備又は手動
操作による固定式消火設備」を設置する。ただし、可燃物等がなく消火困難に
ならないと考えられる以下の場所については、既存の消火設備とする。 

 
4.3.1 液体廃棄物処理設備 

 液体廃棄物処理系の各機器については、液体中に放射性物質が存在している
ものもあるが、火災が発生し機器から液体中の放射性物質が流出しても液体で
あり、床ドレンとして回収される。また、設置している部屋には、可燃物が殆
どない。なお、各機器が設置されている部屋には、火災感知器が設置されてお
り、万一の火災時には、屋内消火栓及び消火器にて消火を行う。 
 
 

洗浄排水蒸留水タンク 廃液蒸留水タンク 
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4.3.2 使用済樹脂貯蔵タンク 
 使用済樹脂貯蔵タンクが設置されている部屋は、線量が100ｍSV/h 以上
であり、年間の線量限度である50ｍSV/年をすぐに到達することから、設
置や点検等ができない。 
 また、放射性物質を含む廃樹脂が貯蔵されている使用済樹脂貯蔵タンク
は、金属製であること、タンク内に貯蔵している廃樹脂は水で浸かってい
ること及び可燃物もないことから、火災が発生する可能性はない。 

 

 

４.消火設備の設置について（5/6） 

3A-使用済 

樹脂貯蔵 

タンク 

コンクリート部 コンクリートプラグ 

3B-使用済 

樹脂貯蔵 

タンク 

3C-使用済 

樹脂貯蔵 

タンク 

A-A断面図 

A A 
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４.消火設備の設置について（6/6） 

4.3.3 使用済燃料ピット 
 使用済燃料ピットの側面と底面は、金属とコンクリートに覆われており、ピ
ット内は燃料の上部まで水に浸かっている。 
 

4.3.4 新燃料貯蔵庫 
 新燃料貯蔵庫は、側面と底面が金属とコンクリートに覆われており、新燃料
貯蔵庫の上部には蓋が設置しているため、火災源となるものはない。 
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 ５.火災発生時の放射性物質貯蔵等の機器への影響確認（1/5） 

 放射性物質貯蔵等の機器の火災による影響を確認した結果、必要な貯蔵及
び閉じ込め機能に影響を受けないことを確認した。 

5.1 気体廃棄物処理系 
 気体廃棄物処理設備は、ガスサージタンク、ホールドアップ塔等がある。  
ホールドアップ装置処理系は、ガスサージタンクからの廃ガス及び体積制御
タンクからのパージガス等をホールドアップ塔経由でガス中の放射性物質濃
度を低減させ排気筒から大気へ放出する。  

 
5.1.1 ホールドアップ装置処理系 

 大気への放出ラインに設置されている空気作動弁はフェールポジションを
取ることから、放射性物質の閉じ込めが可能である。万一、開となった場合
でも、ホールドアップ装置処理系そのものの性能・機能には影響がない状態
であるため、ホールドアップ塔内の放射性物質が制御されない状態で大気へ
放出されることはない。  

  
 以上のことから、気体廃棄物処理設備は火災によって必要な閉じ込め機能
に影響を受けないことを確認している。 
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 ５.火災発生時の放射性物質貯蔵等の機器への影響確認（2/5） 

5.2  液体廃棄物処理系 
 液体廃棄物処理設備は、液体廃棄物の性状に応じて処理するため、ほう酸回
収系、廃棄物処理系及び洗浄排水系がある。 

 これらの液体廃棄物処理設備で環境への放出ラインに設置されている空気作
動弁はフェールポジションを取ること、放出ラインにつながっているタンクは金属
製の容器であり、蒸留処理された液体のみを貯蔵していることから環境への影
響はない。また、液体廃棄物を内包する機器は不燃性である金属を使用してお
り放射性物質の閉じ込めが可能である。万一、漏えいが発生したとしても、床ド
レンを介して液体廃棄物処理設備に回収されることから、環境に直接放出するこ
とはない。 

 以上のことから、液体廃棄物処理設備は、火災時において必要な閉じ込め機
能に影響を受けないことを確認している。 

 

5.2.1 ほう酸回収系  
 １次冷却材ドレンを回収し、ほう酸回収装置脱塩塔で処理後、ほう酸回
収装置に送り、蒸発濃縮処理する。蒸留水はさらに廃液蒸留水脱塩塔で浄
化し、廃液蒸留水タンクへ移送・貯留されることから、環境への放出は浄
化された系統のみである。  
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5.2.2 廃液処理系  
 機器ドレン、床ドレン、強酸以外の薬品ドレンは、廃液貯蔵ピットに回
収貯留され、廃液蒸発装置へ送り、そこで蒸発濃縮処理する。蒸留水はさ
らに廃液蒸留水脱塩塔で浄化し、廃液蒸留水タンクへ移送・貯留されるこ
とから、環境への放出は浄化された系統のみである。  
 なお、濃縮廃液はセメント固化装置へ送り固化体とする。 

 
5.2.3 洗浄排水系  

 洗たく排水、手洗排水及びシャワー排水は、洗浄排水タンクに貯留され、
洗浄排水蒸発装置へ送り、蒸発処理する。蒸留水は洗浄排水蒸留水タンク
へ移送・貯留されることから、環境への放出は浄化された系統のみである。 
 なお、濃縮廃液は雑固体焼却設備で焼却処分するため、洗浄排水濃縮廃
液移送容器へ送り処理する。 

 ５.火災発生時の放射性物質貯蔵等の機器への影響確認（3/5） 
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 ５.火災発生時の放射性物質貯蔵等の機器への影響確認（4/5） 

5.3 固体廃棄物処理系 
 固体廃棄物処理設備は、廃棄物の種類に応じて、処理又は貯蔵保管するた
め、使用済樹脂貯蔵タンク及びセメント固化装置がある。 
 これらについて、以下のとおり火災によって必要な閉じ込め機能に影響を
受けないことを確認している。 
 

5.3.1 使用済樹脂貯蔵タンク  
 使用済樹脂貯蔵タンクは、金属製のタンクであり、樹脂と液体（純水）を
貯蔵し、コンクリート壁で遮蔽された区画内に設置しているため、万一、火
災が発生したとしても放射性物質が環境に放出されることはない。 

  
5.3.2 セメント固化装置  

 セメント固化装置は、濃縮液をセメントによって固化する装置であり、火
災によって濃縮液が装置外に漏えいしたとしても、床ドレンより液体廃棄物
処理系に回収される。また、濃縮液を固化したドラム缶は金属性の容器であ
り、火災により放射性物質が環境に放出されることはない。 

11- 16 



 ５.火災発生時の放射性物質貯蔵等の機器への影響確認（5/5） 

5.4 使用済燃料ピット（使用済燃料ラックを含む） 

 火災により使用済燃料ピットの冷却系の機能が喪失した場合、燃料取替用
水ピットからの補給又は補給水等の補給により、使用済燃料ピット水の補給
が可能であり、ピット水の使用済燃料の冷却を確保できるため、使用済燃料
の損傷は防止可能である。 

 使用済燃料ラックは不燃性材料であり、火災により損傷しないため、ラッ
クの損傷による放射性物質の放出は生じない。 
 

5.5 新燃料貯蔵庫 

 新燃料ラックは不燃性材料であり、火災により損傷しないため、ラックの損傷によ
る放射性物質の放出は生じない。 
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  火災感知設備、自動消火設備の設置の有無 

設  備 感知設備 
（◎異なる感知器設置 ○既設、×非設置） 

消火設備 
（◎自動消火設備等設置 ○消火栓、消火器設置 ×非設置） 

 ガス圧縮装置まわり ◎  ◎ 

【燃料の貯蔵等】 

【気体廃棄物処理設備の貯蔵等】 

【液体廃棄物処理設備の貯蔵等】 

【固体廃棄物処理設備の貯蔵等】 

設  備 感知設備 
（◎異なる感知器設置 ○既設、×非設置） 

消火設備 
（◎自動消火設備等設置 ○消火栓、消火器設置 ×非設置） 

 ほう酸回収系 ◎ ○ 

 廃液処理系 ◎ ○ 
 洗浄排水系 ◎ ○ 

設  備 感知設備 
（◎異なる感知器設置 ○既設、×非設置） 

消火設備 
（◎自動消火設備等設置 ○消火栓、消火器設置 ×非設置） 

使用済樹脂貯蔵タンク × × 
セメント固化装置 ◎ ◎ 

固体廃棄物貯蔵庫 ◎ ◎ 

設  備 感知設備 
（◎異なる感知器設置 ○既設、×非設置） 

消火設備 
（◎自動消火設備等設置 ○消火栓、消火器設置 ×非設置） 

使用済燃料ピット ×  ○ 

新燃料貯蔵庫 × ○ 
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泊発電所３号機  

格納容器内の火災防護について 

１２ 補足説明資料 

北海道電力株式会社 

枠囲みの内容は核物質防護情報に属しますので公開できません。 



 格納容器は、３時間以上の耐火能力を有する耐火壁により、他の火災区域及び

火災区画から分離されている。   
     

 火災発生時には、以下の対策により早期感知、確実な消火が可能となっている。 

  【火災感知】 
 格納容器内においても火災感知器を適正に配置し、中央制御室への吹鳴によ
り早期感知が可能となっている。 

  【消火設備】 
 格納容器内には、消火設備が設置されており、２４時間発電所内に常駐してい
る初期消火要員により初期消火活動が可能となっている。 

  【火災の発生防止、影響軽減】 

   油内包機器の油漏えい対策として１次冷却材ポンプの油回収装置を設置等す
るとともに、ケーブル・計装品に対しては難燃・不燃材料の使用、鋼製電線管への
布設等により火災の発生防止、影響軽減対策としている。 

 泊発電所３号機の格納容器内において、単一の内部火災が発生した場
合においても、以下の対策により火災の発生防止、早期感知、確実な消火
が可能となっている。 

 

１．はじめに 
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（１）ケーブル   
   格納容器内の火災防護対象ケーブルは、全て鋼製電線管内に布設されており、
核計装用ケーブルを除き、燃焼試験にて、自己消火性及び延焼性を確認した難
燃性ケーブルを使用している。 

   核計装用ケーブルについては、微弱電流・微弱パルスを扱っており、耐ノイズ性
を確保するために、絶縁体に誘電率の低い架橋ポリエチレンを使用している。ま
た、核計装用ケーブルは、他のケーブルと一緒に布設されるおそれのあるトレイ
やダクトに布設しておらず、専用電線管に布設することで、耐延焼性を確保でき
ている。 

２．火災の発生防止 

（２）計装品他  
   格納容器内の他の火災防護対
象機器である計装品などの主要構
造材は、金属製である。 

  格納容器内計装品・ケーブル布設状況 
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２．火災の発生防止 

（３）油内包機器  
   格納容器内の油内包機器は、漏えい防止対策として、シール構造を採用し、主
要構造材は金属であることにより、火災発生防止対策を実施している。 

油内包機器の漏えい防止対策 

12-3 

（ポンプの内包潤滑油量：約1.3L，ドレンポット受け容量：約3.3L） 

格納容器冷却材ドレンポンプ 



２．火災の発生防止 

（4）油内包機器(1次冷却材ポンプ)  
   1次冷却材ポンプ電動機は、万が一、潤滑油が漏洩した場合を想定し、
油回収タンクを設置し、潤滑油が高温配管と接触することによる火災の発
生を防止している。 

1次冷却材ポンプ電動機油回収系統 
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1次冷却材ポンプ電動機油回収タンク 

（電動機1台の全油量1.0m3を全量回収可能な容量1.5m3） 

ループ室外 
格納 

容器 

貫通部 

原子炉周辺建屋 

ループ室内 

格納容器 

1次冷却材ポンプ電動機 

油回収タンク 

油回収ポンプ 
油収 

オイルパン 

ドラム缶 

移送 

仮設ホース 



（１）火災感知設備 
   格納容器内の火災感知設備は、格納容器外と同様に設置している。 

３．火災の感知、消火 

（２）消火設備 
 火災を早期消火するため、
格納容器内に消火設備を設
置している。 

   また、格納容器内で活動で
きるよう防火服、空気呼吸器
等の装備を備えている。 

火災感知器を設置する環境条件（周囲の温度、湿度、空気の流れ）を踏まえ設置 

 ループ室・加圧器室 放射能を含むほこり等により、誤動作することのない「熱感
知器」を採用。 

早期感知・誤動作防止 

 既設の光電アナログ式スポット型煙感知器に加え、異なる原理の感知器として、
熱アナログ式スポット型熱感知器を追加設置することにより、１つずつ場所を特定
し、過去の状況を監視可能としている。 
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４．格納容器内での消火活動（１／４） 

 消火活動の成立性を確認するため、初期消火要員の
火災現場へのアクセスルートの確認、火災現場への到
達時間の測定等を行った。（夜間・休日での活動を想定）    

    

（１）格納容器内で想定する火災 

 火災源としてエアロックから最も遠い油内包機器（格納容
器冷却材ドレンポンプ）からの漏えい油による火災を想定
した。  
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（２）格納容器内で火災が発生した場合、初期消火要員で消火活動を開始する。 

①発電課長（当直）は火災報知器あるいは通報により火災発生を確認した場合、警備本
部、通報者に通報する。 

②警備本部（副警備長）は初期消火要員に活動指示を行う。 

③通報者は直ちに公設消防に通報する。 

④初期消火要員（８名）は、３号機出入監視室に集合後、防火服等を装備し火災現場に
移動する。 

⑤エアロック前で役割分担確認後、格納容器内で消火活動を開始する。 

⑥消火器を使った消火活動を開始すると共に、消火栓の放水準備を行う。 

⑦消火器で消火できなかった場合は、消火栓での消火活動を開始する。 

  （P12-8に①～⑦の活動を示す） 

格納容器冷却材ドレンポンプ 



４．格納容器内での消火活動（２／４） 

（３）消火活動の成立性について 

 消火活動の成立性について検証し、１５分以内に消火活動を開始できるこ
とを確認した。（P12-9） 

 火災発生場所へのアクセスルート（P12-10）を確認した。 

 軸受けから漏えいした油は、オイルパン、堰に留まると共に周囲に可燃物
は無いことから、局所的な火災の範囲に限定される。  

 格納容器内の容積（直径約40ｍ、高さ約76ｍ、自由体積 約66,000m3）が

大きいこと、部屋等の区切られた空間になっていないこと、複数のアクセス
ルートがあることから、煙により消火活動を妨げられることはない。 

 格納容器内での消火活動の成立性について確認したが、今
後、プラントの出力運転時や定検時など運転状況等も考慮し
た消火活動について継続検討していく。 
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４．格納容器内での消火活動（３／４）  

 

消防署 

格納容器内火災発生時の初期消火対応  【夜間･休日】 

 

警備本部（副警備長） 

 

 

 

中央制御室 

消火栓操作 

［２名］ 
［委託警備員］④⑤ 

・案内誘導 

総合管理事務所 

連絡者［１名］ 

［発電課長（当直）］① 
現場指揮者 

［１名］ 

［当直副長］③ 

消火担当［５名］ 
［委託警備員］ 

⑥⑦⑧⑨⑩ 

 119番混線によ
り通報不能時は，
専用回線により
当直課長から通

報する。 

119番 

専用回線 
通報者［１名］
［当番者］② 

公設消防が入構する守衛
所 

 
案内誘導［１名］ 

［委託警備員］⑪ 

社内電話 (3) (2) 

⑪ 

公設消防出動 

(1) 

社内電話 

・筒先 

・筒先 

・操作 

・操作 

・現場指揮 

（火点） 

火災現場 

消火対象 

感知器 

or 

発見者 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

・補助 

・補助 

・伝令 

・補助 
⑩ 

屋内消火栓 

 （水利） 

屋内消火栓 

 （水利） 

消火器 

火災発生エリアの出入監視室（装備着用） 

12-8 

① ① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

⑥、⑦ 

①～⑦は、本文中の
消火活動手順を示す 



４．格納容器内での消火活動（４／４）  
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格納容器内の消火活動における対応手順と所要時間 

5 10 15 20 25 30

1 発電課長（当直）消火活動指示 通報者に連絡

3 初期消火要員出動　３号機出入監視室に集合

4 初期消火要員　装備装着（防火服、空気呼吸器等） 火災箇所の周知

5 ３号機格納容器エアロック前に到着 APD装着後管理区域入域

6 エアロックより、格納容器内に入室 役割分担の確認

7 火災現場に到着、消火器による初期消火開始 並行して屋内消火栓の準備開始

6 屋内消火栓による消火活動開始（消火器で消火失敗の場合）

経過時間（分）
備　　考活動内容Ｎｏ．



５．アクセスルート（１／２）        

①中央警備所等の詰所から出入管理建屋に移動（委託員） 

①現場指揮者（当直員）は中央 

 制御室から出入管理建屋に移動 

②出入管理建屋で合流後、装備を 

 着装し格納容器に移動開始 
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５．アクセスルート（２／２）       

③階段室より上階へ移動 

④エアロックより 

 格納容器内に 

 入域 

⑤階段を使用し下階へ移動 

⑥格納容器冷却材ドレンポンプへ 

12-11 



１３ 補足説明資料 

泊発電所３号機  

火災防護に係わる審査基準への対応状況について 

北海道電力株式会社 
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火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

1. まえがき 

 本基準は、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第５号）第８条に定める火災防護の設計方針に基づき、発電用軽水型原子炉施

設（以下「原子炉施設」という。）の火災防護対策の詳細に関 

して、原子炉施設の安全機能確保の観点から、考慮すべき事項を定めたものである。 

 なお、本基準に適合しない場合であっても、それが技術的な改良、進歩等を反映したものであって、

本基準を満足する場合と同等又はそれを上回る安全性を確保し得ると判断される場合は、これを排除す

るものではない。 

 

（参考）（ここで「参考」とは、対審査官に向けての視点、注意事項を整理したものである。） 

 原子炉施設は、火災によりその安全性が脅かされることがないように、適切な火災防護対策を施して

おく必要がある。 

 本基準では、火災の発生防止対策を示すとともに、火災の感知及び消火、並びに火災の影響軽減対策

をとり入れている。 

 人為的な火災や定期検査時に持ち込まれる可燃性物質による火災、又は溶接作業等により発生する可

能性がある火災等については、管理に係る事項であることから、本基準の対象外としている。 

 

1.1 適用範囲 

 本基準は、原子炉施設に適用する。 

 

1.2 用語の定義 

 本基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 「不燃性」 火災により燃焼しない性質をいう。 

(2) 「難燃性」 火災により燃焼し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はその燃焼

部が広がらない性質をいう。 

(3) 「耐火壁」 床、壁、天井、扉等耐火構造の一部であって、必要な耐火能力を有するものをいう。 

(4) 「隔壁」 火災の影響を防止するための不燃性又は難燃性の構造物をいう。 

(5) 「消火設備」 消火器具、消火栓、消火配管、自動消火設備、手動消火設備、移動式消火設備（消

防車等をいう。）及び消火水槽をいう。 

(6) 「火災感知設備」 火災の感知を行い、警報等を行う設備をいう。 

(7) 「火災荷重」 ある空間内の可燃性物質の潜在的発熱量をいう。 

(8) 「難燃ケーブル」 火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去した場合はそ

の燃焼部が広がらない性質を有するケーブルをいう。 

(9) 「可燃性物質」 不燃性材料以外の材料をいう。 

(10) 「発火性又は引火性物質」 可燃性物質のうち、火災発生の危険性が大きい、火災が発生した場合

に火災を拡大する危険性が大きい、又は火災の際の消火の困難性が高いものをいう。 

(11) 「火災区域」 耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている建屋内の区域をいう。 

1.概要 

 本資料は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」第八条及び「実用発電用

原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」第十一条に定める火災防護の設計を示すとともに、その設計が「実用

発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」に適合しないものでないことを確認するものである。 

 本資料の構成としては、火災防護の基本方針、火災発生防止、火災の感知及び消火並びに火災の影響軽減からなってい

る。 
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火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

(12) 「火災区画」 火災区域を細分化したものであって、耐火壁、離隔距離、固定式消火設備等により

分離された火災防護上の区画をいう。 

(13) 「火災防護対象機器」 原子炉の高温停止または低温停止に影響を及ぼす可能性のある機器をい

う。 

(14) 「火災防護対象ケーブル」 火災防護対象機器を駆動若しくは制御するケーブル（電気盤や制御盤

を含む。）をいう。 

(15) ｢安全機能｣ 原子炉の停止、冷却、環境への放射性物質の放出抑制を確保するための機能をいう。 

(16) ｢多重性｣ 同一の機能を有する同一の性質の系統又は機器が二つ以上あることをいう。 

(17) ｢多様性｣ 同一の機能を有する異なる性質の系統又は機器が二つ以上あることをいう。 

(18) ｢独立性｣ 二つ以上の系統又は機器が設計上考慮する環境条件及び運転状態において、共通要因又

は従属要因によって、同時にその機能が阻害されないことをいう。 

(19) 「単一故障」 単一の原因によって一つの機器が所定の安全機能を失うことをいう。単一の原因に

よって必然的に発生する要因に基づく多重故障を含む。 

 

（参考） 

(2) 建築基準法施行令（昭和２５年１１月１６日政令第３３８号）における用語の定義について 

第１条 この政令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

６ 難燃材料 

  建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後５分間第１０８条の２

各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第１号及び第２号）に掲げる要件を満

たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 

第１０８条の２ 法第２条第９号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火

災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後２０分間次の各号（建築物の外部の仕上げに用いる

ものにあつては、第１号及び第２号）に掲げる要件を満たしていることとする。 

一 燃焼しないものであること。 

二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。 

三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 

 

2. 基本事項 

(1) 原子炉施設内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系統及び機器を火災

から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防

止、火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じること。 

 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機

器が設置される火災区域及び火災区画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.基本事項 

(1) 発電用原子炉施設（以下、原子炉施設という。）内の火災区域又は火災区画に設置される安全機能を有する構造物、系

統及び機器を火災から防護することを目的として、以下に示す火災区域及び火災区画の分類に基づいて、火災発生防止、

火災の感知及び消火、火災の影響軽減のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じる。 

 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域及び火災区画は以下の考え方で設定する。 

ａ．火災区域は、耐火壁によって囲まれ、他の区域と分離されている区域であり、次の考え方により設定する。 
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火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域 

 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び職員の体制を含めた火災

防護計画を策定すること。 

 

（参考） 

 審査に当たっては、本基準中にある（参考）に示す事項について確認すること。また、上記事項に記

載されていないものについては、JEAC4626-2010 及びJEAG4607-2010 を参照すること。 

 なお、本基準の要求事項の中には、基本設計の段階においてそれが満足されているか否かを確認する

ことができないものもあるが、その点については詳細設計の段階及び運転管理の段階において確認する

必要がある。 

 

火災防護計画について 

１．原子炉施設設置者が、火災防護対策を適切に実施するための火災防護計画を策定しているこ

と。 

２．同計画に、各原子炉施設の安全機能を有する構築物、系統及び機器の防護を目的として実施さ

れる火災防護対策及び計画を実施するために必要な手順、機器、組織体制が定められているこ

と。なお、ここでいう組織体制は下記に関する内容を含む。 

① 事業者の組織内における責任の所在。 

② 同計画を遂行する各責任者に委任された権限。 

③ 同計画を遂行するための運営管理及び要員の確保。 

火災が発生した場合においても原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持する系統は以下となる。 

原子炉停止系 

安全保護系 

補助給水系統 

体積制御系統 

高圧注入系統 

主蒸気系統 

余熱除去系統 

原子炉補機冷却海水系統 

原子炉補機冷却水系統 

制御用空気系統 

非常用電源系 

これらの系統を構成する機器、ケーブルを設置する建屋に火災区域を設定する。 

 

ｂ．火災区画は、原子炉の安全停止に係る系統を、火災区域内で系統分離するために設定する。 

 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域 

 

(2) 火災防護対策並びに火災防護対策を実施するために必要な手順、機器及び体制を含めた火災防護計画を策定する。 

 火災防護計画の記載内容 

１．総則                           

２．一般事項                          

    ３．責任と権限                         

    ４．消防活動の組織編成と運営 

    ５．火災発生防止 

    ６．火災感知設備                   

        ７．消火設備 

    ８．自然現象に対する火災防護対策 

    ９．火災の影響軽減対策 

   １０．火災の影響評価の実施 

   １１．定期的な評価及び改善 

   １２．記録の保管 
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火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

３．同計画に、安全機能を有する構築物、系統及び機器を火災から防護するため、以下の3 つの深

層防護の概念に基づいて火災区域及び火災区画を考慮した適切な火災防護対策が含まれているこ

と。 

① 火災の発生を防止する。 

② 火災を早期に感知して速やかに消火する。 

③ 消火活動により、速やかに鎮火しない事態においても、原子炉の高温停止及び低温停止の機

能が確保されるように、当該安全機能を有する構築物、系統及び機器を防護する。 

４．同計画が以下に示すとおりとなっていることを確認すること。 

① 原子炉施設全体を対象とする計画になっていること。 

② 原子炉を高温停止及び低温停止する機能の確保を目的とした火災の発生防止、火災の感知及

び消火、火災による影響の軽減の各対策の概要が記載されていること。 

 

2.1 火災発生防止 

2.1.1 原子炉施設は火災の発生を防止するために以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計である

こと。 

(1) 発火性又は引火性物質を内包する設備及びこれらの設備を設置する火災区域は、以下の事項を考慮

した、火災の発生防止対策を講じること。 

① 漏えいの防止、拡大防止 

 発火性物質又は引火性物質の漏えいの防止対策、拡大防止対策を講じること。 

ただし、雰囲気の不活性化等により、火災が発生するおそれがない場合は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1火災発生防止 

2.1.1火災の発生を防止するため、以下の火災防護対策を講じた設計とする。 

 

（1）発火性又は引火性物質内包機器の対策。 

 

①漏えいの防止、拡大防止 

 火災区域内に設置されている機器に内包される発火性又は引火性の液体としては潤滑油、燃料油があり、これらを内包

する機器については溶接構造の採用等により漏えいを防止し、また、必要に応じて、堰等を設置し、漏えいした潤滑油等

が拡大することを防止している。火災区域内に設置される系統に内包される発火性又は引火性の気体としては水素があ

り、これらを内包する体積制御タンクまわり、気体廃棄物処理設備まわりでは、溶接構造の採用等により漏えいを防止し

ている。漏えい防止および拡大防止措置は以下のとおり。 

 

 【油内包機器】 

防護対象 油内包機器 漏えい防止対策 拡大防止対策 

補助給水系統 

タービン動補助給水ポンプ 
・シール構造 

・ガスケット挿入 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

電動補助給水ポンプ 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

体積制御系統 

ほう酸ポンプ 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

充てんポンプ 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
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② 配置上の考慮 

 発火性物質又は引火性物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことがないように配

置すること。 

 

③ 換気 

 換気ができる設計であること。 

 

 

 

  

余熱除去系統 余熱除去ポンプ 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

制御用空気系統 制御用空気圧縮機 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

原子炉補機冷却水

系統 
原子炉補機冷却水ポンプ 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

非常用電源系統 非常用ディーゼル発電機 

・溶接構造 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・堰  
・巡回点検 

 

原子炉補機冷却海

水系統 
原子炉補機冷却海水ポンプ 

・溶接構造 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰  
・巡回点検 
 

高圧注入系統 高圧注入ポンプ 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・液面監視 

・堰 
・ドレン受け  
・巡回点検 
  

気体廃棄物処理設

備 
ガス圧縮装置 

・シール構造 

・ガスケット挿入 

・ドレン受け  
・巡回点検 
 

 

 【水素内包系統】 

系統 漏えい防止対策 拡大防止対策 

体積制御タンクまわり 
・ 溶接構造 

・ ベローズ弁等 

 

 

・ 巡回点検 

・ 水素漏えい検知器等  

 気体廃棄物処理設備まわり 

 

②配置上の考慮 

 発火性又は引火性の物質の火災によって、原子炉施設の安全機能を損なうことがないように分離して配置している。 

 

 

③ 換気 

 発火性又は引火性物質を内包する設備を設置している火災区域は、以下のとおり換気を行っている。 
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④ 防爆 

 防爆型の電気・計装品を使用するとともに、必要な電気設備に接地を施すこと。 

 

 

 

 

 

 

 【油内包機器】  

防護対象 油内包機器 換気設備 

補助給水系統 

タービン動補助給水ポンプ ・タービン動補助給水ポンプ室給気ファン 

電動補助給水ポンプ ・電動補助給水ポンプ室給気ファン 

体積制御系統 

ほう酸ポンプ 
・補助建屋給気ファン 

・補助建屋排気ファン 
充てんポンプ 

余熱除去系統 余熱除去ポンプ 
・補助建屋給気ファン 

・補助建屋排気ファン 

制御用空気系統 制御用空気圧縮機 ・制御用空気圧縮機給気ファン 

原子炉補機冷却水系統 原子炉補機冷却水ポンプ 
・補助建屋給気ファン 

・補助建屋排気ファン 

非常用電源系統 非常用ディーゼル発電機 ・ディーゼル発電機室給気ファン 

原子炉補機冷却海水系統 原子炉補機冷却海水ポンプ ・自然換気 

高圧注入系統 高圧注入ポンプ 
・補助建屋給気ファン 

・補助建屋排気ファン 

 
 【水素内包系統】  

系統等 換気設備 

体積制御タンクまわり 
・補助建屋給気ファン 

・補助建屋排気ファン 

気体廃棄物処理設備まわり 
・補助建屋給気ファン 

・補助建屋排気ファン 

 

 【水素を発生するおそれのある室】 

室  換気設備 

蓄電池室 ・蓄電池室排気ファン 

 

④防爆 

・｢電気設備に関する技術基準を定める省令｣第69条および｢工場電気設備防爆指針｣で要求されている爆発性雰囲気とはな
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火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

⑤ 貯蔵 

 安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災区域における発火性物質又は引火性物質

の貯蔵は、運転に必要な量にとどめること。 

 

 

(2) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれがある火災区域には、滞留する蒸気又は微粉を屋

外の高所に排出する設備を設けるとともに、電気・計装品は防爆型とすること。また、着火源とな

るような静電気が溜まるおそれのある設備を設置する場合には、静電気を除去する装置を設けるこ

と。 

 

(3) 火花を発生する設備や高温の設備等発火源となる設備を設置しないこと。ただし、災害の発生を防

止する附帯設備を設けた場合は、この限りでない。 

 

(4) 火災区域内で水素が漏えいしても、水素濃度が燃焼限界濃度以下となるように、水素を排気できる

換気設備を設置すること。また、水素が漏えいするおそれのある場所には、その漏えいを検出して

中央制御室にその警報を発すること。 

 

 

 

 

 

 (5) 放射線分解等により発生し、蓄積した水素の急速な燃焼によって、原子炉の安全性を損なうおそ

れがある場合には、水素の蓄積を防止する措置を講じること。 

 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、保護継電器と遮断器の組合せ

等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損の防止する設計であること。 

 

（参考） 

(1) 発火性又は引火性物質について 

 発火性又は引火性物質としては、例えば、消防法で定められる危険物、高圧ガス保安法で定め

られる高圧ガスのうち可燃性のもの等が挙げられ、発火性又は引火性気体、発火性又は引火性液

体、発火性又は引火性固体が含まれる。 

(5) 放射線分解に伴う水素の対策について 

 BWR の具体的な水素対策については、社団法人火力原子力発電技術協会「BWR 配管における混

合ガス(水素・酸素)蓄積防止に関するガイドライン（平成１７年１０月）」に基づいたものとな

っていること。 

 

らないため、電気・計装品を防爆型とする必要はない。 

・｢原子力発電工作物に係る電気設備の技術基準を定める省令｣により必要な電気設備には接地を施している。  

 

⑤貯蔵 

 発火性又は引火性の液体である非常用ディーゼル発電機の燃料油の貯蔵量は、一定時間の外部電源喪失に対する継続運

転に必要な量を考慮した量を貯蔵する。また、発火性物質又は引火性物質の気体を取扱う水素供給設備は、火災区域外に

設置する。 

 

(2)塗料等の有機溶剤を恒常的に保管しておらず可燃性の蒸気の発生するおそれはなく、可燃性の微粉が発生するおそれの

ある箇所もない。また、繊維や金属粉のような可燃性の微粉が滞留するおそれのある箇所はない。 

 

 

 

(3)火花を発生するものとしては直流モータのブラシがあるが、ブラシはブラケット内に収納しており火花が外部まで出る

ことはなく発火源とはならない。  

 

(4) 水素を内包する体積制御タンクまわり、気体廃棄物処理設備まわりは、溶接構造やベローズ弁の採用等により、機

器・配管を無漏えい構造としている。  

  また、当該系統・機器は十分な耐震性を有する設計としている。  

  水素を内包する体積制御タンクまわり、気体廃棄物処理設備まわり、蓄電池室は、水素が滞留しないよう空調設備に

よる機械換気を行っている。      

  また、充電時に水素が発生するおそれがある蓄電池室には、その漏えいを検知して中央制御室に警報を発する設備を

設置する。  

  

 (5) 放射線分解等による水素発生への対策を要する設備はない。 

 

 

(6) 電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電流による過熱防止のため、「原子力発電工作物に係る電気設備に関する技術

基準を定める省令」第 13条に従い、保護継電器と遮断器の組合せ等により故障回路の早期遮断を行い、過熱、焼損を防

止している。 
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2.1.2 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性材料又は難燃性

材料を使用した設計であること。ただし、当該構築物、系統及び機器の材料が、不燃性材料又は難

燃性材料と同等以上の性能を有するもの（以下「代替材料」という。）である場合、もしくは、当

該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であっ

て、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機

器において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合は、この限りではな

い。 

 

(1) 機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体、及びこれらの支持構造物のうち、主要な構造材

は不燃性材料を使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 建屋内の変圧器及び遮断器は、絶縁油等の可燃性物質を内包していないものを使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ケーブルは難燃ケーブルを使用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 原子炉の高温停止、低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する機器、環境への放射性物質の放出抑制を確

保するための安全機能を有する機器は、以下の各号に掲げるとおり、不燃性又は難燃性材料を使用している。 

 ただし、当該構築物、系統及び機器の材料については、不燃性材料又は難燃性材料と同等以上の場合、若しくは、同

等以上の材料が技術上使用が困難であって、他の安全機能を有する構築物、系統及び機器に延焼しない措置を講じた場

合、使用できるものとする。 

 

 

 

(1) 構築物は、不燃性である鉄筋コンクリート及び鋼材により構成し、機器、配管、ダクト、トレイ、電線管、盤の筐体

及びこれらの支持構造物は、主要な構造材に不燃性である金属を使用する。 

 

機器分類 主要な構造材 代表的な材料 

構築物 壁、床、天井 鉄筋コンクリート 

機

器 

ポンプ ケーシング ステンレス鋳鋼 

モータ フレーム 鋳鉄 

タンク 胴板、鏡板、屋根板 ステンレス鋼 

熱交換器 胴側胴板、胴側鏡板 炭素鋼 

配管 － ステンレス鋼 

ダクト － 溶融亜鉛めっき鋼板 

トレイ － 鋼板 

電線管 － 鋼帯 

盤の筐体 － 鋼板 

支持構造物 － 炭素鋼 

 

(2) 建屋内の変圧器(動力変圧器)は、絶縁油を使用しない乾式としている。また、建屋内の遮断器は以下のとおり絶縁油

を使用しない真空遮断器、気中遮断器、配線用遮断器としている。 

メタクラ・・・・・・・・・・真空遮断器 

パワーコントロールセンタ・・配線用遮断器 

コントロールセンタ・・・・・配線用遮断器 

直流コントロールセンタ・・・配線用遮断器 

原子炉トリップ遮断器・・・・気中遮断器 

 

(3) ケーブルは､難燃性の試験に合格するものを使用する。  
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火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

 

 

(4) 換気設備のフィルタは、不燃性材料又は難燃性材料を使用すること。ただし、チャコールフィルタ

については、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

(5) 保温材は金属、ロックウール又はグラスウール等、不燃性のものを使用すること。 

 

 

 

 

(6) 建屋内装材は、不燃性材料を使用すること。 

 

（参考） 

 「当該構築物、系統及び機器の機能を確保するために必要な代替材料の使用が技術上困難な場合であ

って、当該構築物、系統及び機器における火災に起因して他の安全機能を有する構築物、系統及び機器

において火災が発生することを防止するための措置が講じられている場合」とは、ポンプ、弁等の駆動

部の潤滑油、機器躯体内部に設置される電気配線、不燃材料の表面に塗布されるコーティング剤等、当

該材料が発火した場合においても、他の構築物、系統又は機器において火災を生じさせるおそれが小さ

い場合をいう。 

(3) 難燃ケーブルについて 

 使用するケーブルについて、「火災により着火し難く、著しい燃焼をせず、また、加熱源を除去

した場合はその燃焼部が広がらない性質」を有していることが、延焼性及び自己消火性の実証試験

により示されていること。 

（実証試験の例） 

・自己消火性の実証試験･･･ UL 垂直燃焼試験 

・延焼性の実証試験･･･IEEE383 または IEEE1202 

 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって、原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないよ

うに以下の各号に掲げる火災防護対策を講じた設計であること。 

(1) 落雷による火災の発生防止対策として、建屋等に避雷設備を設置すること。 

 

 

 ・ケーブルは、IEEE383垂直トレイ試験、UL垂直燃焼試験に合格  

  するものを使用 

 ・核計装ケーブルは電線管に収納して使用することで耐延焼性を確保させ、 

  UL垂直燃焼試験に合格するものを使用 

 ・光ファイバーケーブルは、IEEE1202に合格するものを使用 

 

(4) チャコールフィルタを除き、JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験）又は JACA №11A-2003（空気清浄装置用ろ材燃焼

性試験方法指針（公益社団法人 日本空気清浄協会））を満足する不燃性又は難燃性が確認されているものを使用して

いる。 

フィルタの種類(チャコールフィルタ以外) 材質 

平型フィルタ ガラス繊維 

粗フィルタ ガラス繊維 

微粒子フィルタ ガラス繊維 

 

(5) 保温材は、以下のとおりロックウール等を使用しており、いずれも平成１２年建設省告示第１４００号（不燃材料を

定める件）において不燃材料として認められているものである。 

 ■配管、フランジ：ロックウール、グラスウール 

 ■機器（熱交換器、タンク、ポンプ）：ロックウール 

 ■原子炉容器：金属保温 

 

(6) 建築基準法で規定されている不燃材料のけい酸カルシウム板、プラスターボード等を使用している主な箇所は、以下

である。 

■けい酸カルシウム板を使用している主な箇所 

・原子炉補助建屋 安全補機開閉器室 壁 

・原子炉補助建屋 発電室資材庫 天井 

■プラスターボードを使用している主な箇所 

・原子炉補助建屋 放射能測定室 天井 

■コンクリート下地合成樹脂エマルジョン系塗料を使用している主な箇所 

・原子炉建屋 原子炉トリップ遮断器盤室 壁 

・原子炉補助建屋 安全系計装盤室 壁 

■岩綿吸音板を使用している主な箇所 

・原子炉補助建屋 １次系補機操作室 天井 

 

 

 

 

 

2.1.3 落雷、地震等の自然現象によって原子炉施設内の構築物、系統及び機器に火災が発生しないように、以下の火災防護
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(2) 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、十分な支持性能をもつ地盤に設置するとともに、自ら

が破壊又は倒壊することによる火災の発生を防止すること。 

  なお、耐震設計については実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関す

る規則の解釈（原規技発第1306193 号（平成25 年6 月19 日原子力規制委員会決定））に従うこ

と。 

 

2.2 火災の感知、消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に掲げるように、安全機能を有する構築物、系統及び

機器に対する火災の影響を限定し、早期の火災感知及び消火を行える設計であること。 

 

(1) 火災感知設備 

① 各火災区域における放射線、取付面高さ、温度、湿度、空気流等の環境条件や予想される火災の

性質を考慮して型式を選定し、早期に火災を感知できる場所に設置すること。 

 

 

 

 

② 火災を早期に感知できるよう固有の信号を発する異なる種類の感知器又は同等の機能を有する機

器を組合せて設置すること。また、その設置にあたっては、感知器等の誤作動を防止するための方

策を講じること。 

 

 

 

 

 

③ 外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

 

 

④ 中央制御室等で適切に監視できる設計であること。 

 

（参考） 

(1) 火災感知設備について 

 早期に火災を感知し、かつ、誤作動（火災でないにもかかわらず火災信号を発すること）を防止す

るための方策がとられていること。 

（早期に火災を感知するための方策） 

対策を実施する。 

(1) 建築基準法に基づき、高さ２０ｍを超える原子炉格納施設等へ日本工業規格（JIS）に準拠する避雷設備を設置し、

落雷による火災発生を防止する。 

・原子炉建屋、循環水ポンプ建屋に避雷針を設置、原子炉建屋、原子炉補助建屋、ディーゼル発電機建屋及び循環水ポン

プ建屋に棟上導体を設置している。 

 

(2)  安全機能を有する構築物、系統及び機器は耐震性を有した設計としている。 

  安全機能を有する構築物、系統及び機器のうち、原子炉を停止、冷却する設備はＳクラスとしており、基準地震動Ｓ

ｓによる地震力に対してその安全機能が確保できる設計としていることから、自らの破壊又は倒壊による火災の発生の

おそれはない。 

 

 

2.2火災の感知及び消火 

2.2.1 火災感知設備及び消火設備は、以下に示すように、安全機能を有する構築物、系統及び機器に対する火災の影響を限

定し、早期の火災感知及び消火を行える設計とする。 

 

(1) 火災感知設備 

 ①火災感知設備  

 各火災区域における放射線、温度、湿度等の環境条件や火災の性質を考慮した型式を選定し、早期に火災を感知でき

る場所に設置している。また、1つずつ設置場所を特定(早期感知)でき、かつ、アナログにて火災現象が感知可能（誤

作動防止）な感知器を設置している。  

 ・光電式スポット型煙アナログ感知器、差動式スポット型熱感知器等を設置  

 

②異なる感知器の追加設置 

 安全機能を有する機器が設置される火災区域・火災区画に早期感知のための「異なる感知器」を、以下のとおり追

加設置した。  

  ａ．安全機能を有する機器の設置状況を踏まえ、異なる感知器を設置  

   ・定温式スポット型熱アナログ感知器、光電式スポット型煙アナログ感知器等   

  ｂ．原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有するケーブルのトレイの上部に、光ファ

イバ式温度監視設備を設置  

 

③ 火災感知設備の受信機及び光ファイバ式温度監視設備は、外部電源喪失時においても火災の感知が可能となるよう

に、非常用所内電源から受電可能とし、更に、予備電源を設けた設計とする。 

 

④ 火災感知設備の受信機及び光ファイバ式温度監視設備の監視端末は中央制御室に設置し、常時監視できる設計とす

る。 
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・固有の信号を発する異なる種類の感知器としては、例えば、煙感知器と炎感知器のような組み合わ

せとなっていること。 

・感知器の設置場所を1 つずつ特定することにより火災の発生場所を特定することができる受信機を

用いられていること。 

（誤作動を防止するための方策） 

・平常時の状況（温度、煙の濃度）を監視し、かつ、火災現象（急激な温度や煙の濃度の上昇）を把

握することができるアナログ式の感知器を用いられていること。 

  感知器取付面の位置が高いこと等から点検が困難になるおそれがある場合は、自動試験機能又は

遠隔試験機能により点検を行うことができる感知器が用いられていること。 

  炎感知器又は熱感知器に代えて、赤外線感知機能等を備えた監視カメラシステムを用いても差し

支えない。この場合、死角となる場所がないように当該システムが適切に設置されていること。 

 

 (2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び

機器が設置される火災区域または火災区画であって、火災時に煙の充満、放射線の影響等により

消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置するこ

と。 

 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であ

って、火災時に煙の充満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又

は手動操作による固定式消火設備を設置すること。 

 

③ 消火用水供給系の水源及び消火ポンプ系は、多重性又は多様性を備えた設計であること。 

 

 

 

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離

を行うために設けられた火災区域又は火災区画に設置される消火設備は、系統分離に応じた独立

性を備えた設計であること。 

 

⑤ 消火設備は、火災の火炎、熱による直接的な影響のみならず、煙、流出流体、断線、爆発等に

よる二次的影響が安全機能を有する構築物、系統及び機器に悪影響を及ぼさないように設置する

こと。 

 

⑥ 可燃性物質の性状を踏まえ、想定される火災の性質に応じた十分な容量の消火剤を備えるこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 消火設備 

① 原子炉の高温停止及び低温停止を達成し、維持するための安全機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災

区域では、手動消火設備により早期に消火活動が行えるよう、消火体制を整備する。 

 また、安全機能を有する機器を設置している火災区域で、手動消火装置に加え、火災時に煙の充満、放射線の影響

等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置する。 

 

② 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域であって、火災時に煙の充

満、放射線の影響等により消火活動が困難なところには、自動消火設備又は手動操作による固定式消火設備を設置す

る。 

 

③ 消火用水供給系の水源には、1号、2号及び 3号機共用でろ過水タンクが 4基（約 3、000ｍ３/基）あり、また、消火

ポンプとしてディーゼル駆動消火ポンプ、電動機駆動消火ポンプを 1台ずつ有することで、多重性又は多様性を備え

た設計とする。 

 

④ 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器相互の系統分離を行うために設けられ

た火災区域に設置した消火設備への消火用水の供給は、駆動源の異なるディーゼル駆動消火ポンプ及び電動機駆動消

火ポンプを設置し、動的単一故障を考慮しても供給継続が可能な設計とする。 

 

⑤ 消火活動を早期に行えるよう、全ての火災区域の消火活動に対処できる消火器、消火栓の配置により、安全機能を有

する構築物、系統及び機器に火災の二次的悪影響が及ばないようにする。 

 



泊発電所 3 号機における火災防護に係わる審査基準への対応状況 
 

  12 

 

13- 

火災防護に係る審査基準 泊発電所３号機における具体的内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 移動式消火設備を配備すること。 

 

 

 

⑧ 消火剤に水を使用する消火設備は、2 時間の最大放水量を確保できる設計であること。 

 

 

⑨ 消火用水供給系をサービス系または水道水系と共用する場合には、隔離弁等を設置して遮断する

等の措置により、消火用水の供給を優先する設計であること。 

 

⑩ 消火設備は、故障警報を中央制御室に吹鳴する設計であること。 

 

⑪ 消火設備は、外部電源喪失時に機能を失わないように、電源を確保する設計であること。 

 

 

 

⑥ 消火剤の必要な箇所として油火災の想定される箇所としてディーゼル発電機室、電気火災が想定される箇所としてフ

ロアケーブルダクトがあり、それぞれの可燃性物質の性状をふまえ、ディーゼル発電機室には消火能力の高いＣＯ２消

火設備、フロアケーブルダクトには消火性が高く、また、居室性能を考慮して毒性のないイナートガス消火設備を備

えている。設置箇所の容量を考慮してディーゼル発電機室（片系列容積：2、873m3）については、必要な消火剤の容量

約 2,400kg以上の消火剤（2,530kg）を有している。また、フロアケーブルダクト（容積：61m3）についても同様に必

要な消火剤の容量約 29m3以上の消火剤（31m3）を有している。なお、いずれの必要量の計算についても消防法施行規

則第１９条に基づいて計算を行っている。 

 

   ■ディーゼル発電機室詳細 

部屋名称 容積（m3） 必要消火剤（kg） 
必要ボンベ本数 

(82.5ℓ/55kg/本) 

ディーゼル発電機室 1,858 1,574 29 

ディーゼル発電機室補機室 513 411 8 

ディーゼル発電機燃料油サービスタンク室 210 178 4 

ディーゼル発電機燃料油貯油槽 292 234 5 

合 計 2,873 2,397 46 

       

   ■フロアーケーブルダクト詳細 

部屋名称 容積（m3） 必要消火剤（m3） 必要ボンベ本数 

中央制御室 44 20.8 1 

安全系計装盤室 17 8.1 1 

合 計 61 28.9 2※ 

      ※：83L/8.5m3容器１本、83L/22.6m3容器１本 

 

⑦ 移動式消火設備として、化学消防自動車、泡消火薬剤等を配備している。泡消火薬剤は 400リットル毎分を同時に２

口の流量で概ね 1時間程度放射することができる量（1,500リットル以上）を確保している。化学消防自動車が故障し

ても水槽付消防ポンプ自動車を配備している。  

 

⑧ 消火用水の供給源には、２時間以上の放水に必要な水量（780m3）に対して、十分な水量（約 12,000m3）を確保して

いる。 

 

⑨ 消火用水供給水系には、飲料水系や所内用水系等を隔離出来るように隔離弁を設置し、消火用水の供給を優先できる

設計としている。 

 

⑩ 消火ポンプ及び二酸化炭素消火設備については電源断等の故障警報を、中央制御室に吹鳴するものとしている。  
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⑫ 消火栓は、全ての火災区域の消火活動に対処できるよう配置すること。 

 

⑬ 固定式のガス系消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴させる設計である

こと。 

 

⑭ 管理区域内で消火設備から消火剤が放出された場合に、放射性物質を含むおそれのある排水が管

理区域外へ流出することを防止する設計であること。 

 

 

⑮ 電源を内蔵した消火設備の操作等に必要な照明器具を、必要な火災区域及びその出入通路に設置

すること。 

（参考） 

(2) 消火設備について 

①-1 手動操作による固定式消火設備を設置する場合は、早期に消火設備の起動が可能となるよう

中央制御室から消火設備を起動できるように設計されていること。 

 上記の対策を講じた上で、中央制御室以外の火災区域又は火災区画に消火設備の起動装置を

設置することは差し支えない。 

①-2 自動消火設備にはスプリンクラー設備、水噴霧消火設備及びガス系消火設備（自動起動の場

合に限る。）があり、手動操作による固定式消火設備には、ガス系消火設備等がある。中央制

御室のように常時人がいる場所には、ハロン1301 を除きガス系消火設備が設けられていない

ことを確認すること。 

④ 「系統分離に応じた独立性」とは、原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構

築物、系統及び機器が系統分離を行うため複数の火災区域又は火災区画に分離して設置されてい

る場合に、それらの火災区域又は火災区画に設置された消火設備が、消火ポンプ系（その電源を

含む。）等の動的機器の単一故障により、同時に機能を喪失することがないことをいう。 

⑦ 移動式消火設備については、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商

産業省令第７７号）第８５条の５」を踏まえて設置されていること。 

⑧ 消火設備のための必要水量は、要求される放水時間及び必要圧力での最大流量を基に設計され

ていること。この最大流量は、要求される固定式消火設備及び手動消火設備の最大流量を合計し

たものであること。 

  なお、最大放水量の継続時間としての2 時間は、米国原子力規制委員会(NRC)が定めRegulatory 

Guide 1.189 で規定されている値である。 

上記の条件で設定された防火水槽の必要容量は、Regulatory Guide1.189 では1、136、000リッ

トル（1、136 m3）以上としている。 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下の各号に示すように、地震等の自然現象によっても、火災感

知及び消火の機能、性能が維持される設計であること。 

 

⑪ ディーゼル駆動式のポンプを設置し、外部電源喪失時にも消火設備が機能を失わない設計としている。自動式の CO2

固定式消火設備についてはバッテリーを有しており、外部電源喪失時にも消火設備が機能を失わないようにしている。 

 

⑫全ての火災区域の消火活動に対処できるよう、屋内消火栓を設置している。 

 

⑬ 非常用ディーゼル発電機室に設置する二酸化炭素消火設備は、作動前に職員等の退出ができるように警報を吹鳴する

設計とする。 

 

⑭ 原子炉建屋(管理区域)および原子炉補助建屋(管理区域)で放出した消火水は、各フロアの目皿やドレンにより液体廃

棄物処理系(補助建屋サンプタンク)に回収し、処理することにしており、管理区域外へ放出することを防止する設計と

している。 

 

⑮ 消火設備の操作のため電源を内蔵した照明灯具（非常灯）を、火災区域近傍の消火栓設置場所および中央制御室、出

入管理室からの出入経路に設置する。 
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 (1) 凍結するおそれがある消火設備は、凍結防止対策を講じた設計であること。 

 

 

 (2) 風水害に対して消火設備の性能が著しく阻害されない設計であること。 

 

 (3) 消火配管は、地震時における地盤変位対策を考慮した設計であること。 

 

（参考） 

 火災防護対象機器等が設置される火災区画には、耐震B・C クラスの機器が設置されている場合が

考えられる。これらの機器が基準地震動により損傷しS クラス機器である原子炉の火災防護対象機器

の機能を失わせることがないことが要求されるところであるが、その際、耐震B・C クラス機器に基

準地震動による損傷に伴う火災が発生した場合においても、火災防護対象機器等の機能が維持される

ことについて確認されていなければならない。 

 

(2) 消火設備を構成するポンプ等の機器が水没等で機能しなくなることのないよう、設計に当たって

は配置が考慮されていること。 

 

2.2.3 安全機能を有する構築物、系統及び機器は、消火設備の破損、誤動作又は誤操作によって、安全

機能を失わない設計であること。また、消火設備の破損、誤動作又は誤操作による溢水の安全機能

への影響について「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認すること。 

 

（参考） 

 原子力発電所の内部溢水影響評価ガイドでは、発生要因別に分類した以下の溢水を想定することと

している。 

a. 想定する機器の破損等によって生じる漏水による溢水 

b. 発電所内で生じる異常状態（火災を含む。）の拡大防止のために設置される系統からの放水によ

る溢水 

c. 地震に起因する機器の破損等により生じる漏水による溢水 

このうち、b.に含まれる火災時に考慮する消火水系統からの放水による溢水として、以下が想定さ

れていること。 

① 火災感知により自動作動するスプリンクラーからの放水 

② 建屋内の消火活動のために設置される消火栓からの放水 

③ 原子炉格納容器スプレイ系統からの放水による溢水 

 

2.3 火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区域又は火災区

画内の火災及び隣接する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し、以下の各号に掲げ

 

 

2.2.2 火災感知設備及び消火設備は、以下のように、地震等の自然現象によっても、火災感知及び消火の機能、性能が維持

される設計とする。 

(1) 凍結を防止するため、屋外の消火配管は凍結深さ(700mm)より深く埋設し、屋内の消火配管は凍結の恐れがある範囲

にヒートトレースを設置する。 

 

(2) 風水害により性能が著しく阻害されるおそれがある消火設備は、風水害の影響を受けない屋内に設置している。 

 

(3) 地震時に消火配管が破損することも考慮し、消防車を用いて、火災防護対象機器等を設置している建屋の消火栓に給

水することを可能とする連結送水口を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 消火設備の損傷、誤作動又は誤操作が起きた場合のほか、火災感知設備の損壊、誤作動又は誤操作が起きたことによ

り消火設備が作動した場合においても、発電用原子炉施設の安全性を損なわない設計としている。 

 ・消火配管の破損により安全機能を有する構築物、系統及び機器の安全機能を損なうことのないよう耐震性を考慮した

配管サポート設計とする。 

 ・換気空調系の空調用チャコールフィルタ水消火設備に対してはユニット外の止め弁を 2重化して誤操作防止を図る。 

 ・非常用ディーゼル発電機については、二酸化炭素消火設備の破損、誤動作又は誤操作により、ディーゼル機関内の燃

焼が阻害されることがないよう、ディーゼル機関は外気を直接吸気し、室外へ排気する設計とする。 

 ・消火設備については、設備の破損等による消火水の放出による溢水があり、溢水による安全機能の影響については

「原子力発電所の内部溢水影響評価ガイド」により確認する。 
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る火災の影響軽減のための対策を講じた設計であること。 

 

(1) 原子炉の高温停止及び低温停止に係わる安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置する火災

区域については、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離すること。 

 

(2) 原子炉の高温停止及び低温停止に係る安全機能を有する構築物、系統及び機器は、その相互の系

統分離及びこれらに関連する非安全系のケーブルとの系統分離を行うために、火災区画内又は隣接

火災区画間の延焼を防止する設計であること。 

 具体的には、火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルが次に掲げるいずれかの要件を満たし

ていること。 

a. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間

が3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等で分離されていること。 

 

b. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間

の水平距離が6ｍ以上あり、かつ、火災感知設備及び自動消火設備が当該火災区画に設置されて

いること。この場合、水平距離間には仮置きするものを含め可燃性物質が存在しないこと。 

 

c. 互いに相違する系列の火災防護対象機器及び火災防護対象ケーブルについて、互いの系列間

が１時間の耐火能力を有する隔壁等で分離されており、かつ、火災感知設備及び自動消火設備

が当該火災区画に設置されていること。 

 

(3) 放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器が設置される火災区域につ

いては、3 時間以上の耐火能力を有する耐火壁によって他の火災区域から分離されていること。 

 

 

(4) 換気設備は、他の火災区域の火、熱、又は煙が安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置

する火災区域に悪影響を及ぼさないように設計すること。また、フィルタの延焼を防護する対策を

講じた設計であること。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 電気ケーブルや引火性液体が密集する火災区域及び中央制御室のような通常運転員が駐在する

火災区域では、火災発生時の煙を排気できるように排煙設備を設置すること。なお、排気に伴い放

 

2.3火災の影響軽減 

2.3.1 安全機能を有する構築物、系統及び機器の重要度に応じ、それらを設置する火災区域又は火災区画内の火災及び隣接

する火災区域又は火災区画における火災による影響に対し、以下のように火災の影響軽減のための対策を講じてい

る。 

 

(1) 安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置している建屋に設定している火災区域は、区域外からの火災を考慮し

て 3時間以上の耐火能力を有する壁を設置している。 

 

(2) 火災区域内に有る区域内にある原子炉の安全停止に係る系統を構成する機器のうち、火災により原子炉の安全停止に

影響を及ぼす可能性のある火災防護対象機器及びケーブルは、以下のとおり隔壁、離隔距離等により系統分離を行な

い、延焼を防止している。 

① 安全機能を有する構築物、系統及び機器を設置している建屋に設定している火災区域は、他の火災区域からの火災

を考慮して 3時間以上の耐火能力を有する壁を設置する。 

   

② 火災区域内にある原子炉の安全停止に係る系統を構成する機器のうち、火災により原子炉の安全停止に影響を及ぼ

す可能性のある火災防護対象機器及びケーブルは、以下のとおり隔壁、離隔距離等により系統分離を行ない、延焼を

防止する。  

ａ．３時間耐火隔壁等による分離  

ｂ．６m以上の離隔＋火災感知設備＋自動消火設備  

ｃ．１時間耐火隔壁等＋火災感知設備＋自動消火設備  

 

 

 

 

(3)放射生物質 

放射性物質の貯蔵又は閉じ込め機能を有する構築物、系統及び機器を設置している火災区域は、区域外からの火災を

考慮して 3時間以上の耐火能力を有する壁を設置している。 

 

(4) 換気設備は、フィルタの延焼を防護する対策を講じた設計とする。 

■フィルタを内包するフィルタユニットの材質を金属製としている。 

■フィルタは以下のとおり。 

フィルタ種類 延焼防止対策 

チャコールフィルタ チャコールフィルタを設置しているフィルタユニット内に消火設備を設

置している。 

チャコールフィルタ以外 JIS L 1091（繊維製品の燃焼性試験）又は JACA №11A-2003（空気清浄
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射性物質の環境への放出を抑制する必要が生じた場合には、排気を停止できる設計であること。 

 

(6) 油タンクには排気ファン又はベント管を設け、屋外に排気できるように設計されていること。 

 

（参考） 

(1) 耐火壁の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確認されていること。 

(2)-1 隔壁等の設計の妥当性が、火災耐久試験によって確認されていること。 

(2)-2 系統分離をb.（6m 離隔＋火災感知・自動消火）またはc.（1 時間の耐火能力を有する隔壁

等＋火災感知・自動消火）に示す方法により行う場合には、各々の方法により得られる火災防

護上の効果が、a.（3 時間以上の耐火能力を有する隔壁等）に示す方法によって得られる効果

と同等であることが示されていること。 

 

 

2.3.2 原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系及び原子炉停止系の作動が要求される場合

には、火災による影響を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、

原子炉を高温停止及び低温停止できる設計であること。 

 また、原子炉の高温停止及び低温停止が達成できることを、火災影響評価により確認すること。 

（火災影響評価の具体的手法は「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」による。） 

 

（参考） 

「高温停止及び低温停止できる」とは、想定される火災の原子炉への影響を考慮して、高温停止状

態及び低温停止状態の達成、維持に必要な系統及び機器がその機能を果たすことができることをい

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(平型フィルタ、粗フィルタ、微粒子

フィルタ) 

装置用ろ材燃焼性試験方法指針（公益社団法人 日本空気清浄協会））

を満足する不燃性又は難燃性が確認されているものを使用している。 

 

(5) 運転員が常駐する中央制御室用には、可搬式の送排風機（約 120m3/min×3台）を設置し、屋外に排煙する。 

 

 

 

(6) 非常用ディーゼル発電機の燃料油サービスタンクにはベント管を設置しており、屋外に排気できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2原子炉施設内のいかなる火災によっても、安全保護系、原子炉停止系の作動が要求される場合には、火災による影響

を考慮しても、多重化されたそれぞれの系統が同時に機能を失うことなく、原子炉を高温停止及び低温停止できるよう

にしていることを、火災影響評価により確認している。 

 

 


